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午前 10 時 00 分 開議 

○井戸達也委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は14名で全委員が出席しており

ます。 

 ただいまから、本日の委員会を開きます。 

 それでは初めに、本委員会の進め方について説

明します。 

 まず、質問席と答弁席についてですが、質問席

につきましては、中央に用意してあります。 

 委員の方は、委員長に許可を求めた上で質問席

に着き、起立をして質問を行い、着席して答弁を

聞いてください。 

 答弁席については、演台と自席とします。 

 自席付近にマイクを用意しましたので、起立し

て御発言願います。 

さらに、関連質疑の場合は、同一会派の委員に

限り、主質疑者の同意のもと、委員長に許可を求

めた上で質問席から質疑を行うこととし、その

間、主質疑者は自席に戻っていただきます。 
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 次に、質疑応答時間の関係でありますが、委員

の皆様方から向かって右側の議員出席数表示器の

下にランプの表示器が設置されていますが、質疑

応答時間１時間の５分前にブザーが鳴り、黄色の

ランプがつきます。また、質疑応答時間が１時間

になりますとブザーが鳴り、赤いランプがつきま

す。時計を見計らいながら質疑を行っていただき

ます。委員皆様と理事者の御協力をお願いいたし

ます。 

それでは早速、本日の日程であります一般会計

の歳入のうち、一般財源となる歳入と、一般会計

の歳出のうち、議会費、総務費、消防費、公債

費、諸支出金、予備費及びその特定財源に関する

歳入の細部質疑に入ります。 

 なお、関連であります議案第12号、議案第13号

及び議案第16号の３件についてもあわせて質疑を

いただきます。 

質問者、挙手を願います。 

 小田部委員。 

○小田部照委員 おはようございます。早速質問

に入らせていただきます。 

 ことしのまちづくり１ページ、防災諸費、地域

防災訓練の実施28万円とありますが、これは何カ

所ぐらいのものなのか、内容を伺います。 

○石井公晶総務防災課参事 地域防災訓練事業に

ついては、地域住民等を対象に防災に関する知識

や対応力を習得、防災意識の向上を図ることを目

的として、平成22年度から取り組んでいる事業で

ございますが、訓練実施地区の選定については、

社会福祉協議会や町内会連合会などで構成する地

域福祉会議において検討する形をとっておりま

す。 

 しかしながら、このたび川向地区に整備し、昨

年５月から供用を開始している津波避難階段を活

用した防災訓練の実施について、地域住民の側か

ら市に協力要請がございまして、本事業において

実施する方向で現在協力を依頼する関係団体との

調整を進めており、地区の候補として海岸町地区

と向陽ヶ丘地区の合同での訓練を予定しておりま

す。 

○小田部照委員 わかりました。 

 今の答弁ですと、海岸町地区の方が向陽に避難

するのに向陽地区の方と共同で訓練ということで

しょうが、ほかの地区も海岸線、鱒浦や藻琴、北

浜など、ほかの地域もいろいろあると思うのです

が、そういったところの訓練はないのでしょう

か。 

○石井公晶総務防災課参事 委員から今お話の

あった鱒浦地区については、地域と今協議をして

いるところでございまして、協議が整いました

ら、実施の方向でまた検討を進めていきたいと考

えてございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 市内にはたくさんいろいろさまざまな状況が違

う地域がありますので、一つでも多くの地域でこ

ういった訓練がなされていくようにお願いしたい

と思います。 

 次に、ことしのまちづくり２ページ、緊急告知

防災ラジオ整備事業がありますが、予算7,400万

円とありますが、これについて詳しい内容を教え

ていただきたいと思います。 

○石井公晶総務防災課参事 緊急告知防災ラジオ

整備事業でありますが、現在Ｊアラート情報や住

民への周知は、お知らせメール＠あばしりによ

り、情報発信を行っておりますが、新たにコミュ

ニティＦＭでの放送が開始されるということで、

Ｊアラート受信機等からの情報を音声に変換して

放送局から流すための機器の整備を行い、具体的

には市の側から自動起動装置と緊急割り込み装置

というものを整備して、コミュニティＦＭ側にも

同じような緊急割り込み装置を整備し、市からも

放送できるような形でマイクを設置するなど、情

報発信ができるような体制を構築していくことを

予定しております。 

○小田部照委員 ラジオの配付なのでしょうけれ

ども、配付世帯はどのような形態で、何カ所ぐら

いを予定していますか。 

○石井公晶総務防災課参事 配付世帯につきまし

ては、後期高齢者世帯4,475世帯、避難行動要支

援者298世帯、町内会長211世帯、区長27世帯、民

生委員106世帯、70歳から74歳までの高齢者の世

帯の中で希望する世帯1,708世帯の合計6,825世帯

になりますが、予備という部分を含めまして

7,000台を今回整備する形で、予算を要求させて

もらっているところでございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 防災については、私も同報系の防災無線の整備

を求めてきましたが、これはこれとして、今回の

ラジオ整備はすばらしい事業として、１歩も２歩

も前進することだと評価しています。 
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 その中で、この配付先にはどのような効果を発

揮すると考えて選定されたのか伺います。 

○石井公晶総務防災課参事 この緊急告知防災ラ

ジオにつきましては、これまでは先ほども御説明

したとおり、メールでの伝達手段、Ｊアラートか

らの緊急情報についてはメールでの伝達手段を活

用していたわけですけれども、国からも多重化、

多様化を進めるようにということで指導を受けて

おりまして、今回このラジオを導入することに

よって、国民保護情報のような緊急性の高い情報

を携帯電話だとかを使用されない高齢者の世代だ

とか、また昨年のブラックアウトのときもそうな

のですが、広報車の音が聞こえにくいだとか、そ

のような御指摘もありましたので、そういう方、

住宅内へ届きやすい、そういう手段を構築すると

いうことで、それが一番メリットがあるかなとい

うふうに考えてございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 緊急告知でお知らせして、その情報を地域で

しっかりと皆さんが共有することが、この事業の

大切なことだと思うのですが、その辺はどのよう

に考えて対応していこうとしているのか、伺いま

す。 

○石井公晶総務防災課参事 ラジオの配付先とし

て今回区長だとか町内会長、また民生委員、児童

委員さんの皆様にも貸与を予定をしておりまし

て、そういう方たちを通じて災害時に支援が要す

る方たちの対応だとか、迅速に対応できるような

体制づくりについて今後も努めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 地域との連携、その後の対応が一番大切なとこ

ろだと思いますので、災害の少ない網走ですが、

災害があっても強い網走となっていけるようなす

ばらしい第一歩の事業だと評価して終わります。 

○井戸達也委員長 次、川原田委員。 

○川原田英世委員 それでは、まず議案第16号の

ふるさと寄附条例の部分からお伺いをしたいとい

うふうに思います。 

 寄附額もふえて大変喜ばしいことで、それに合

わせて使える範囲を広げていくという形ですね。

まさに追加する部分も求められている部分だとい

うふうに思って理解をしているところです。 

 ふるさと納税自体、きょうの報道でもありまし

たように、企業版ふるさと納税も大きく変わって

いって、これからまた注目するということで、い

ろいろこれからも研究を続けていってよりよい制

度にしていくということが大事なのですけれど

も、それと同時にいろいろなデメリットもあると

いうふうに思っています。そういった中でも、メ

リットはやっぱり納税する人が自分の目的を持っ

て納税することができるようになったというのは

すごく、民主主義の効果としてすごく飛躍的なこ

とだというふうに思うのですよね。 

 そういった意味で、ちょっと何点か確認してい

きたいのですけれども、まずいろいろ項目があっ

て、今までもインターネット上でこういうことに

使いますよとあって、それを選択してふるさと納

税を行うという、インターネットでする方も通し

て、そういう形があったと思うのですが、それぞ

れどういうふうにふるさと納税、ふるさと寄附を

した方は選択をしているのかの、ちょっと状況を

把握したいのですけれども、そこを御説明いただ

けますでしょうか。 

○林幸一財政課長 この制度につきましては平成

27年度より取り組んで、翌年度から５つのカテゴ

リーにおいて基金の活用を図っているということ

でございますが、基金への積み立て等寄附につき

ましては寄附をしていただく際に、その使途につ

いての５つのカテゴリーの中から選んでいただく

こととなっておりますので、寄附者の意向に沿っ

たカテゴリーに積み立てているということでござ

います。 

○川原田英世委員 だから意向に沿った中で、ど

れにどの程度なのかが知りたかったのですけれど

も。というのが、何も選択しなければ、「前項に

掲げるものの中から、市長が前項の目的のために

必要と認める事業」となっているものですから、

選択しない人が多いのか、それともぜひこれに

使ってくださいという意思がしっかりとあるの

か、そこをちょっとお伺いしたかったのですけれ

ども。 

○林幸一財政課長  平成30年 12月末現在での

ちょっとお話をさせていただきたいと思います

が、御寄附をしていただいた方の使途希望で見ま

すと、子供たちの活動支援が53％、それからス

ポーツ環境整備が 13％、特別支援教育推進が

６％、６次産業化などが11％、その他が17％と

なっておりまして、30年度予定している実際の活

用比率で見ましても、比率どおり子供たちの活動
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支援と特別支援の推進に比重を多く、ちょっと30

年度のほうは活用させていただいているという現

状でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。しっかり意思

が、17％示されてない方がいるとしても、あると

いうことで理解しましたので、今回追加される部

分にもしっかり寄附していただく方の意向が反映

されてくるのだと思いますので、その点理解しま

したので、しっかりとその寄附者の意思に沿った

事業内容で予算進めていっていただきたいという

ふうに思います。 

 次に移ります。 

 先ほど小田部委員からもありました、緊急告知

防災ラジオ整備事業についてなのですが、ちょっ

とこれはラジオについての、コミュニティＦＭに

ついても含めていろいろと伺いたいなと思ってい

ます。 

 コミュニティＦＭが始まってすごく身近な情報

がリアルに聞けて、非常に市民からもいい評価を

いただいているなと、私も楽しみにしながら聞い

ています。多くの市民がかかわっていく中で、こ

れが地域の魅力にもつながっていけばいいなとい

うふうに思いますし、最初は、出だしのときにい

ろいろと皆さん苦労されているなと思って聞いて

いますが、息切れしないように市民の側からも支

援していく体制というのをつくっていかなくては

いけないのだなということを考えているところで

すけれども。 

 そういった中でこの緊急防災、緊急告知防災ラ

ジオは、ＦＭの使い方としてやはり一つの重要な

キーワードになってくるのかなというふうに思っ

て認識はしているのですが、その中で何点か、整

備に当たってちょっと伺っていきたいところがあ

るのです。というのが、まずＦＭあばしり自体が

聞こえない、聞けないというエリアがかなりある

というふうに伺っているのですが、となると、こ

れ整備しても使えないものに、使えないという

か、Ｊアラートも機能しなくなってしまうのかな

というふうに思うのですけれども、その状況をど

う把握しているのか伺います。 

○石井公晶総務防災課参事 コミュニティＦＭ放

送の放送波が届かないということですが、市内に

コミュニティＦＭ側からの説明や市のほうでも独

自に調査のほうを行っておりますが、市内に難聴

エリアは少ないというふうに判断をしておりまし

て、ただＦＭ放送はＡＭと比較しまして、建物の

中には届きやすいという特性はあるというふうに

承知はしているのですが、鉄筋コンクリートだと

かの建物の中には、やはり電波が弱くなって届き

にくいというようなことがございますので、ラジ

オを設置する場所だとか、アンテナを使うなどの

そういう対策が必要になってきます。 

 まず第一段階として、まずラジオを住宅内の電

波が届きやすい場所に設置をしていただくという

ことが必要になりまして、このＦＭ放送波の送信

所につきまして、天都山にあるオホーツク流氷館

のところに送信アンテナがございます。そこから

放送波が市内のほうに流れるというような形にな

るのですが、住宅内の窓側のほうにラジオを設置

していただくと受信状況が改善されるというふう

なことで聞いてございます。 

 また、それでもちょっと感度が悪いというよう

な段階につきましては、ラジオに附属している附

属のアンテナがございまして、こちらをつけて住

宅内に張りめぐらすというか、高いところに設置

するというようなことで受信感度が改善するとい

うことも聞いております。 

 また、それでもまだ聞こえにくいというような

場合には、地デジのアンテナもそうなのですが、

従来地デジになる前の旧ＶＨＦのアンテナ、これ

が残っている住宅につきましては、テレビの同軸

ケーブルをつなぐところがあるのですけれども、

そこに例えば分配器をつけるなどして、ラジオの

同軸ケーブルをつなぐことで受信状況が改善され

るというふうに聞いてございますので、そうした

ことをまず対象の世帯の方に取り組んでいただけ

ればというふうに考えてございます。 

 まだそれでも受信ができないというような場合

につきましては、市役所の総務防災課のほうまで

御連絡をいただくような形で対応を考えておりま

す。 

○川原田英世委員 届かない場所があって、家の

中でも聞こえにくい場合は、そういった今いろい

ろと対策がありましたけれども、基本的には御自

分で何とかしてくださいということで、それでも

だめな場合は今お問い合わせくださいとありまし

たけれども、出向いて設置とかそういうのをして

あげるということになるのですか。 

○石井公晶総務防災課参事 設置方法だとか、そ

ういった部分で不明な点につきましては、御相談
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があれば対応してまいりたいというふうには考え

てございます。 

○川原田英世委員 ただ先ほどの答弁だと、いろ

いろと費用がかかる部分もあると思うのですね。

借りても、線をつなぐと聞こえないからこうして

ください、ああしてください。そういうのはもち

ろん借りた側の人の負担ということでいいのです

か。 

○石井公晶総務防災課参事 先ほど御説明しまし

た同軸ケーブルだとか、分配器だとかにつきまし

ては、それほど高額な費用にはならないかなとい

うふうには考えてございますが、それらの改善を

させるための器具類につきましては、自助の形で

対応していただく、世帯の方に設置をしていただ

ければというふうに考えてございます。 

○川原田英世委員 自分で設置してくださいとい

うことになるのだということだというふうに思い

ます。 

 それでもう１点、電波が弱いというところがあ

るというところで、そうするとその場合にはもち

ろんこれ、Ｊアラートも反応しないというか、緊

急アラートも鳴らないということになるのか、

ちょっと仕組み自体がちょっとわからないので、

そこも確認したいのですけれども。 

○石井公晶総務防災課参事 この自動起動ラジオ

につきましては、電波が弱い状態だとラジオが自

動起動しないというおそれが確かにございます。

そうした環境にある貸与の対象世帯につきまして

は、ラジオ以外による情報伝達の対応も含めて検

討したいというふうに考えてございます。 

○川原田英世委員 何のために設置するのかとい

うと、やっぱりＪアラートとの連携が一番重要

で、それが届かないと元も子もないので、設置す

るのであれば、配付するのであれば、やっぱりそ

こをしっかりカバーしてあげないと何も意味がな

いですよね。 

 だけれども、それは自分の費用でやってくださ

いとなると、ちょっとそれは目的からずれている

というか、目的の達成にならないのではないかな

という気がしています。 

 そのほかにもちょっといろいろと聞きたいこと

がありまして、やっぱり高齢の方を中心にという

ことになると、やっぱり難聴の方とかもおられる

と思うのですね。それもあって、この前見せてい

ただいたのは大分ボリュームも上げれるような、

マックスボリュームがかなり大きいものだという

ふうに伺ったのですけれども、そういった難聴の

方にもきちんと伝わるような形で、何か仕組みは

考えられているのかをお伺いします。 

○石井公晶総務防災課参事 今回整備する緊急告

知防災ラジオにつきましては、市からの緊急情報

を受信するため、自動起動をする際にラジオ本体

に緊急という表示された文字のランプが発光いた

します。また、赤色の緊急等ランプも発光、点滅

をしまして、ラジオから最大音量で緊急情報が放

送される仕組みになってございます。 

 このようにラジオが自動発光する仕組みにも

なっておりますので、放送内容が聞き取れない場

合でも注意喚起を促し、テレビなどの視覚的に確

認できる伝達手段へのアクセスを促すことにも可

能だというふうにも考えてございます。 

 ただしかしながら、聴覚障がいなどをお持ちの

方やひとり住まいの高齢者の方などにつきまして

は、市の災害時要援護者制度という制度がござい

ますので、こちらに御登録いただくこともあわせ

てお勧めしたいというふうに考えてございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 まだちょっと聞きたいことがいろいろあるので

すが、先ほど小田部委員の質問から、借りた部

分、どういうふうに使ってもらうのかというのは

わかったのですけれども、これはあげるわけでは

ないですから貸し出すということで、所有者は市

で、貸し出しということで理解していいですね。 

○石井公晶総務防災課参事 市の備品として考え

てございますので、貸与ということで考えており

ます。 

○川原田英世委員 それでは、もう一つ先ほどの

議論にもかかわりますけれども、壊れただとか電

波が届かないよという場合は、市のほうで何かし

ら対策をとるということになるということでいい

のでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 故意による故障など

は別ですが、故障した場合だとか、交換が必要な

場合につきましては、市のほうで対応したいとい

うふうに考えてございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 管理するのもいろいろ大変だと思うのですが、

そこはいろいろと工夫をしてやっていくのかなと

いうふうに思っていますが、やっぱりちょっとい

ろいろと状況がわかった中で、不思議なのはいき
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なりこんなに何で必要になるのかなというところ

ですよね。 

 先ほどのも聞いても、ちょっと配付するという

のはわかったのですが、届かない地域もありなが

ら、いきなりここだけを整備をする、これだけの

整備をするということにちょっと疑問を感じると

ころがあります。 

 やっぱり一番疑問というか、どうなのかなとい

うのが、70から74歳の方には希望する方にはとい

うところの部分になってくるのですけれども、こ

れはどのようにして進めていくつもりなのでしょ

うか。 

○石井公晶総務防災課参事 今回ラジオの貸与を

する対象者につきましては、市では現在携帯電話

やスマートフォンの利用者向けにお知らせメール

＠あばしりによる情報発信を行っておりますが、

総務省の統計資料によりますと、70歳以上のイン

ターネット利用が46.7％と、69歳以下の世代の

70％を超えるものと比べまして利用率が大きく減

少をしておりまして、また日常でのスマートフォ

ンやパソコンの世代別の平均利用時間も74歳以下

の世代と比較して、75歳以上の世代は減少をして

いるということを勘案しまして、後期高齢者向け

の情報伝達手段がこの緊急告知防災ラジオが必要

と考え、こうした年齢基準というふうになりまし

た。 

○川原田英世委員 年齢基準となりましたはわ

かったのですけれども、どのようにその対象者の

方にこの事業を告知して、借りてください、使っ

てくださいとやるのかというのをちょっと聞きた

かったのです。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時27分 休憩 

───────────────────────── 

午前10時27分 再開 

○井戸達也委員長 総務防災課参事。 

○石井公晶総務防災課参事 この緊急告知防災ラ

ジオにつきましては、貸与する前に購入する必要

があるのですが、受注生産品でありまして、納期

に６カ月程度を要するということで、この貸与に

つきましては秋以降となるふうに見通しておりま

す。 

 配付方法につきましては、臨時の対応窓口など

設けまして、日時や場所を特定し対象者の方に引

換券のようなものを配付しまして、市で整備する

配付台帳などのようなものと照合をしながら、順

次配付を行っていきたいというふうに考えてござ

います。 

○川原田英世委員 必要だと思ってくれる方がい

て、借りてくれる方がいるかどうか、これは

ちょっとわからないところなのですけれども。 

 先ほど70から74歳対象にしたということで、パ

ソコンがどうのこうのという御答弁があったので

すけれども、全く関係ないですよね。パソコンつ

けているから緊急放送がパソコンに流れるのかと

いうわけでもないので、何でそういうふうな判断

になったのか、ちょっとまたわからないことがふ

えてしまったのですけれども。 

 そこで、7,000台というところの、全体で7,200

万円使ってというところの、やっぱりこの規模を

いきなりというのがよくわからなくて、一度やっ

ぱり地域コミュニティＦＭができて、それに対し

て実証するというか、そういった形で少しずつふ

やしていくという形になるのかなと思ったのです

けれども、かなりの大きな数をいきなり一気にと

いうことなのですが、そこはどうしてこのような

判断になったのかをお伺いします。 

○石井公晶総務防災課参事 こちらのラジオを整

備するに当たりまして、有利な財源がないかとい

うところを調査する中で、国のＪアラートの多重

化を進める場合に、この防災ラジオだとかを整備

するものに対して有利な起債が借り入れできると

いうようなことがわかりまして、ただそれについ

ては時限設定がございまして、31年度中に整備を

するものに対しては対象となるというようなこと

がございましたので、31年度にこの台数を整備す

るというふうに判断をしたところでございます。 

○川原田英世委員 それではそうなると、ある程

度全世帯に配るとか、そういう議論もあったと思

うのですけれども、何かそういった話があってこ

こに落ちついたというところの、どういった議論

があったのかの背景を知りたいのですけれども。 

○石井公晶総務防災課参事 さまざまな情報伝達

手段はございますが、メールでの受信ができる方

もおられますし、ただ高齢者についてはやっぱり

そういうものがなかなか手になじまないという部

分がございましたので、それにかわるものがない

かということを従来から検討は進めているところ

で、こういう防災ラジオがあるということがわか

りましたので、今回はこれを整備するということ
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で判断をしたところでございます。 

○川原田英世委員 整備することは大事だと思っ

ているのです。それで、いろいろな防災に関して

いろいろな試みをしていくということ、そしてこ

の町にとってどういったやり方がいいのか、さま

ざまなツールが必要だと思うのですね。 

 そういった中で、いきなり7,000台近くをどん

というのがわからなったかので聞いたのですけれ

ども、そこはどういった内容なのか伺います。 

○岩永雅浩企画総務部長 ＦＭラジオの導入の経

過でございますけれども、これまで結政の会への

代表質問でも市長からお答えをしておりますが、

これまでも災害情報の発信についてはメールやＳ

ＮＳといったものを含めて、複線化ということを

心がけてきました。しかしながら、まちづくり懇

談会であったり区長会議の中では、そうした複線

化をした中でも、まだまだ情報が届かないよとい

う要望がかなり長い間、要望として寄せられてい

ました。 

 その中で、防災無線であったり、サイレンを設

置することの是非についてもこちらで検討した

り、あるいは現在使用が少ないポケベルの周波帯

はどうかといったような検討も、総務防災課では

検討してきました。いずれも、その導入に当たっ

ての費用が莫大であるということで、当市ではな

かなかそれを採用することができなかったという

ことで、御不便をかけてきました。 

 例えば現在ある＠あばしりにつきましても、高

齢者の方、スマホであったり携帯を使わない方に

ついてはなかなか不便なのですけれども、これは

市民に限定しておりませんので、東京や札幌と

いった離れたところにいるお子さんたちにも登録

ができますよと。そこから情報を得た方たちか

ら、家電というのでしょうかね、そちらから高齢

者の方にお伝えすることもできるのだということ

も伝えてまいりましたが、なかなかそれが広がっ

ていかないということも歯がゆい思いもしてきま

した。 

 その中で、今般コミュニティＦＭが開局される

ということで、先ほども参事からお伝えしてます

が、ＦＭ側それから私たちも、市内全戸を受信状

況などの確認もしながら、ほぼ人の住んでいると

ころについては電波が届くと。さまざまな第１段

階、第２段階、第３段階といった形で自助努力も

していただくことも可能性としてあるのですけれ

ども、そういう中では有効な方法ということで導

入に至ったということです。 

 また、財源の確保も含めた中で、75歳以上ある

いは70歳から74歳までの希望者、それから支援を

する方たちに配付をするということで判断をさせ

ていただきました。 

○川原田英世委員 視聴される方にということ

で、それで今後なのですが、70から74歳は希望さ

れる方で想定とする数が1,708台、予備分も確保

しているということで先ほど答弁があったところ

でございますけれども。さらにふやしていってと

か、今後どうしていくとか、そういう方向性は何

かお持ちなのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 この貸与につきまし

ては、次年度以降も75歳となった方の対象世帯に

は原則、70歳になられた高齢者には希望に応じて

貸与をしてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

○川原田英世委員 ちょっとあれなのですけれど

も、まあ、とりあえず進めてみるということなの

だと思うのですが、やはりいきなり7,400万円と

いうところで、設置される方にも聞いてもらうた

めにいろいろな工夫が必要だし、借りたからと

いってそれが本当に有効的に機能するのかの実証

がないままいきなり進めるのかなと。 

 ただ、予算的な部分で31年までにこれをある程

度進めたいのだというところがあるということも

わかったのですけれども、それにしてもちょっと

いきなり過ぎるのかなという気が、僕はどうして

もしてしまいますので、少し数についてはもう少

し考えていく必要があるのかなというふうに思い

ます。特に70から74歳で1,708世帯借りるとは到

底思えません。思えないので、先ほどのパソコン

の答弁の部分も全然わからないのですけれども、

そこ最後にもう一回確認したいのですが、パソコ

ンを使ってる方は、先ほどの答弁だと、防災ラジ

オ的な機能は必要ないから使ってない人の数を考

えて必要なのだというような捉え方になってしま

うと思うのですけれども、そういった認識でいい

のでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 先ほど総務省の統計

資料の例を出させていただきましたが、日常でも

スマートフォンやパソコンでの利用ということで

の調査だったもので引用させていただきました。 

 いずれにしても、高齢の方がそういう携帯だと
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かスマートフォンがなかなか利用されない状況に

あるということで、今回のラジオの導入を判断し

たところではございます。 

○川原田英世委員 済みません、もう少し聞きま

す。 

 では、先ほど70から74歳の間の1,708台とあり

ましたけれども、その70から74歳の間の世帯は全

部で何世帯あるのですか。 

○石井公晶総務防災課参事 1,708世帯というふ

うにカウントしてございます。 

○川原田英世委員 つまり70歳から74歳の間全世

帯に配付できる数を用意しているけれども、希望

はとるということなのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 希望をとるというこ

とでございます。 

○川原田英世委員 全世帯分があるのに、希望を

とって希望した方にしか配付しない理由を教えて

ください。 

○石井公晶総務防災課参事 この世帯の中にはそ

れ以外の情報伝達手段を使われている方も中には

おられるかと思いますし、そういった世帯の中で

そういうものをお持ちで、それで情報を知ること

ができるというような方も中にはおられると思い

ますので、その上で希望をとるという形で今回は

対応を考えてございます。 

○川原田英世委員 何かわからなくなってきたの

ですよね。 

 なぜ配付しないのでしょうかというところと、

では75歳以上はなぜ配付するのかというところ

が、整合性がとれなくなってきてしまったのです

けれども、そこについてもう少しお考えを伺えま

すか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時39分 休憩 

───────────────────────── 

午前10時41分 再開 

○石井公晶総務防災課参事 70歳から74歳までの

世帯への貸与についてでございますが、こちらに

ついてはラジオが受注生産品だということで、納

品するまでに日数がかかるということと、あと財

源の活用が31年度までという期限があった部分な

ど、また75歳というのが貸与する対象としては原

則という形で考えているのですが、そういう財

源、使える財源が31年度までというような期限設

定がございまして、それであれば70歳から74歳ま

での方で希望をとって、その世帯の中には先ほど

も御説明しましたが、同居の方がおられてその方

がほかの方法で情報を得ることができるなどの場

合で、ラジオを必要としないというような方も中

にはおられるかもしれませんので、そういった部

分を勘案しながら、整備台数7,000台という、70

歳から74歳までは1,708世帯ということになりま

すが、予備の部分だとかそういった部分も含めま

して、今回整備を行うというふうな形で事業を進

めたいというふうに考えてございます。 

○川原田英世委員 必要性はすごく理解してまし

て、そしてＪアラートがやっぱりしっかりと緊急

時にということで大事なことだというふうに思う

のです。それで、だからインターネットやライン

とはまた違う、スマートフォンとはまた違うし、

であれば、逆に70歳から74歳世帯分もあるのであ

れば、75歳以上ではなく70歳以上でもよかったの

ではないのかなという思いで質問させていただい

たのですけれども、ちょっとその点、部分の答弁

がちょっとよくわからないのですが、今の答弁だ

と70から74歳の部分は希望する人には貸し出すけ

れども、希望しない人にはその分は残るから、そ

の分は備品として置いておきますよということに

なるということなのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 それらについては次

年度以後の配付に活用したりだとか、例えば故障

したりだとか交換が必要な場合も想定されますの

で、そういった部分の対応用としても考えてござ

います。 

○川原田英世委員 ちょっと進めていく中でどう

いった形になるのか、やっぱりまだ見えないとい

う部分があるなというふうには思っています。 

 31年度までの予算であるからということで、急

ぎたい気持ちはわかるのですけれども、少し立ち

どまって実用性、実効性きちんといろいろと使っ

てみるということも大事なのかなというふうに

思ったのですから、いろいろと質問させていただ

いたところです。 

 その中身についてはよくわかりましたので、ど

ういったものなのかという部分については十分わ

かりました。 

 次の質問に移ります。 

 次に、日体大高等支援学校設備整備事業補助金

について伺います。 

 今年度の予算にもなってますけれども、この中
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身について伺います。 

○秋葉孝博企画調整課長 日本体育大学附属高等

支援学校の施設整備に対する補助金についてでご

ざいますが、本事業につきましては平成28年度か

ら取り組んでおりまして、これまでに施設整備に

関する経費、それから教育活動に関する経費、市

民活動に関する経費、こうしたものを補助対象と

して支援をしてきております。 

 新年度、平成31年度につきましては、体育館で

使用されている、現在水銀灯ですが、これが2020

年に製造中止になるということがございますの

で、これをＬＥＤ化に取り組む整備、それから除

雪に関してホイルローダーの整備、それから災害

に備えまして発電機の整備、このようなものを予

定しております。 

○川原田英世委員 運営していく上でいろいろな

整備が必要だというのは、どの事業もどの施設も

同じことなのですけれども、そういった中で、日

体大に対してまだ学生施設も十分そろっていない

というところから、やっぱり支援が必要だろうと

いう議論に行き着いて、こういった形で支援をし

ていくという形になっているのかなというふうに

思っているのですけれども。この整備事業補助

金、今年度そういった形で支援をして整備を進め

ていっていただくということなのですけれども、

今後それから先も要望があれば支援はしていくと

いうことになるのか、今後の見通しを伺います。 

○秋葉孝博企画調整課長 今後の本事業の予定で

ございますが、現状として日本体育大学附属高等

支援学校には旧道立の高等技専部分がございまし

て、ここが平成４年に建てられたものです。これ

を、必要な改修を踏まえまして今利用しているの

ですが、ここの水道管、給水管ですとか、ポンプ

のそういった設備がかなり老朽化が進んでいると

いう話を伺っております。今のところ概算です

が、更新費用には約7,800万円ほどがかかるとい

うようなお話をいただいております。 

 まだ現在、そうした施設整備が必要だという観

点と、本事業についてはふるさと納税、寄附金を

充てさせていただいておりますが、毎年この附属

支援学校を支援したいという、特定の方からの寄

附をいただいておりまして、そうした寄附の残高

も別に確認をしているところなのですが、まだ財

源として十分にある状況でございますので、状況

を見ながら必要な支援に取り組んでまいりたいと

考えております。 

○川原田英世委員 今後の見通しについて、理解

しました。 

 まだまだこれから必要になってくる整備もある

ということだというふうに思います。またそれに

対しての寄附があるということで、先ほど言った

ようにふるさと納税もありますし、それでさっき

言った企業版のふるさと納税ですね。きょう新聞

に出てましたけれども、そういった中で特定の項

目として上げていって寄附を募るという形も、こ

れからまちの魅力というのを表現していく中で

も、喚起影響していくことなのかなというふうに

思います。寄附があって、その使い道としてこう

いうふうにあるということで、そこは理解しまし

た。 

 次に移ります。 

 移住促進事業の生涯活躍のまち構築推進事業に

ついてなのですが、ＣＣＲＣということで理解を

しています。東京農業大学で進めていってもらっ

ていると思うのですが、全体としてこれまで進め

ていた中で今どのような状況にあるのか、そして

到達点をどのように考えているのか、この事業に

ついてお伺いします。 

○秋葉孝博企画調整課長 本事業ですが、農大の

オホーツクキャンパスを有するという強みを生か

しまして、首都圏から健康で多様な知識、経験を

持った社会人の人材管理を図るという目的で実施

しております。具体的には網走市、網走信用金

庫、社会福祉協議会、観光協会、商工会議所、そ

れから農大とで検討協議会をつくりまして、そこ

でさまざまな意見交換をさせていただいておりま

す。 

 平成28年度につきましては、実際移住してきた

方に対するヒアリング等実施をして、実際動機と

なったきっかけなどの聞き取りをしております。 

 29年度につきましては、28年度の経過が非常に

サンプル数が少ないということがありまして、さ

らにふやすということで、移住フェアに農大の学

生さんと当市の職員、それから総合振興局の職員

も入りまして、そこで移住フェアに参加しながら

来場者の意見を収集などを行ってまいりました。 

 本年度につきましては、さらにウエブサイトの

アンケート調査もやっておりまして、それを今分

析をしまして、最終的にどのような形で進めるこ

とがいいのかというのを、今まとめている段階で
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ございます。 

 現状最終的な精査まで終わってませんが、現状

大まかな方向性をお話をさせていただきますと、

寒冷地であります網走市に移住の強い意向という

のはあんまりやはり感じられない、難しいという

ことが出ております。ただ、大学の学びなどイベ

ントには興味を示す方がいらっしゃると。 

 それから、関東から見て網走市にどうやって通

学、そして学習するかという、そうした手法が課

題というのが、アンケート調査から協議会の中で

今話し合っている状況でございます。 

 平成31年度につきましては、こういう方向性の

中でそういった課題がさまざまありますので、即

効性の高い取り組みというのはなかなか実施は困

難でございますけれども、大学で学ぶということ

を気軽に体験できるような、そうした実証実験が

できないか、こうしたことを考えております。 

 これからの取り組みに、31年になりますので、

実現性は今段階でははっきり言えないのですが、

例えば朝大学のようなイメージで、関東でそうし

た講座を開きまして、そこから実施をする、実証

実験をするフィールドがこの網走だという形で、

何とかそうした人ちを呼び込めないかということ

を、今大学のほうと話し合っているところでござ

います。ぜひそうしたことにチャレンジをしてい

きたいというふうに考えております。 

○川原田英世委員 難しいようですね。寒冷地は

と言われると、うんとなってしまうのですけれど

も、これも最初ＣＣＲＣ構想、やっぱり話したよ

うに夢のある話だなと思いながら聞いてました。 

 高齢の方でも短期でもいいからこっちに来て住

んでもらって、寒冷地であるからちょっとたき火

でもたいて、暖炉でたき火でもたいて、たき火の

上に、暖炉の上に釣り竿飾って、ロッキングチェ

アでウイスキーを飲むみたいな、そんな生活を味

わってほしいなみたいな夢をわかりあったよう

な、なかなか難しいということは理解しました。 

 ただ、地域の魅力というのをもっと議論しても

らって、そんな大学に通って長期間とかではなく

て、本当半年や３カ月だとかでも来てもらえるよ

うな短期滞在の仕組みだとか、いろいろとちょっ

と検討を進めていっていただきたいというふうに

思いますので、これは今後まだまだ方向性が見え

ないというようなところになるのかもしれないの

ですけれども、進めていっていただきたいなと思

うところです。 

 次に、ＪＲ北海道対策支援事業についてお伺い

をします。 

 まず利用促進の部分なのですが、たしか30年度

は30万円でしたっけ。対象も今回の予算について

いるよりも狭い中でだったと思うのですが、それ

を拡張してというか、予算も少しふやしてという

ところだと思うのですけれども、30年度の利用と

いうのはどういった状況だったのかというのをま

ずお伺いしたいと思います。 

○秋葉孝博企画調整課長 ＪＲ北海道利用促進事

業でございますが、予算額が今年度の計上額が90

万円でございます。もともと広報あばしりの特集

号の掲載というのがありまして、これが30万円、

これにつきましては、現在３月、今年度中に印刷

を終えまして、４月の広報に折り込みをしたいと

いうふうに考えております。 

 残りの60万円が利用促進の補助金でございまし

て、これが前年比30万円から60万円に増額をして

おります。 

 平成30年度の利用状況ですが、ここの補助金に

つきましては、対象者がそれぞれあります。まず

１点目ですが、市内の幼稚園や保育園、これに対

する汽車遠足に対して支援をするもので、これが

全額を補助しております。それから、中学生以下

のお子さんが３名以上、それから引率者が２名、

計５名以上の団体、サークル的な方に対して、小

旅行に対して助成をするというもの。この場合、

子供は全額で大人は半額の助成にしております。 

 それから、小中学校での総合的な学習の時間や

中学校の部活動ということに対して、子供が全

額、引率者は半額という助成です。 

 対象路線は網走釧路間、網走旭川間、この区間

で対象の切符につきましては、基本的には網走駅

で購入できる、また引きかえできるような券につ

いて助成の対象としております。 

 30年度の結果ですが、まず家族旅行が４回で23

名の御利用をいただきました。中学生の部活が３

回で46名の御利用をいただきました。汽車遠足が

４回で153名の御利用をいただきました。全部合

計しますと11回、計222名。内訳ですが、これは

延べ人数になります。大人が48名、中学生が41

名、小学校が９名で、園児が124名といった結果

になっております。 

 決算見込みは今のところ18万1,000円で、予算
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が今残っている状況なのですが、３月までに予定

していた汽車遠足が一つキャンセルになったこ

と、それからスポーツ少年団のような団体の家族

連れで旭川に向かうというお話がいただいていた

のですが、これがキャンセルになりまして、30万

円には達しませんが、これが今お話ししたのが実

現できていれば、おおむね30万円の達成だったと

いうふうに、そういった状況になっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 これがまたばねになって多くの人が利用しても

らえるような、そういった事業であればいいと思

うのですが、ただこれがＪＲを今残していきたい

というところに対しての、何かそれでがらっと変

わるということではないわけでして、となると

やっぱりこれで利用してもらっている方にも、応

援団事業というのがありますけれども、やはり応

援してもらうという仕組みが必要だと思うのです

よね。例えばこの事業を使って遠足行った方に、

やっぱり写真撮ってＳＮＳでどんどん上げてもら

うとかですね、そういったことを促していく、協

力をお願いするということも必要だと思うのです

が、そういったことに対するお考えはいかがで

しょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 今委員からお話をいた

だきました、この利用と、その赤字の黒字化は到

底無理なお話で、今取り組んでいるのは地域のマ

イレール意識の醸成から来る地域の利用促進と観

光利用の促進という二つの視点で、観点から取り

組んでおります。 

 今お話のいただいた応援のようなお話なのです

が、現在今委員から直接お話がありませんが、応

援事業というのを、今回60万円予算を組んでます

が、これにつきまして二つ事業がありまして、一

つは今委員お話のあったようなＪＲ北海道を応援

するような、そうした行動に個人の方、企業の方

問わず、それぞれが取り組んでくれるような行動

を宣言していただけないかという、呼びかけるよ

うな事業でございます。これは市民の皆さんに周

知するための周知経費、印刷経費で10万円、残り

50万円につきましては地域の皆さんがみずから企

画をしていただいて、鉄路のにぎわいの創出です

とか利用促進に何か企画をして、それに必要な経

費に対して支援をするというのが50万円の補助金

となっております。 

 今いただいたことは、ＳＮＳの発信というのは

なかなか個人の方ですので、なかなか難しいので

すが、市としても写真の提供をいただいたりしま

して、今駅に掲示板も置きまして、それで飾った

りとか、市の今ホームページにはその遠足の利用

など、風景を掲示をしているところです。 

 今おっしゃったような地域のマイレール意識と

いうのは何よりも大切だというふうに考えており

ますので、新年度についても引き続き積極的に推

進していきたいと考えております。 

○川原田英世委員 そこの部分すごく重要だと思

うのですね。応援事業についても伺いましたけれ

ども、やっぱりそういった形でマイレール意識が

あって、そしてさらにそれを発信していくという

ことを進めていかなくてはいけないのだというふ

うに思います。なので、利用促進事業の方も、な

かなか個人の方なので宣伝するのにお願いするの

は難しいというような答弁でしたけれども、そう

いった協力の仕方もぜひお願いできれば、何らか

の形でお願いをしていっていただくということ

で、地域みんなでもう何とか守っていきたいなと

いう姿勢がすごく大事だというふうに僕は思って

います。 

 きょうちょっとニュースで言っていたのですけ

れども、ＪＲ九州の新幹線が通ったときのＣＭが

東日本大震災の影響で報道されなくて幻のＣＭだ

などと言われて、ネット上で盛り上がっているそ

うなのですが、あれを見るとまさに鉄路を自分た

ちのものとして、本当にみんなで支えていこうと

か、マイレール意識がすごくかいま見れるＣＭ

だったのですね。ぜひ見ていただきたいと思うの

ですけれども。この網走でもそういった自分たち

の大切なインフラなのだという意識を、みんなに

持ってもらえるような事業展開をぜひ進めていっ

ていただきたいなというふうに思います。 

 次に移ります。 

 町内会連合会の部分についてであります。 

 町内会連合会の補助金等があり、内容は重々理

解をしているところであります。ただ、この中で

ちょっと事件があったというようなことも認識す

る中で、補助金だからきっとこれを使って運営し

てくださいという形になって、決算をチェックす

るという形になっているのだというふうに理解を

するのですけれども、なかなかそういった中でも

このような事件があってしまったということで、

それでそこに対してどのようなことをこれからし
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ていくのかと。当事者側も今検討している最中だ

と思うのですけれども、市側としてどのような考

えをお持ちなのかをお伺いしたいと思います。 

○田邊雄三市民活動推進課長 町内会連合会に対

する補助金ですけれども、今回の不正事件があり

まして、事務局をやっている社会福祉協議会、そ

して町内会連合会自身も対策を立て、今後それを

実行していくということで、その状況を見てみた

いというふうに考えております。 

 具体的に町内会連合会につきましては、収支の

差引簿を作成していくこと、毎月事務局長が通帳

と支出を確認をする。あと監査は決算書、伝票等

も確認をして、複数、会長も含めて立ち会いのも

と行っていくなど、幾つか対策を立てております

ので、そういう状況を市も確認しながら、今後補

助金の支出に当たっていきたいと考えておりま

す。 

○川原田英世委員 補助する側として、どういっ

た形がいいのかというのはこれいろいろ議論ある

と思うのですけれども、いずれにしても起きてし

まったことはありますので、しっかりとチェック

をしていくというところを、推移を見守って、そ

して助言等もしっかりと行いながら進めていくと

いうことは必要だというふうに思います。 

 そこの部分について、今ここで触れないのです

が、ちょっと１点わからないことがあったので教

えてください。 

 町内会活動中傷害保険加入促進補助金があるの

ですが、これはどういったものなのか、ちょっと

わからなかったので御説明をいただきたいと思い

ます。 

○田邊雄三市民活動推進課長 町内会活動中傷害

加入保険ですけれども、町内会連合会に対しての

補助で、町内会連合会が各町内会の窓口になりま

して、町内会活動に伴う賠償傷害についての保険

で、１世帯当たり約80円、うち40円を補助してい

るというものになっております。 

 大体平成30年度で132町内会、8,262世帯が加入

をしておりまして、全町内会中62％が加入してい

るという保険となっております。 

○川原田英世委員 結構利用されている町内会の

方多いのだなと思ったのですけれども、全くそう

いうことを知らない町内会もあるようで、こうい

う事業あるのですかと驚いて言われたものですか

ら、僕も知らなかったものですから、ぜひこう

いった事業があるのですよということも、町内会

の連合会のチラシというか、配付しているものに

も書いているのかもしれないですけれども、そこ

ら辺周知をぜひお願いしたいというふうに思いま

す。 

 町内会がやっぱり活動をしっかりと地域でして

いく、町内会にかかわりたくないと言っている人

がたくさん出てきてしまっているのが実態で、そ

れではいけないのですよね。やっぱりそれをかか

わってもらうということを大切にしていかなくて

はいけない時代に本当に入ってきているのだとい

うふうに思いますので、そういった中では町内会

の活動をいろいろな面で支援していくという形が

必要だというふうに思います。魅力ある地域づく

りというものはやっぱりこういった側面をしっか

り支援していくということになると思いますの

で、その部分の促進というか、ぜひお願いしたい

というふうに思います。 

 最後に、これも確認なのですが、旧嘉多山中学

校の解体事業ですね。事前にも説明をいただいて

いたところでありますけれども、地域の要望を受

けてということで理解していますが、中学校の中

にはまだ利用しているというか、使っている部

分、使える部分とかもあると思うのですけれど

も、どのような形でこの解体を進めていくのか、

事業の内容について伺います。 

○田邊雄三市民活動推進課長 旧嘉多山の中学校

の校舎につきましては、木造310平米の建物で、

地域の要望もありまして今回解体をすることにな

りました。現在、地域の資料室にもなっておりま

すけれども、地域のほうでそこのところにつきま

しては精査をして、物は動かすということになっ

ております。あわせてこの事業につきましては、

旧学校敷地内に学校で使っていた灯油タンクが埋

設されておりまして、法の定めによる耐用年数が

平成31年12月14日までとなっていることから撤去

を行うもの、また西部地区の統合へき地保育所整

備により、嘉多山地区総合研修センターの中で

やっております保育所が閉園となりましたことか

ら、園児の利用していた嘉多山児童公園について

も地域の要望により廃止にしますことから、そこ

の公園のフェンス、遊具の撤去をあわせて行うと

いう事業となっております。 

 旧嘉多山中学校につきましては、校舎の向かっ

て左部分の木造の部分、そこの部分が310平米と
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いうことになっております。 

○川原田英世委員 一部の部分の古い部分をとい

うことで理解しました。 

 去年だったかな、あそこで写真の好きな方たち

のそういう古い木造校舎の昔懐かしい空気を楽し

みたいとカメラ好きの人たちが集まって、コスプ

レのイベントとかもあったのかな。いろいろな使

われ方がしてたというふうに認識してましたの

で、ただ地元の人たちの要望もありということで

理解をしましたけれども。何というのですかね、

ノスタルジーを味わうではないですけれども、そ

ういうものも一部大切な側面でもある。ただ壊す

だけが全てではないなと思って、残してくれる部

分もあるし、中にある資料も移してということで

理解はしましたので、そこは安心したのですけれ

ども、そういった部分の側面も持って進めていっ

ていただければなというふうに思います。 

 私のほうからは以上です。 

○井戸達也委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午前11時09分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時20分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 公明クラブの永本でございま

す。 

 それでは予算書の47ページ、防災備蓄品整備事

業についてお伺いいたします。 

 この防災備蓄品の整備事業は平成29年度で市内

の全小中学校への配備が完了し、昨年は４校の非

常食と５校のポータブルストーブ等の燃料の更新

が行われたと思いますが、31年度も昨年のような

更新を計画しているということですけれども、具

体的にはどの学校のどういった更新を予定してい

るのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 防災備蓄品整備事業

についてでございますが、平成31年度も既に配付

済みの期限のある非常食だとかについて更新のほ

うを予定をしておりまして、31年度につきまして

は平成27年度に整備した網走小学校、南小学校の

２カ所、それと市役所のほうにも一部備蓄をして

おりまして、そちらの更新を予定をしておりま

す。 

 また、それ以外に物資について、パックタオル

だとか救急箱というようなものも学校のほうに整

備をしているのですが、こちらについても更新を

行う予定でございます。 

 そのほか、冬期の暖房用のポータブルストーブ

の灯油だとか、発電機用の燃料につきましても、

劣化や変質を考慮しまして更新を行う予定でござ

います。 

 そのほか、今回新たに購入するものとして、冬

期停電対策としてコミュニティセンターとか住民

センターのほうに、アルミブランケットという体

にかけるようなタイプのものと、あと延長のコー

ドリール、延長ドラムリールコードというものを

整備したいというふうに考えてございます。 

○永本浩子委員 更新だけではなく、ちょっと細

かい点もいろいろ補充していくということで、理

解させていただきました。 

 更新された非常食とか、私も先日防災訓練に

行ったときに非常食を帰りにいただいたのですけ

れども、大体非常食はこういう防災訓練の後に配

られたりするのではないかと思うのですけれど

も、例えばポータブルストーブの燃料の更新とい

うことで、灯油になるかと思うのですけれども、

そういったものはその後どのような形に使われる

のか、処理されるのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○石井公晶総務防災課参事 燃料関係につきまし

ては、学校のほうに灯油を備蓄する灯油タンクが

あるのですが、そこと学校の使っている灯油タン

クを結んでリサイクルして使えるような形で、仕

組みをとっている学校もございますし、地下タン

クでそういう形ができないものにつきましては、

灯油を抜いて市役所の中で再利用するような形の

ことを、そういうような形で対応することで進め

ております。 

○永本浩子委員 わかりました。また今回タオル

等も更新するというか、備えるという感じでした

けれども、そういったものも、例えば福祉施設と

かそういったところに使っていただくようなふう

にお考えなのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 ちょっと例になりま

すが、毛布だとかも学校のほうで再利用いただく

ような形をとっておりますので、そういうような

形の対応は可能かなというふうに考えてございま

す。 
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○永本浩子委員 理解させていただきました。 

 それと、１月に潮見小学校で行われた防災訓練

に私も参加させていただきましたが、実際にやっ

てみる中で参加者の方々からさまざまな意見が出

まして、例えば備蓄品の収納場所が、潮見小学校

の場合は１階と２階に分かれているということ

で、多分これ学校によってさまざま違うのではな

いかという話になりまして、どこに何が収納して

あるのかということを、避難したときに誰でもわ

かるようにしていくことが大切ではないだろうか

とか、投光器用の発電機は携帯の充電に使ってし

まうと２台分で使い切ってしまうので、投光器優

先ということを大きく明示しておく必要があるの

ではとか、しまいっぱなしでたまに動かしておか

ないといざというときに使えない場合があるなど

と、結構細かいことですけれども、やはりいざと

いうときに使えないと全く備蓄していた意味がな

いということなので、こういったところもきちん

と生かしていっていただきたいと思いますけれど

も、この点はいかがでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 市では災害時に開設

する主要な避難所として、市内小中学校だとかコ

ミセン、住民センターあるいは消防分団詰所だと

かを想定をしておりますが、昨年度各避難所用と

して、防災備蓄品の取り扱い説明書というものを

市のほうで作成をしまして、配備をさせていただ

いております。こちらの内容としては、防災備蓄

品の保管場所だとかも掲載をしておりまして、各

避難所の施設管理者の方々にも一応記載内容につ

いては説明をしていたところでございます。 

 しかしながら、昨年の胆振東部地震によるブ

ラックアウトの際には、コミセンの関係者の方か

ら、この取り扱い説明書の存在を承知してない

ケースだとか、あと説明を受けたが保管場所の詳

細の記載がなくて、備蓄している場所がわからな

いなどの指摘を受けた部分がございます。 

 そういった部分の改善を図るために、この取り

扱い説明書の修正を、２月末をめどに行っている

ところでございます。 

 今後もこのような内容の変更だとか修正が必要

なものは、随時見直しをかけて修正を行う中で施

設関係者の方々にも説明を行い、引き続き周知に

努めてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

○永本浩子委員 できれば説明書の中にというよ

りは、大きく誰が見てもすぐわかる形のものをぜ

ひ考えていただきたいと思いますけれども、こう

いった訓練をやったときに出てきた、そういった

皆さんの声をぜひ生かす形で今後も対応していっ

ていただきたいと思います。 

 次に、地域防災訓練事業なのですけれども、先

ほども質問がありまして、川向のほうの津波避難

階段を使った訓練というお話がありましたけれど

も、昨年の８万円から28万円にアップしましたけ

れども、その理由というのは、この川向の訓練だ

けではないかと思いますけれども、お伺いしたい

と思います。 

○石井公晶総務防災課参事 地域防災訓練事業に

ついてでございますが、先ほど小田部委員への説

明の中でも、この防災訓練事業につきましては、

平成22年度から取り組んでいる事業ということで

御説明をさせていただきましたが、平成31年度に

つきましては、平成29年度、30年度で集中的にこ

れまで実施してきた避難所運営ゲームを活用した

図上研修を、避難所運営研修事業というものを統

合して事業を進めていくことで考えてございま

す。 

 予算につきましても、両事業を統合した形で、

31年度については事業を進めたいというふうに考

えてございます。 

○永本浩子委員 私もＨＵＧを使った避難所運営

研修事業が今回見当たらなかったので、昨年で終

了したのかと思ったのですけれども、そうではな

くて、これを一緒にしたという理解でさせていた

だきました。 

 また、このＨＵＧを使った避難所運営ゲームに

ついて、昨年も質問させていただいたのですけれ

ども、結構もうこのゲームが29年度で300人、30

年度も300人を想定して予算が立てられていると

いうことで、かなり多くの方がこの運営ゲームに

は参加されてきているのだと理解しております。 

 去年も説明の中では、コミセンや小中学校があ

る地域や町連に入っている町内会はかなり参加者

が多いということでしたけれども、中心市街地と

言われる下の地域は町連に入っていないところが

多いためになかなか参加の機会がないので、ぜひ

声かけをしていただきたいということをお願いし

まして、町連に未加入の組織にも声かけを行って

いくとの答弁をいただきましたけれども、この点

はどのような取り組みをされてきたのか。一応私
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も町内会の役員をやっておりますけれども、そう

いった呼びかけがなかったかなと思っております

ので、ちょっとこの点もお伺いしたいと思いま

す。 

○石井公晶総務防災課参事 今年度の防災訓練に

つきましては、ＨＵＧを、研修も活用しながら鱒

浦地区で実施をしていたところでございますが、

その際には町内会連合会に未加入の町内会につき

ましても、御参加をいただくような形で対応をさ

せておりまして、全ての町内会の方に勧誘すると

いうのはなかなか難しい部分がありまして、広報

誌だとかには一応そういう防災訓練があるという

ことは周知を図るような形のようなことはしてい

るのですが、なかなかそこまで進んでいないとい

うのが実情ですけれども、今後もこの防災訓練事

業の中で、そういう図上訓練とあわせて実動の訓

練も行うような形で進めていけたらなというふう

には考えてございます。 

○永本浩子委員 去年のブラックアウトがありま

して、皆さんの防災意識も高まっているときでも

ありますので、ぜひそういったところをやって

いっていただきたいと思います。 

 やはりいざというときには、一度でも防災訓練

や運営研修などを経験したことが小事を分ける場

合もありますので、ぜひ全市的な取り組みをお願

いしたいと思います。 

 また、昨年もぜひ中高生などの若い世代の参加

を勧めてほしいとお願いしましたけれども、潮見

小学校での防災訓練で講師を務められた防災士の

方も、こういった防災訓練や避難所運営の仕方な

どを中学生が学んでいく流れができると、この後

本当にいい流れになると思うのですがというふう

に言われておりました。この点についてはどのよ

うにお考えでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 児童生徒だとかのこ

ういう防災訓練の参加についてでございますが、

平成30年度においては、西小学校で一日防災学校

という防災教育の取り組みをさせていただいてお

ります。そうしたものも有効だとは思うのです

が、地域の開催される防災訓練にも、防災を将来

担うそういう児童生徒の方々が参加するというこ

とは、啓発の面でも有効だというふうには考えて

おりますので、今後実施していく防災訓練でのそ

ういう方たちの参加につきましても、今後も取り

組みを進めていけたらというふうには考えてござ

います。 

○永本浩子委員 西小の防災訓練も大変好評だっ

たというふうに聞いておりますので、また今度も

う少し年齢が上の中学生とかを少し考えていただ

ければいいかなと思っております。 

 次に避難所環境整備事業なのですが、昨年の

269万円の約２倍の予算がつきましたけれども、

2018年は平成32年度までの３年計画で非常用電源

を整備するというお話でした。昨年のブラックア

ウトを受けて計画を前倒ししたのかと思いました

けれども、そういった理解でよろしかったでしょ

うか。 

○石井公晶総務防災課参事 昨年のブラックアウ

トを受けまして、計画を前倒ししまして、平成31

年度についてはコミセン５カ所の整備を予定して

ございます。 

○永本浩子委員 これで５カ所を整備すると網走

市全体としては、去年も北コミセンがなかなか設

置の面で問題があって難しいというお話がありま

したけれども、全てこれで非常用電源が整備され

たということになるのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 北コミセンについて

は以前にも御説明のとおり、体育館の暖房のボイ

ラーの動力の電源の確保という部分がちょっと課

題という部分があって、この計画からは除いては

おったのですけれども、北コミセンについても施

設管理者の方からそういう相談がありまして、例

えば電気を必要としないポータブルストーブで対

応していくだとか、それは今後について検討して

いきたいというふうには考えてございます。 

○永本浩子委員 ということは、北コミセン以外

はこれで一応完備できたということで理解させて

いただきました。 

 またコミセンと分団の詰所以外の避難所には、

整備が必要かどうかを含めて検討していきたいと

の答弁を昨年はいただいておりましたけれども、

やはり昨年のブラックアウトを経験してみて、特

に郊外地区なのですけれども、いつも集まってい

る地域の集会所に避難したいという声を多く聞き

ました。やはりコミセン以外の避難所にも、そう

いったところには非常用電源は必要かと思います

けれども、今後市としてはどのような見解をお持

ちでしょうか。 

○石井公昌総務防災課参事 昨年ガスを活用した

発電機だとかの寄贈も受けておりますので、こう
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したものも有効に活用しながら、非常時にはそう

いう電源の確保できるような形の対応を進めてま

いりたいというふうには考えてございます。 

○永本浩子委員 地域の声も聞いていただきなが

ら、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 次に、マイナンバー制度運用事業ですけれど

も、昨年システム改修ということで1,500万円か

かっておりましたけれども、新年度もまた600万

円という予算が計上されておりますけれども、こ

れもまたシステム改修ということになるのでしょ

うか。 

○干場正博情報政策課長 マイナンバー制度の運

用事業につきましてでございますが、平成30年度

につきましては、市においてシステム改修を行い

その委託料を計上していたものでございますけれ

ども、平成31年度につきましては、そのような市

で行うシステム改修は行う予定はございませんの

で、委託は見込んでおりません。 

 本年度の、31年度の主な事業の内容といたしま

しては、マイナンバー運用に係る中央のシステム

と市のシステムを連携する中間サーバーの負担金

を支出するものでございまして、負担金は約500

万円と見込んでおります。 

○永本浩子委員 システム改修はもう終了して中

央と市のつなぐシステムということで、というこ

とは、この後も毎年これぐらいのお金は必要経費

としてかかっていくという理解でよろしいでしょ

うか。 

○干場正博情報政策課長 先ほど申しました負担

金の500万円でございますけれども、その内訳と

いたしまして、現在使用しているシステムの経費

として約275万円、また国等のほうで次期システ

ムに係る設計構築費として225万円の負担が求め

られているところでございます。 

 次期システムに係る設計構築費につきまして

は、今後数年間負担が想定されておるところでご

ざいまして、今後も数年間は同程度の規模の負担

が発生するものと思われます。 

 なお、次期システムに係る設計構築費につきま

しては、全額国費の補助となっております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 やはりこれからもこれぐらいのお金は数年間は

かかっていくということで、国からの補助ではあ

りますけれども、出どころは皆さんの税金という

ことで、マイナンバーカードをやはり取り入れた

利点というのが、できればもう少し皆さんに浸透

していくと、さらに理解も進むのではないかと思

います。 

 昨年の自治体独自の取り組みを研究したいとい

う答弁をいただきましたけれども、そういった研

究のほうは少し進んでいるのでしょうか。 

○干場正博情報政策課長 マイナンバーカードで

ございますけれども、現在交付率でございますけ

れども、平成31年２月末現在で交付率、網走市は

11.2％でございまして、ほぼ全国、全道と同様の

数字でございます。 

 マイナンバーカードの独自利用ということで、

全国の一部の自治体で取り組みは行われておりま

すけれども、件数がいかんせん少なくて、まだ情

報が十分収集し切られていないというのが実情で

ございます。まだ成果に至るという情報がまだご

ざいませんので、引き続き研究、検討してまいり

たいと思います。 

○永本浩子委員 11.2％、かなり厳しい数字かな

と、市だけの責任というよりも国全体の問題とも

思っておりますので、少しでも進むことを祈って

おります。 

 次に地域情報ネットワーク、49ページの地域情

報ネットワーク調査検討事業についてお聞きした

いと思います。 

 まず、この地域情報ネットワーク調査検討事業

の内容をお聞かせください。 

○干場正博情報政策課長 当市の郊外地域の多く

のエリアに高速ブロードバンド環境が整備されて

いない状況でございまして、平成27年の国勢調査

の世帯数は１万8,035世帯ですけれども、そのう

ち光回線の未整備のエリアが835世帯、約4.6％と

推定をしております。 

 このような状況の中、光回線等の高速ブロード

バンドは一義的には民間の通信事業者が整備する

ものと認識しておりまして、国等の関係機関に対

し、北海道市長会、あるいはオホーツク圏活性化

期成会等を通じて、整備をこれまでも要請してお

りますけれども、なかなか全道においても郊外地

域の整備は進んでいない状況でございます。 

 そういうような中、どういった形で郊外地域に

ネットワークが整備することができるのかという

ことを検討しておりまして、平成30年度におきま

して種々検討いたしました。光回線を網走市全域

に整備した場合、約20億円の経費がかかると見込
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まれております。30年度において、光回線以外に

例えば無線通信を使用した方式を整備できないか

検討たところでございますけれども、通信速度が

約６ＭＢぐらいということで、現在としては低速

な回線であるですとか、悪天候時には通信が途切

れる、あるいは今後補助の対象にならないといっ

たことがございまして、無線方式による整備は難

しいということで判断したところでございます。 

○永本浩子委員 私も、郊外地域の方から電波状

況が悪いので、ネット環境が悪くてネットで事業

もできる時代なのに十分に活用できないというこ

とで、御相談をいただいておりましたけれども、

市としてもいろいろと検討はしてくださっている

ことはよく理解させていただきました。なかなか

難しい問題かと思いますけれども、今後も研究し

ていただきながら、また民間企業にも働きかけを

していただきながら、進めていっていただきたい

と思います。 

 続きまして、東京農大の学生確保対策支援補助

金200万円ということで、昨年250万円だったのが

今回200万円に減った理由というのはどういった

ところにあるのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 本事業につきまして

は、農大生物産業学部の学生確保対策としまして

補助金を支出しているものでございます。 

 網走市民の入学者につきましては20万円、管内

の連携校出身者に対しては10万円、それから友好

都市である３市からの農大への入学は10万円とし

ております。 

 近年の動向としまして、平成30年、現在30年度

ですが７名で、予算執行状況が90万円となってお

ります。その前の年、平成29年度は13名で160万

円となっております。 

 こうした状況を踏まえまして、予算の適正化を

図るために見直しをして減額をしたものでござい

ます。 

○永本浩子委員 これまでで一番多くこの支援補

助金が使われたというのはいつぐらいで、何名、

幾らぐらいだったのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 平成21年度で270万円

となっておりまして、内訳では網走市民が10名、

それから連携校出身が７名という数字になってお

ります。 

○永本浩子委員 270万円、市内から10人も行っ

ていただいて、本当に補助金としても払いがいが

あるというか、という状況だったかと思うのです

けれども、30年が90万円というのはかなり減って

しまっていると思いますけれども、その理由はど

ういったところにあるとお考えでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 これにつきましては年

度間でかなり差がございまして、例えば平成28年

度は160万円、平成28年度にこの制度を見直しま

して、その年の４月に入学の年度にお金を払うよ

うにしました。その前は３月に支払いをしていた

という経過がありまして、これを28年度から見直

してますので28年度の実績はないのですが、その

前の27年度では190万円というふうになっており

ますので、一概にどういう傾向にあるかというの

はちょっとなかなか分析しようがないような状況

でございます。 

○永本浩子委員 少しでも、少しずつ何か減って

きているような気もしてちょっと心配にはなった

のですけれども、また31年度ふえていただければ

と思っております。そういった点でも周知等も、

また力を入れていただければと思います。 

 続きまして、出会い創出支援事業なのですけれ

ども、これも昨年の30万円から20万円に減ってし

まいましたけれども、１件10万円の助成なので平

成31年は２件と見込んでの予算だと思いますけれ

ども、昨年の状況はどういった状況だったので

しょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 本事業につきましては

平成28年度から取り組んでおりますが、実績とし

まして平成28年度は１件、平成29年度が２件とい

うことで、平成30年度、本年度につきましては、

現時点で執行がございません。このような状況も

踏まえまして、予算額を減額見直しをしたところ

でございます。 

○永本浩子委員 平成30年度がゼロ件というのは

ちょっと大変残念な結果だと思います。 

 この出会い創出支援事業なのですけれども、Ｌ

ＯＶＥあばしりさんの開催する婚活事業に支援す

るという形で今までやってきましたけれども、

やっぱり抜本的に事業のあり方自体を考え直す必

要があるのかなとも思いますけれども、そういっ

た点はどのようにお考えでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 平成30年度、これまで

取り組んでいただいたＬＯＶＥあばしり実行委員

会さんのほうで予定がないということをお聞きし

まして、８月には市内の青年団体８団体に対しま
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して、開催の御協力、制度の内容を含めてお知ら

せをしたところです。結果的に開催には至らな

かったというのが結果でございます。 

 引き続き各団体へ開催について呼びかけてまい

りたいというふうに考えておりますし、制度的に

なかなか婚活というのも、大きなテーマとしてイ

ベントを実施するというのに抵抗感がある方もい

らっしゃるのではないかというような声をお聞き

しております。 

 これまでカップルの成立を目指すとか、そうし

たことではなくて、少し要件を緩和しながら若い

方々が集まるような、例えばですが料理教室です

とか、そうした企画に対しても支援を、少しカッ

プル数を求めるとか婚活イベントということでは

なく、そうした男女が集まれるような企画に対し

て支援、少し緩和して取り組んでいきたいという

ふうに考えております。 

○永本浩子委員 なかなか人を集めるのは大変難

しいということで、北見の街コン、ほかのところ

でも街コン、それぞれやったりしていてもなかな

かやっぱり集まらないというところが、今非常に

ネックになっているようなお話も聞いております

ので、ちょっと角度を変えて、ちょっともう一歩

軽い形でやってみるということも一つは手ではな

いかと私も思いますので、ぜひまた31年度そう

いった形でやってみていただければと思います。 

 続きまして、日体大高等支援学校入学支援補助

金についてですけれども、昨年と同様に、一人15

万円で定員の40人分で600万円という予算計上に

はなっておりますけれども、ことしの入学状況は

どのようになっているのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 新年度、平成31年度の

入学予定者でありますが、34名とお聞きしており

ます。 

○永本浩子委員 定員の40名にまだ６名は足りま

せんけれども、本当に年々ふえてきてうれしいこ

とだと思っております。 

 昨年話に出た中で、定員までなかなかいかない

原因の一つに、全寮制の月７万円が高いと思われ

てしまうという点を、市としても挙げられていま

したけれども、この点はどのような取り組みをさ

れてきたのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 ただいま委員お話の寄

宿舎の７万円のお話でございますが、これは一例

として昨年申し上げたかと思います。このほかま

だ生徒数が少ないということと、卒業して進路が

見えていないということで、少し学校の周知にも

お時間がかかるということで、その中の一例とし

て、寄宿舎の代金もネックになっているのではな

いかというふうに考えるというようなお話をさせ

ていただいたと思うのですが、今年度やはりこれ

まで支援学校が地域とのイベントも大事にしなが

ら、それから子供たちがやっぱりスポーツ大会に

出て活躍をしている、こうしたことが徐々に広

がっているものと考えておりますし、また募集の

取り組みとして、昨年は東京と名古屋で学校説明

会をしたのですが、ことしは６月から道内が札

幌、旭川、函館、釧路それから東京と全５会場で

開催をしております。こうした取り組みも知名度

の向上に寄与したのではないかというふうに考え

ております。 

○永本浩子委員 日体大のほうも副校長さんが新

しく赴任されて、その副校長さんと話をしたとき

も、いろいろな市のこういった補助金もそうです

し、国のほうのいろいろな制度とかも使うと、か

なりお金もかからずに済むということもしっかり

アピールしていきたいとお話もしていただいてお

りましたので、そういったところ学校のほうと市

も連携をとりながら、いろいろなところで、５会

場で開催していただいたということで、やはり周

知というところに力を入れていただければ、近い

将来40名の定員も達成できるようになってくるか

と思いますので、そういった連携を今後も続けて

いっていただきたいと思います。 

 次に、移住促進事業なのですけれども、30万

9,000円ということで、昨年同様広告宣伝費が主

な使い道だと思いますけれども、29年度の長期滞

在は２組４名と聞いておりましたけれども、30年

度はどうだったのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 平成30年の状況につき

ましては、２組３名延べ日数で255日となってお

ります。 

○永本浩子委員 29年度に続いて30年度も2組は

来てくださっているということで、市で用意して

いる移住体験用の家具等もあるかと思うのですけ

れども、その貸し出し状況というのはどうなって

いるのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 １組の方が使用したと

いうふうに、今年度の実績については利用があり

ました。 
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○永本浩子委員 １組の方が使用してくださった

ということで、この２組３名の方の長期滞在の宿

泊場所というのはどういったところなのでしょう

か。 

○秋葉孝博企画調整課長 網走市のほうでは2カ

所ほど長期移住者に対しまして、場所を用意して

おります。ここに１名の方が使われて、もう１組

の方は知人も網走にいらっしゃるということで、

その方のところに滞在をしております。 

 移住の取り組みによって、ちょっと市役所に顔

を出してから挨拶にいらして、長期滞在に入ると

いう方もいまして、市のほうの用意した施設を使

わない方も、そういう方もいらっしゃいます。 

○永本浩子委員 市の施設も使っていただいた方

も１組いるということで、今お話がありましたけ

れども、先日ちょっとお会いした方が学校の先生

として網走に赴任してきて、住んでみて本当に網

走の魅力に取りつかれて、結局先生をやめてツ

アーガイドになったという方だったのですけれど

も、やはり一回住んでみてもらうということが、

網走の魅力を本当にわかってもらう一番大事な

ツールかなと思いますので、こういった体験移住

に、もし空き家等も活用していただいて、移住体

験用にとってある市の家具とかもそういったとこ

ろに使っていただければ、もっと移住者がふえる

のではないかなと思うのですけれども、こういっ

た点はいかがでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 今委員おっしゃってい

る移住促進事業の中身ですが、主に広告代金の予

算となっております。 

 それからその下に生涯活躍のまちが100万円、

先ほど若干説明をさせていただきましたが、100

万円が農大への委託金でありまして、50万円程度

が移住フェアの参加する旅費になっております。

広告宣伝含めて、移住フェアへ参加しながら周知

を図りながら、１組でも来ていただけるように努

めていきたいと考えております。 

○永本浩子委員 そういったところも、移住フェ

アとかも活用し、また釧路とか清里等もいろいろ

な形で移住政策やっておりますので、そういった

ところもぜひまた研究していただければと思いま

す。 

 次に、ＪＲ北海道も利用促進事業、先ほども質

問があり詳しい内容で去年の状況を教えていただ

きました。私も昨年は札幌に行くのにＪＲを使わ

せてもらいましたけれども、まず促進を訴えてい

る私たちからＪＲを利用することが大切だと思い

ますけれども、この点市はどのような対策をとっ

ていらっしゃるのでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部長 利用促進につきまして

は、新年度から職員の出張につきましては原則Ｊ

Ｒ利用ということになります。ただし、ＪＲを使

うことによって旅行日数が極端にふえたり、ある

いはどうしても短時間で網走に戻ってこなければ

ならないといった事情を持った用務や職員もいま

すので、そこについては基本的に原則といった形

で進めたいというふうに考えております。 

○永本浩子委員 ぜひまたこういったところか

ら、しっかりＪＲも使っているのだということを

アピールしていくことも大切かと思いますので、

しっかりそういったことも周知していただければ

と思います。 

 そしてまた先ほど質問にもありました、ＪＲ北

海道応援事業のほうなのですが、応援してくださ

る個人とか企業の応援宣言を呼びかけるというお

話がありましたけれども、そういったところにま

た支援をしていくというお話もありまして、こう

いったところに支援することも大切だという点

と、また反対に昨年視察に行ったいすみ鉄道等

は、応援していただいた企業にお金を出していた

だいて、応援企業ということで駅のホームからよ

く見えるところにどことどことどこが応援してく

れているという、そういった大きな掲示板がつ

くってあったり、また線路の枕木１本が、１本

3,000円とか5,000円ということで、そこにメッ

セージを書いていただいて、個人で応援してくだ

さる方に参加を呼びかけたりということで、お金

を出すだけではなく、お金を出してもらうという

形での応援も大事かなと思いますけれども、この

点はいかがでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 委員が今お話のいすみ

鉄道につきましては、上下分離で上が違う会社と

いうことがまず１点あって、自由な取り組みがで

きるのかなというふうに感じております。 

 一方、ＪＲ北海道で寄附を募るというのはなか

なか難しい状況でございまして、今の応援宣言を

いただいたような個人もしくは企業、これはお金

を出していただくのではなくて、何か取り組める

ことに取り組んでいただこうと、それを書面で出

していただければという考えですので、そうした
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企業については、今市のほうも駅のほうに掲示板

を置いたり、ホームページもそのサイトをつくっ

てますので、そうした中で御紹介をさせていただ

きたいと思います。 

 まだまだこれからＪＲの利用促進については、

いろいろなアクションプランも含めて、いろいろ

な動きがありますので、そうしたようなことがで

きないか、機会を設けてＪＲの方ともお話をさせ

ていただきたいと思います。 

○永本浩子委員 やはりＪＲとそういったところ

とはちょっと違うということでよくわかりました

が、そういった応援していただける方をきちんと

また皆さんに紹介する形も考えていただいている

ということで、理解させていただきました。 

 また、最後に高校生とか農大生などの若い力も

ぜひ糾合していただきたいと思っております。い

すみ鉄道でも地元の高校生がつくった顔を出して

写真を撮る手づくりのパネルがホームに設置して

あったりとか、花壇の整備等も例えば高校生のボ

ランティアなどがやっていただけたりすると、大

変いい形で盛り上がってくるのではないかと思い

ますけれども、こういったところはいかがでしょ

うか。 

○秋葉孝博企画調整課長 来年度から市で考えて

いる利用促進のほうでも、高校生の部活動という

ことを項目を入れてまして、こういったことが、

使っていただけるかどうかも含めて、桂陽高校さ

んとはちょっと意見交換をさせていただいており

ます。 

 もう一つ、にぎわいの創出ということで、高校

生さんが例えばボランティア部という活動があっ

て、その中で何かができないかというようなお話

はさせていただいております。今、現時点では学

校側もぜひ取り組みたいという話なのですが、子

供たちも当然授業がありまして、年間のスケ

ジュールも決まっておりますので、再度予算が決

まった後にまた意見交換をさせていただきなが

ら、何か手伝っていただけるようなことはない

か、その辺高校のほうとお話をしていきたいとい

うふうに考えております。 

○永本浩子委員 桂陽のボランティア部も大変頑

張っていただいてますので、そういった話も今進

行中ということで、大変うれしいことだと確認さ

せていただきました。 

 私のほうからの質問は以上で終わります。 

○井戸達也委員長 ここで昼食のため休憩にいた

します。 

 再開は午後１時とします。 

午後０時02分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

 近藤委員。 

○近藤憲治委員 それでは、私からは大きく分け

て４点ほどお伺いをさせていただきたいと思いま

す。 

 まずは企画総務部所管の公共交通、特にＪＲ北

海道の鉄路の維持活性化についてを伺いたいとい

うふうに思います。 

 当市もこのＪＲ北海道の鉄路の存続、活性化に

ついては非常に力を入れておられるということ

で、今回も新たに新規の事業も盛り込んでおられ

ます。こういった取り組みは道内の他の自治体に

先駆けるものということで、周辺の自治体からも

高く評価をされているというふうに私は実感をし

ているところで、率直に敬意を表したいというふ

うに思いますけれども、まずＪＲ北海道利用促進

事業、こちらの拡充については、その根拠は先ほ

どのやりとりで理解をさせていただきました。も

う一つ新たにＪＲ北海道応援事業というものが新

規で60万円組まれておりますが、このマイレール

意識の機運醸成について具体的にどのような事

業、成果、効果を期待しているのか、改めてお示

しをいただきたいと思います。 

○秋葉孝博企画調整課長 ＪＲ北海道応援事業で

すが、この事業につきましては、鉄路の存続に対

しましては、やはり地域の多くの皆様がＪＲ北海

道問題を地域課題として捉えていただいて、その

中で自発的な利用促進に取り組んでいただく、こ

うしたマイレール意識による地域の皆さんの行動

が、まずは何よりも大切だというふうに考えてお

ります。 

 その中で、事業としては二つございまして、一

つは、市内の個人でも事業者の方でも団体でも結

構なのですが、皆さんがそれぞれでできる範囲の

中でＪＲ北海道を応援するような行動計画を立て

ていただくと。行動計画といってもそんなに難し

いものではなくて、例えばですが、ある個人の方
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では年に一度鉄道を利用して旅行に行くですと

か、先ほど答弁もありましたけれども、市としま

しても札幌の出張はＪＲの利用を原則とする。そ

のような会社での考え方でも構いませんし、例え

ば無人駅の清掃であったり、花を飾るボランティ

ア、これ何でも結構なのですが、そうしたことを

ただ呼びかけるだけで終わるのではなくて、皆さ

んがそれぞれ何か行動計画を立てていただけたら

なというのがひとつまず事業でございます。 

 もう一つのほうは補助制度でございまして、50

万円ほどを見ています。今の想定といたしまして

は、限度額としては30万円で、三つほど、30万円

の事業と10万円が二つぐらい実施していただけれ

ばなということを考えてます。 

 この事業につきましても、市のほうで具体的に

これをということではなくて、それぞれが考えて

いただいた中で取り組んでいただく必要な経費に

対して支援をしたいと。想定というのも余り置か

ないで取り組みたいというふうに考えてまして、

例えば高校生が駅周辺のマップをつくる。そうい

う形でもいいですし、駅自体が広告も減って非常

に閑散としているような状況ですので、例えば何

か絵を飾るですとか、写真を飾るでも結構です

し、例示はさせていただきますが、それぞれの団

体の皆さんがどう考えて、行動していただけるの

が重要だというふうに考えております。 

○近藤憲治委員 そこはまた自由な発想でさまざ

まなアイデアが出てくると思われますので、そこ

をしっかりとサポートしていただければというふ

うに思います。 

 住民のマイレール意識の醸成という部分で、一

つなかなかハードルが高い部分がありまして、そ

れはＪＲの鉄路の維持存続というのはなかなか我

が事ではない、または負担意識が先に来てしまっ

て、本当に残すべきなのかどうかみたいな意識を

持っている人たちも、うまく巻き込んでいかなけ

ればならないというふうに考えております。 

 そういった点では、北大の公共政策大学院の特

任教授の小磯修二先生がたびたび発言をされてお

りますけれども、やはり鉄道というのは単純な維

持管理費といわゆる運行のコストと乗車運賃の収

入の、そのプラスとマイナスだけで収益を考える

のではなくて、鉄道が存在していることによって

地域に波及的なさまざまなメリットがもたらされ

ていることから逆算をして、その存在価値をはか

るべきなのだということをたびたび発言をされて

います。私はそこに強く同感をするものでありま

すので、ぜひマイレール意識の醸成という方向感

につきましては、今申し述べさせていただいたよ

うなトーンもしっかりと盛り込んでいただいて、

地域に落とし込んでいっていただきたいというふ

うに考えますが、いかがでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 今委員おっしゃるとお

りだというふうに認識をしております。特に北海

道の鉄路を考えたときに、当然歴史が本州とは違

うと。しかも大量輸送ですから、関東圏の電車を

見てみると10両、15両という車両の数が動いて、

それも５分、10分以内に何本も走るような、それ

で初めて鉄路が維持されているというような状況

がありますので、ただ北海道というのはやはり点

在していて、これまでの歴史もありますので、当

然鉄道の事業だけではこれは残すことはできない

というのは、これは事実だと思いますので、そう

した価値観も含めながら、地域一帯となった取り

組みを進めてまいりたいというふうに認識してお

ります。 

○近藤憲治委員 続きまして、防災全般について

お伺いをさせていただきたいと思います。 

 代表質問でも党会派から申し述べさせていただ

きましたけれども、やはり災害は起きてからの対

応ももちろん大事なのですけれども、平時の対策

が極めて重要であります。 

 そういった点で今、当市はさまざまな団体、企

業と災害発生時の連携協定をさまざまな形で結ば

れているかと思います。 

 そこでひとつ大事なのは、やはり結んで終わり

にすることではなくて、やはり何も起きていな

い、平時からそのネットワークをいかに活用でき

るのか、または発生時にはどう動くべきなのかと

いうことをしっかりとコミュニケーションを図っ

ていくことが大事だというふうに思っておりま

す。 

 まず災害発生時のネットワーク、連携がどれく

らい今でき上がっているのかということと、その

ネットワークを平時にどのように維持しようとし

ているのか、考え方をお伺いしたいと思います。 

○石井公晶総務防災課参事 災害時における各種

団体との平時からの支援体制づくりについてでご

ざいますが、地域防災力の向上のためには国や

道、市町村などの公共の力だけではなく、市民や



 

－ 24 － 

企業、各種団体との共同が不可欠だと認識してお

ります。このため、市では企業や各種団体との災

害時における応援協定を締結し、民間事業者との

機動力や調達力を活用するなど、防災力の一層の

強化を図っております。現在市のほうでは40を超

えるそういう防災協定のほうを締結している状況

ではございます。 

○近藤憲治委員 今、御答弁にありました協定が

結んで終わりになることなく、コミュニケーショ

ンを深めながら何か災害が発生したときには有用

に活用できるような流れというのは、ふだんどう

いうふうに維持しようと心がけていらっしゃいま

すか。 

○石井公晶総務防災課参事 これら協定締結の相

手方とは緊急時の連絡先の確認などに努めており

ますが、平時から応援要請の手順を確認するた

め、地域で行われる防災訓練などへの参加の要請

や受援体制に関する理解を深めてもらうための研

修を行うなど、災害時に円滑に連携が図れる顔の

見える関係づくりに、今後も努めてまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

○近藤憲治委員 そこはしっかりとやっていただ

きたいと思います。 

 続いて３点目でございますが、日本体育大学附

属高等支援学校の補助金ですね、２項目、今回も

盛り込まれておりますけれども、代表質問でも発

言をさせていただいておりますけれども、日本体

育大学附属高等支援学校がこの網走にあるという

ことは、この地にとっての一つの個性になりつつ

あるというふうに受けとめています。そういう点

では、こういったさまざまな補助、支援というの

は、ある種網走の未来への投資であろうというふ

うに受けとめているわけなのですけれども、やは

り毎年毎年さまざまな形での補助や支援が行われ

ていますが、その投資の行き着く先は一体何なの

だろうかというのを、市民の皆さんにしっかりと

お示しをしていくことが共感を生んでいくことに

つながっていくことになると思っています。 

 代表質問の答弁で水谷市長は、この日本体育大

学附属高等支援学校の存在がこのまちにどういう

将来図をもたらすかという部分で、障がい者ス

ポーツの振興を通じて障がいへの理解を深めるこ

とがやさしいまちづくりにつながる。また、日本

体育大学との連携によるスポーツ振興を受け、子

供たちの体力向上や市民の健康増進にもつながる

というふうに御答弁をされています。 

 ぜひこういったビジョンをもっともっと具体的

に市民の皆さんにお伝えをしていくことが、さま

ざまな支援、応援につながっていくのだろうとい

うふうに思っています。 

 市長の答弁にもありました、やさしいまちづく

りの具体像も含めて、日本体育大学附属高等支援

学校が網走市にもたらす将来図を改めて伺いたい

と思います。 

○秋葉孝博企画調整課長 日本体育大学附属高等

支援学校につきましては、小さな学校でございま

すが、私たちにいろいろなことを気づかせてくれ

る存在になっていかなければならないというふう

に考えております。 

 一例ですが、高校の高体連に属しまして、陸上

競技場で大会がある場合は管内の高校が集まりま

して、その中で附属支援学校もこれに参加をして

おります。陸上競技場で高校、中学も含めて大会

がある場合は、それぞれがテントを組みまして、

南高、桂陽もありますが、それぞれのチームの学

校名ののぼりを立てます。そうした中でこの日体

大も参加をしまして、そこで一緒に競技を行いま

す。障がい者の方も障がいのない方も一緒にそこ

で汗を流すと、そうしたことに管内の高校生がど

のような感じを持たれるのか。また多くの保護者

の皆様もこういう大会にはいらっしゃいますの

で、保護者の皆さんがどんな感じを持っていただ

けるのか。ここはなかなか感じてほしいというの

は、ＰＲというのはなかなか難しいものというふ

うに感じていますが、例えば今年度行われたオ

ホーツク網走マラソン大会でも、生徒のほかに保

護者の皆様も仮装をしながら、５キロですけれど

も、一緒に走ったという、そうした風景も見られ

ました。またさらにコミセン祭りなども参加しま

して、自分たちのつくった野菜などの販売をして

おります。そこでは地域の市民の皆さんとの触れ

合い、交流が生まれていると思います。そういう

触れ合い、交流を通じて、市民の皆様がどう感じ

ていただけるか。こうした子供たちをやさしく受

けとめる、受け入れるというような風土ができて

くれば、本当の意味でのやさしいまちづくりにつ

ながっていくものというふうに認識をしておりま

す。 

○近藤憲治委員 ぜひそういった目的感ですね、

しっかりと持ちながら事業を進めていっていただ
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きたいというふうに思います。 

 あわせまして、次は東京農業大学関連でござい

ますが、生涯活躍のまち構築推進事業が本年も盛

り込まれているわけなのですけれども、詳細につ

きましてはさきの議論で理解をさせていただきま

した。ここで大事なのは、やはりこれは単純に人

口集積地からこの網走に人を連れてきたいという

こと以上に、やはり東京農業大学のオホーツク

キャンパスを、この地にしっかりと根づかせ続け

ていくという大目的感があるのだろうというふう

に認識をさせていただいております。 

 特に急速に進む少子化の中で、私立大学は非常

に経営に対して危機感を持っております。キャン

パスの統廃合でありますとか、学部の廃止、そう

いった動きが全国の私立大学で進んでおりますけ

れども、そういった中でやはり東京農業大学のオ

ホーツクキャンパスというのは、我が市にとって

なくてはならない存在であります。まさに運命共

同体であるというふうに考えておりますが、やは

りそういった方向感を持ちながらこの施策、そし

てまた東京農大の学生確保の支援補助金等もござ

いますが、各種の施策を打っておられるというふ

うに受けとめさせていただきました。 

 そういった点で、東京農業大学オホーツクキャ

ンパス、この地にしっかりとこの先も一緒に根づ

いていってもらうのだという意欲、意思を改めて

お伺いをしてみたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○秋葉孝博企画調整課長 今委員おっしゃるとお

りの認識と変わりませんが、首都圏から人材を勧

誘するということで、先ほどもお話をさせていた

だきましたが、非常に現実的には難しくてうまく

いっていないというお話をさせていただきました

が、この事業につきましてはもう一つ今委員おっ

しゃったような観点を持っておりまして、一つは

やはり学生数もどんどん減ってくるという中で、

ではどうやって維持をしていくのかと。今大きな

方向的には示されているのが二つありまして、一

つは社会人リカレント教育というのと、それから

留学生の拡大という、この２点なのですけれど

も、本事業につきましてはいわゆるリカレント教

育、正しくはリカレント教育というようなものに

当てはまりませんが、そうしたことも念頭に置き

ながら、東京農業大学を中心に関係人口、交流人

口、これを拡大を図っていくことが大学としての

存在価値を高めていくものにつながる、こうした

考えも持ち合わせながら、今現在取り組んでいる

ところでございます。 

○近藤憲治委員 ぜひ成果も出していただきたい

なということと同時に、やはり東京農業大学が我

がまちとともに歩んでいくということがやっぱり

一番根っこにあってこそだというふうに思いま

す。 

 そういった意味での将来的な方向感であります

とか意欲、改めてお示しください。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後１時17分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時18分 再開 

○井戸達也委員長 企画調整課長。 

○秋葉孝博企画調整課長 失礼いたしました。 

 委員の御意見のとおりだと思います。 

 引き続き、存続の危機というのも念頭に置きな

がらしっかり取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○近藤憲治委員 終わります。 

○井戸達也委員長 次、古都委員。 

○古都宣裕委員 早速予算説明書47ページ、先ほ

どから質問もありました防災備蓄品整備事業につ

いて伺います。 

 この中、先ほどもやりとりあったので重複して

いる部分は割愛するのですけれども、もちろん食

べ物等の入れかえも行われるとは思うのですけれ

ども、それらの利用方法、ただ廃棄してしまうの

か、どのような形なのかというのも含めてお示し

ください。 

○岩尾弘敏総務防災課長 防災備蓄品整備事業で

整備する非常食等の取り扱いですが、消費期限が

あるものにつきましては期限の前に防災訓練など

にて参加される方へ配付するなど、現状でもでき

るだけ廃棄をしないような形での対応をしている

ところでございます。 

○古都宣裕委員 先ほど中学校、小学校等の中で

入れかえが行われるという答弁があったのですけ

れども、そうしたときに例えば防災の日などに合

わせて学校給食で、数が足りないのであれば学年

とかの単位で分けたりもできると思うのですけれ

ども、そうした中で使うことによって小さい子供

から防災の意識を高めていくということも考えら

れると思うのですけれども、そうした使い道は考
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えていないのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 学校に配備している

非常食の備蓄数量が余り多くはないということも

ありまして、全生徒への配付というのは難しいか

なというふうに考えてございますが、例えば対象

学年を絞り、委員おっしゃられるような防災の授

業などの際に、啓発の目的で配付するようなこと

は検討ができるのかなというふうには考えてござ

います。 

 各学校や教育委員会などからこのような調整の

部分も連携をとりながら、今後そういうものを検

討していきたいというふうには考えております。 

○古都宣裕委員 せっかく備品として購入したも

のが、入れかえの時期でただただ廃棄されてしま

うのはもったいないですし、なるべく無駄がない

ように利用できるようにしていただきたいなと思

います。 

 次に、先ほども質問がいろいろありましたけれ

ども、緊急告知防災ラジオ整備事業について伺い

ます。 

 こちら、どのような形で配られるのかというの

がまず気になったのですけれども、お示しくださ

い。 

○石井公晶総務防災課参事 緊急防災ラジオの貸

与の方法についてでございますが、先ほど貸与す

る対象になる方を御説明をさせていただいており

ますが、高齢者のおられる世帯だとか、避難行動

要支援者、町内会長だとか区長、民生委員などに

配付をするということで予定をしておりますが、

高齢者の各世帯には貸与するという旨の書面での

通知を行いまして、コミセンなどそういう貸与す

る臨時の窓口を設けまして、そこで配付を行いた

いというふうに考えてございます。 

 そういう貸与会場に来ることができないという

ような場合も想定されると思うのですが、そうし

た場合には、世帯の方から委任状というような形

で代理受領をいただくというようなことも想定は

しております。 

 また、町内会長だとか民生委員については、そ

れらの団体を通じて対応させていただくようなこ

とを考えてございます。 

○古都宣裕委員 今回のラジオなのですけれど

も、対象が高齢者とかの方ということなので、

ちょっと操作方法がものすごい簡素化されて、説

明で口頭もしくは小さな説明書ちょっと見ればわ

かるぐらいのものなのかなと思うのですけれど

も、どういったものが渡されるのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 今回整備する緊急告

知防災ラジオでございますが、災害時に自動的に

電源が入り、今回ＦＭあばしりが開局をしました

ので、ＦＭあばしりから緊急放送の音声を放送で

きる、そういったラジオの購入を予定をしており

ます。 

 緊急情報を伝える仕組みとしては、ＦＭあばし

りから起動信号を発することになりますが、信号

にはさまざまな種類があるのですけれども、電話

とかでよく言われるピッポッパというトーン信号

を発信してラジオを起動させて、その後に緊急放

送をラジオから流すというようなタイプのラジオ

の整備を予定をしております。 

○古都宣裕委員 持っていれば緊急時には起動が

勝手に行われて放送が聞けるというものだと思う

のですけれども、ラジオというからにはふだんも

もちろんお使いいただけますよというものだと思

うのですけれども、そういった操作方法はそん

な、ラジオなのであんまり煩雑ではないと思うの

ですけれども、お年寄りにもわかりやすいものな

のでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 操作自体は難しいも

のではないと思ってございます。ラジオの選局に

ついても既にプリセットしたものをボタンを押す

だけで入るような仕組みになってございますの

で、高齢者の方でも取り扱いできるものというふ

うには考えてございますが、貸与に当たっては、

できるだけわかりやすいような形で説明文書をつ

くるなど、また説明会を設けるなどで周知に努め

てまいりたいというふうには考えてございます。 

○古都宣裕委員 あと貸与ということだったので

お伺いしたいのですけれども、これもちろん貸す

からには例えば御高齢の方ですから、息子さん、

娘さんと一緒に住むことになった、もしくは施設

に入ることになったとなったら当然返していただ

いたりするわけですよね。そういったところの

チェック体制や管理体制というのはどのように考

えているのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 基本的には市のほう

でそういう方がおられたら連絡をいただいて、返

却をいただくというようなことは想定しているの

ですが、例えば独居の高齢者の世帯だとか、そう

いった方も中にはおられると思いますので、そう
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いう方たちには、例えばケアマネージャーの方に

御協力をいただくような形のことも想定としては

考えてございます。 

○古都宣裕委員 仮にですけれども、どこかに転

居なり何かあってラジオの所在自体がわからなく

なった場合というのは、これはもし御本人が御存

命とか何かいろいろあれば、弁済とか何かそうい

うことにもなるのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 例えば市外に転居さ

れたような方につきましては、御返却をいただけ

るような形で連絡だとか、書面による御案内をさ

せていただくようなことは考えておりますが、返

却されないというようなケースも中にはあるかも

しれませんが、できるだけそういうようなことが

ないような形で対応はしてまいりたいというふう

に考えてございます。 

○古都宣裕委員 できるだけないのはわかるので

すけれども、もし起きた場合にその責任の所在は

どこにあるのですかというのを聞いたのですよ

ね。 

○石井公晶総務防災課参事 悪意がなく返却がな

いというようなケースがあるかなとは思うのです

が、仮に戻ってこないといった場合に、できるだ

け戻ってくるような形の対応はとるのですけれど

も、それでも戻ってこない場合については、そう

ですね、責任というよりはそれはもう亡失、紛失

したものという形で取り扱いをするしか方法がな

いのかなというふうには考えてございます。 

○古都宣裕委員 仮に、貸し出しのものですから

市役所のものですよとか、わかりやすいシールと

か張っておけば、もし後で家族の方が来たときで

も、あっ、これ市役所のなのだなとかという、わ

かるような形にしておくのも一つだと私は思うの

ですよ。 

 あとせっかくこれ貸し出しにするからには、も

ちろんただずっと貸しっぱなしにして何もしない

のではなくて、御高齢の方とかの避難が難しい方

には定期的に何か連絡なり、メンテナンスをとる

必要とかもあると思うのですけれども、その辺は

どのように考えているのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 このラジオは緊急時

に正常に自動起動するかということをチェックす

ることは必要だというふうに考えておりまして、

国が毎年実施しているＪアラートの全国一斉情報

伝達試験でのテストだとか、あとは市のほうでも

定期的に割り込み放送の試験を実施するなど、そ

のほか防災訓練での活用も含めて、定期的な正常

起動の確認には努めてまいりたいというふうに考

えてございます。 

○古都宣裕委員 今回の電源と電池と両方で、電

池もつけて今回配付するというような話も伺って

いるのですけれども、停電時の対応としてはいい

のかなと思うのですけれども、電池はずっと入

れっぱなしでいるとすごい劣化がして、中の液が

垂れたりとかして製品自体に影響を及ぼすことも

あると思うのですけれども、そうしたメンテナン

スも必要だと思いますし、多分電源も併用してつ

ける方もいらっしゃると思うのですけれども、御

高齢の方のおうちというのは、大概もう大分古い

おうちに住まわれている方が多いと思うのですけ

れども、そうした部分の漏電の心配とかもあるの

で、メンテナンスをするときに、一緒にいろいろ

見て回ったりとかしてあげるのが一番の防止につ

ながるのかなと思うのですけれども、どのように

考えているのでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 委員おっしゃられる

とおり、機械なものですからほこりだとかそう

いったもので不具合が生じるようなことは考えら

れると思っております。 

 貸与する際にはそういった注意すべき点なども

記載した資料なども配付させていただきまして、

注意喚起は促していきたいと思いますが、何か故

障かなというようなことを貸与された方から市の

ほうにも連絡いただけるような形で、そういう漏

電だとかそういったことにつながらないように注

意をしていきたいというふうには考えてございま

す。 

○古都宣裕委員 せっかく貸与するもので、まし

てや防災につながるもので、それが原因で火事と

かになったら全然笑えないので、しっかりそう

いったことも考えていただきたいなと思います。 

 次に、49ページの公衆フリーＷｉ－Ｆｉ環境整

備事業について伺います。 

 こちら災害時の利用も想定とのふうに書いて

あったのですけれども、災害時でも前回の停電の

ときのような、なかなか使いづらい状況もあると

思うのですけれども、どういった状況の想定での

災害時の利用となっているのでしょうか。 

○干場正博情報政策課長 平成30年度に設置しま

したＷｉ－Ｆｉでございますけれども、エコーセ
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ンターの前庭及び道の駅の駐車場にございます。

また平成31年度に設置するものは、スポーツ・ト

レーニングフィールドのセンターハウスの２階で

ございますけれども、これらの施設につきまして

は約３時間稼働できる無停電電源装置を設置しま

して、停電が発生した際、停電等の災害の際にで

も市民や観光客、施設の利用者の方などに、避難

された場合に利用いただけることを想定して整備

するものでございます。 

 また、平成31年度にもう１カ所市役所に設置す

るものでございますけれども、市役所には災害対

策本部が設置されることから、24時間タイプの無

停電電源装置を設置する予定でございます。 

○古都宣裕委員 きっと停電時でも利用できるよ

うなものであるとは思うのですけれども、せっか

く設置するのであれば、防災の観点からもしっか

りＮＴＴや携帯キャリア各種ありますけれども、

どういった状況だと携帯等は利用できなくて、ど

ういった状況まではネット等の利用環境にあるの

かというのも、しっかり調べておく必要があると

思うのですけれどもいかがでしょうか。 

○干場正博情報政策課長 昨年９月の停電の際に

はＮＴＴの回線は道内でも一部地域を除いて使用

できたことから、インフラとしては非常に対応、

使用ができるものだと考えておりますので、今回

のようにＷｉ－Ｆｉを設置する際に無停電電源装

置もあわせて整備することで、停電時等の災害の

ときには一定程度の時間は使用に耐え得るものと

考えております。 

 また携帯等の使用につきましても、あわせて研

究してまいりたいと考えております。 

○古都宣裕委員 ＮＴＴさんが実績があって前回

の停電対応もできたというのも一つなのですけれ

ども、では逆にどういった状況になったらそれも

利用できなくなるのかなと、問い合わせて知って

おくのも一つかなとは思います。 

 次に、庁舎建設基本構想策定事業について伺い

ます。 

 基本構想策定に対しての824万8,000円の予算な

のですけれども、内容としてはコンサルを使うの

か、どういった専門家の意見をもらうのかといっ

た内容がよくわからないので、詳細を示していた

だきたいのですけれども。 

○北村幸彦企画総務部参事 庁舎建設基本構想策

定事業の内容でございますが、新庁舎建設に向け

まして基本理念や基本方針などの基本的なコンセ

プトを初め、場所、規模、機能、財源など、次の

段階である設計の前提となります基本構想を策定

するものでございます。 

 この基本構想を策定するに当たりましては、住

民懇談会や市民アンケートなどを実施し、市民各

層からの御意見をお聞きしたり、市民公募を初め

学識経験者や各種団体からの推薦者などで構成す

る検討委員会を設置し、進めていくことを考えて

おります。 

 策定に当たりましては、コンサルタントへの委

託を考えております。 

 失礼しました。 

 コンサルタントへの委託の内容でございます

が、業者選定につきましては公募型プロポーザル

を予定しておりまして、市民参加の手法の提案や

基本構想策定の進め方などのほかに、当市の地域

特性を踏まえまして、まちづくりの拠点となる庁

舎整備について、災害に対応する庁舎について、

網走らしさが感じられる庁舎についての三つの

テーマからの考え方や提案を求め、審査の上決定

することを考えております。 

○古都宣裕委員 よくわからなかったのですけれ

ども、業者から何個か提案を受けた上で、市民へ

のアンケートのとり方だとか、そういった部分の

やり方の中で一番適するものを選んだ上で、その

業者にしましょうという形で考えているのでしょ

うか。 

○北村幸彦企画総務部参事 業者の選定に当たり

ましては、提案を受けまして、審査会の上で審査

をして決定するような形で進めたいと考えており

ます。 

○古都宣裕委員 その審査会というのはどういう

形で行われるのでしょうか。 

○北村幸彦企画総務部参事 庁内におきまして審

査会を設置しまして、提案を受けて審査する予定

でございます。 

○古都宣裕委員 そうしたら今回の予算の824万

8,000円というのは結構具体的なのですけれど

も、これはもうコンサルにかかる料金なのです

か。それともこの中の一部がコンサルであって、

アンケートとかする、わかっているような代金は

別な上での料金が入っているということなのです

か。 

○北村幸彦企画総務部参事 コンサルタントへの
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委託料の予算額は750万円としておりまして、そ

の他市民アンケートの郵送料、会議会場費等、事

務費などを考えております。 

○古都宣裕委員 庁舎の建てかえもすごい大事な

ことだと私も思うのですけれども、何でしょう

ね、今後出てくる交通網の計画策定は二百何十万

だけれども、庁舎の建てかえにこんなにすごいか

かるのかなと、ちょっと疑問で、ちょっと内容が

よくわからなかったものですから質問させていた

だきました。 

 コンサルは一般的にこんなに、建てかえにすご

いかかるものなのでしょうかね。その辺がよくわ

からなかったので、なぜそんなにコンサル料がか

かるかというのを教えていただけないでしょう

か。 

○北村幸彦企画総務部参事 金額の考え方につき

ましては、想定される人工を算出したものに技術

単価を乗じたものを積み上げて積算しており、他

の自治体の例を見ても妥当なところと判断してお

ります。 

○古都宣裕委員 それはかかる建物が金額にして

も大きいものだから、それに積算した上で考えた

ら妥当な金額ですというところなのですかね。何

かよくわからなかったので、もう一回説明いただ

けないですか。 

○北村幸彦企画総務部参事 コンサルタントの予

算額の考え方でございますが、建物の規模は関係

ございませんで、あくまでもつくるもの、基本構

想策定に係る支援業務の業務量として算定したも

のでございます。 

○古都宣裕委員 わかりました。それでいくと流

氷館の展示物とかも今後出てきますけれども、そ

れや公共交通の今後の調査の策定計画よりも、こ

の業務量がすごい多いという判断の中でのものな

のだなということを理解しました。 

 次に、地域おこし協力隊活用事業について伺い

ます。 

 これ昨年たしか流氷館と博物館網走監獄といら

しゃったと思うのですけれども、現状でどのよう

な方がいて、地域おこし協力隊、ほかの町とかで

も途中でやめられたりとかという方もいらっしゃ

ると思うのですけれども、どのような形になって

いるのか、御説明願います。 

○秋葉孝博企画調整課長 地域おこし協力隊の現

状でございますが、現在まちづくり会社まちなか

網走に平成30年５月より、１名の地域おこし協力

隊が配属となっております。 

 また、網走監獄のほうで地域おこし協力隊を活

用したいという要望がございまして、これに合わ

せて募集事務を行っておりますが、現在まで応募

の状況がないという状況で、現在は１名が協力隊

として配属になっているような状況でございま

す。 

○古都宣裕委員 予算措置としては人数分計上し

ているのだけれども、現在は今実質１名で、今後

も今募集している理解でよろしいでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 そのとおりでございま

す。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

 次、６次産業化プロデューサー育成事業、これ

継続でずっとやっている事業なのですけれども、

私の感覚では網走はもう６次産業化というより

も、幸いなことに１次産業も強く、２次産業の加

工、３次の販売、それぞれがプロフェッショナル

であるほうがいいというような判断になったのか

なと思っておりましたけれども、６次産業化とい

うのを、それをプロデュースする人というのは１

次産業の方に加工から販売までを、何かこう総合

的にやるみたいなイメージがあるのですけれど

も、具体的に今の方向性としてどのようなことを

やっているのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 今委員おっしゃいまし

た６次産業化ではなくて、農商工連携のほうの方

向ではないかというようなお話、まず１点あった

かと思いますが、それについてはそのとおりだと

いうふうに認識をしております。 

 本事業につきましては、東京農業大学を拠点と

しまして、ここでマネジメントやマーケティン

グ、こうした能力をまず持つということで、持っ

た方が地域活性化の中核となるような事業に取り

組んでいただくというようなことが目的でござい

ます。 

 これまでに９年、９期生まで卒業がしておりま

して、全体でこれまでは127名の方がここで学ん

で商品開発などを行っております。そうした状況

になっております。 

○古都宣裕委員 名称の問題かなと思うのですけ

れども、それよりも内容自体は否定するものでは

全くないと思っておりますので、やっていただき

たいなと思いますけれども。 
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 次のオホーツクイメージ戦略推進委員会負担

金、負担しているだけだからあれなのですけれど

も、オホーツクイメージというのでたしか「炎上

さんいらっしゃい」ということで、すごい炎上さ

せて僕はどうなのかなという話をしたときに、こ

れは続きがあるのだと、この後それを戻すような

形で、まずは取っかかりとしての炎上だみたいな

話をいただいて、そうなのだなと思ったのですけ

れども、僕が今知る限りでは炎上したまま終わっ

てそのまま何か、それをひっくり返す何ものもな

いまま来ているのですけれども、どのような状況

になっているのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 オホーツクイメージ戦

略推進委員会の負担金の55万6,000円のお話でご

ざいますが、これにつきましては総事業費が約

2,000万円、北海道が1,000万円、残り1,000万円

を管内の18市町村で負担をしているというもので

ございます。 

 事業期間は平成29年度から３カ年が予定されて

おりまして、今お話のあった29年にお笑いタレン

トを起用しまして、その発言に対して多くの批判

がありまして、北海道に対して批判がかなり出た

というのが事実でございます。 

 この事業の実施に当たっては、管内の課長クラ

スで組織します検討会議がございまして、29年度

の状況を踏まえまして、30年度からはこうした批

判もしっかり受けとめた上で、違ったものにして

いこうということで、当時ちょうどロコ・ソラー

レが非常に活躍していたということがありまし

て、このＰＲ大使を、お笑いタレントをやめまし

てロコ・ソラーレでＰＲ大使をお願いしながら事

業を実施していくということで、30年度は事業を

進めてまいりました。31年度も引き続き、現在の

応援大使を使いまして、事業を展開していきたい

というふうに考えております。 

○古都宣裕委員 キャッチコピーがもう「炎上さ

んいらっしゃい」というのでやったのを御存じだ

と思うのですけれども、あれは僕は炎上覚悟でま

ず取っかかりとして注目を集めて次にと思ってい

たのですけれども、あれだと炎上してすごい悪い

イメージを発信したまま終わらないかという危惧

が、そのままそのとおりになってしまったのでは

ないかなと思っているのですけれども、市役所と

してはどのように受けとめているのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 あの炎上、実際炎上し

たということで、そのときに課長クラスが集まっ

ていろいろお話をさせていただきました。確かに

ツイッターですとか、フェイスブック、非常にそ

れをフォローするといいますか、閲覧が非常に多

くて非常に注目を集めたというのは事実でござい

ました。その上で次の展開にというところで、選

択肢が、そのときの会議の経過でございますが、

またタレントを起用するというお話もありまし

た。ただ炎上してそういう注目を浴びるというこ

とには成功したのですが、同じように、では次の

着地点は何だというような議論がありまして、そ

れであれば非常に管内には管内出身のカーリング

の選手たちが皆さんいらっしゃるということもあ

りましたので、そこで選択肢を変えまして、非常

に次の展開といってもなかなか同じようなお笑い

の、いわゆるお笑い芸人を使ってもなかなか難し

いと判断しまして、現状の取り組みとなっており

ます。 

○古都宣裕委員 僕の中での評価、炎上して注目

するまで、注目され方自体は僕は余りよくなかっ

たのかなと思っていたのですけれども、結果閲覧

数とかふえてオホーツクの知名度を上げたのは一

助があると思っています。その中で、では次にと

いったときに、全く新しいふうに転換してしまっ

たで、燃やしたはいいけれども、そのまま焼け野

原になって何もしなかったみたいな感じになって

しまっているのが、ちょっと残念なのかなと思い

ます。 

 しっかりとイメージ戦略として最初に燃えるの

が前提でやっていたわけですから、それを何だろ

う、次につなげるというのを、燃えたから、思っ

たより燃えちゃったからちょっとやめようみたい

な、そんな形でなくてしっかり計画性を持ってや

らないといけないのではないかなと。もともと燃

やす気がなくて燃えてしまったのだったら、それ

はしようがないかなと思うのですけれども、燃え

るの前提でやっていて変えたというのは、私は

ちょっと納得いかないのですけれども、どのよう

に受けとめていたのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 タレントの性格上炎上

ということで、その言葉も使ってやったのです

が、ほかの番組の発言内容が、当時北方領土のお

話でした。これについて非常に国際レベルの問題

で、いわゆる演出の炎上ではないということの事

態に陥りましたので、これはやはり管内の課長ク
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ラス集まっても、これはちょっとそのまま続ける

わけにはいかないということで方向転換した次第

でございます。 

○古都宣裕委員 いろいろな発言も存じておりま

すけれども、賛否ありながらの話で、本来であれ

ばきっと発言によって継続ができなくなった事

業、事業自体ではなくて、起用できなくなったと

いう部分であれば、弁済を求めてもいいぐらいの

ものなのかなと私は思いますけれども、これ負担

金なのでその程度にしておきます。 

 あと、生涯活躍のまち構築推進事業として、先

ほど川原田委員からもいろいろ種々議論があった

と思うのですけれども、その中でやはり冬場が厳

しいというお話もありました。冬場が厳しいのは

それはもう東京だのあちらのほうから見たら当た

り前のことなので、逆に網走の魅力というものを

きちんとピックアップしてＰＲしていかないと、

なかなかつながらないのかなと私は思います。 

 冬だってもう流氷が昔もともと御存じのとおり

邪魔者扱いだったのが、ほかから見たら観光資源

になったりとかというように、冬も除雪は確かに

すごい面倒くさいのですけれども、例えばある程

度の若い人から見れば、スキーだとかスノーボー

ドとかのスノースポーツの魅力の一つであった

り、逆に夏は梅雨がないと。最近ちょっと雨も降

りますけれども、そういった部分でのＰＲをして

いけば、長期的な移住よりもまず短期的に来てい

ただけるのは可能なのではないかなと思うのです

けれども、いかがお考えなのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 私が先ほどお話しさせ

ていただいたのは、あくまでもアンケート調査の

一例でございまして、委員おっしゃるとおり冬の

美しさ、流氷の世界でここだけの場所ということ

もありますので、移住に関してましてはそういっ

た流氷のシーズンというのも当然ＰＲしておりま

すので、ただＰＲ不足というのは承知しておりま

すので、そういった情報発信について積極的に努

めてまいります。 

○古都宣裕委員 ＣＣＲＣ構想の中でも、基本的

には結構御高齢の方とかリタイヤメントが中心だ

とは思うのですけれども、例えば今ですとＩＣＴ

も進んでインターネット環境も進んで、在宅で仕

事ができるような状況もある中で、いろいろな形

の中で働きながらできる人もいると思うので、そ

ういった層にもＰＲし、しっかりとやっていくこ

とも可能なのではないかなと思うのですけれど

も、いかがお考えでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 委員おっしゃるとお

り、いろいろな面でいろいろな検討が必要だとい

うふうに認識をしております。 

 農大を中心に商工会議所、網走信金さんも入っ

て会議をしておりますので、いろいろな意見交換

をしてまいりたいと考えております。 

○古都宣裕委員 終わります。 

○井戸達也委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 始めさせていただきます。 

 代表質問ができませんでしたので、若干前段お

話をさせていただいて、質問をしていきたいとい

うふうに思います。 

 まず最初に、安倍政権による2019年度の予算案

というのは、ことし10月からの消費税の10％への

増税を前提にしたものとなっております。つまり

これは今の現段階で10％をやれば経済はどうなる

かといえば、これは経済は破綻するだろうと言わ

れておりますし、この予算の中身について見ると

軍拡という内容でありまして、憲法と平和を破壊

するという意味で二重に誤った道を進むと、そう

いう予算になっているというふうに私は考えてい

るわけであります。 

 予算の閣議決定後、厚生労働省の毎月勤労統計

調査に、長期にわたって調査方法に誤りがあり、

これによって過去の失業手当などの給付が過小に

なっている例が多数あったことが発覚しました。

支給不足となったのは延べ2,000万人、567億円に

も上るとされております。 

 政府は不足分の追加支給を行うことを決め、閣

議決定したばかりの予算案を修正することになり

ました。一旦閣議決定した後に予算案を一部修正

したことは過去にはありますけれども、それは事

務的なミスや国会解散などの特殊事情によるもの

でありました。今回のように政府の不始末で一度

決めた予算案を修正するなどということは、前代

未聞であります。 

 厚生労働省は2018年１月までには調査方法の誤

りを認識していたにもかかわらず、これを意図的

に隠蔽してきたものであり、単なるミスでは済ま

されないと考えています。この問題は、予算閣議

決定以前の12月20日までには、厚生労働大臣にも

報告されていたと聞いておりまして、それを承知

で予算を閣議決定したのかという、これは大問題



 

－ 32 － 

であります。 

 厚生労働省が隠蔽工作のために、2018年１月以

降の計算方法をこっそり変えたことにより、2018

年の賃金上昇率がかさ上げされたことがわかって

おります。政府がこうしたデータを根拠に景気が

回復しているとして、消費税増税の判断をしたの

は消費税増税の根拠が崩れたことになると思いま

すし、これは大変大きな問題になっていると思い

ます。 

 市長は市政執行の基本方針の中で、このように

述べています。「政府は財政健全化への着実な取

り組みを進めるとともに、幼児教育の無償化を初

めとする人づくり革命の推進や第４次産業革命と

も言われる技術革新等を通じた生産性革命の実現

に向けた設置や人材への力強い投資などにより、

誰もが生きがいを持って充実した生活を送ること

ができる、１億総活躍社会実現の取り組みを加速

させる」とし、一方で「厳しい財政状況を踏ま

え、新経済財政再生計画に掲げる歳出改革を着実

に推進する」としており、「平成31年度一般会計

予算に規模は臨時特別の推進を除くと99兆4,285

億円。税収においては62兆4,950億円で、前年度

当初予算比5.8％増となり、基礎的財政収支は２

兆205億円の改善となる。一方公債依存度は前年

度当初比2.3ポイントの減となる32.3％となりま

すが、依然として高い水準にあり、国の財政は引

き続き厳しい状況にあると考える」というふうに

述べております。 

 しかし安倍政権の新年度予算は、この部分だけ

を見て一定の評価をするのは、私は正しくないと

いうふうに思います。政府は消費税増税に伴う対

策経費の一部をまさしく臨時特別の措置としてお

りますが、これを合わせると一般会計総額は101

兆4,571億円と、当初予算としては初めて100兆円

を突破したわけであります。 

 とりわけ特徴としては、軍事費に５兆3,000億

円を計上していること、また2018年度補正予算と

して今国会に防災・減災、国土強靱化を名目に、

公共事業に１兆円超を計上した上に、戦闘機や固

定翼哨戒機の購入費用を初めとした軍事費の追加

が3,998億円も含まれております。 

 一方で、消費税増税のたびに名前の上がった社

会保障費や福祉がどうなっているのか。本年度予

算においても、社会保障費の自然増6,000億円を

4,800億円と1,200億円を削減する予算となりまし

た。安倍政権の７年間で社会保障費の自然増の削

減額は総額で１兆7,100億円にもなります。 

 そこで伺いますが、このような政府の予算の立

て方について、市としてはどのような見解を持っ

ているか伺います。 

○林幸一財政課長 国の予算に関してでございま

すけれども、近年の動向としまして、社会保障費

の増加により７年連続で過去最大を更新、税収に

ついても当初予算では10年連続で延びていると認

識しております。 

 政府では経済再生なくして財政健全化なしを基

本とし、一人一人の人材の質を高める人づくり革

命と、成長戦略の核となる生産性革命に最優先で

取り組むとしております。 

 具体的には、幼児教育の無償化を初めとする人

づくり革命の推進や第４次産業革命の技術革新等

を通じた生産性革命の実現に向けての設備、人材

などへの力強い投資など必要な予算措置を講じ、

生涯現役社会の実現に向け、高齢者雇用促進のた

めの改革などを実現し、全世代型社会保障への取

り組みを進めるとともに、地方創生、国土強靱

化、女性の活躍、障がいや難病のある方の活躍、

外国人材の受け入れなどの施策の推進により、誰

もが生きがいを持って充実した生活を送ることが

できる、一億総活躍社会の実現を目指す予算の編

成が行われたものと認識しております。 

 また、地方財政対策におきましても、一般財源

総額が実質同水準ルールのもとで、一般財源総額

が増額されたことは大きく捉えているところでご

ざいます。 

 まち・ひと・しごと創生事業費を含め、地方の

安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額が

確保されたと考えているところでございまして、

一定の評価ができるものと考えております。 

 また、社会保障費の自然増に関してでございま

すけれども、国の平成31年度予算におきまして

は、新経済財政再生計画で位置づけられました社

会保障改革を軸とする基盤強化期間の初年度とな

る予算でもあり、この計画に基づき取り組むこと

としている方向でございます。 

 社会保障関係費の伸びにつきましては、新経済

財政再生計画の目安を達成するとし、自然増の伸

びに対し圧縮をかけた予算となっておりますけれ

ども、薬価の実勢価格改定などの見直しが行われ

たことによるものと認識をしております。 
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 地方財政全般で見ますと、必要な一般財源総額

は確保されております。社会保障費につきまして

は、給付と負担の割合の見直しによって、社会保

障費を抑制するということで、地方財政に影響が

あるというのは、仕組み的に財政スキームが変わ

るということでございますけれども、そのような

ことはないものと理解しているところでございま

す。 

○松浦敏司委員 一定の評価をしているというこ

とでありますから、それはそれとして異論はあり

ますけれども、それは市としての、水谷市長とし

ての基本的な考え方だというふうに思いますの

で、それはそれで受けとめさせていただきます。 

 ただ社会保障費というのは自然増ですから、こ

れを圧縮するということは必ず社会保障費、今薬

価の部分と言いましたけれども、それらも含め

て、それを圧縮するということは社会保障費が削

られるということでありますから、それは本来

削ってはならない問題だと、削ってはならない費

用だというふうに思うわけです。ほかに削るとこ

ろはたくさんあるという点でも考え方は違うと思

いますけれども、いずれにしても、この6,000億

円が必要なのに4,800億円に削減したと。昨年も

1,300億円削減されたということで、ことしで今

年度で言えば1,200億円ということでありまし

て、地方自治体にとっては、そういう意味では、

国から本来配分されるべき財源が来なくなるとい

うのが、これが一般的な素人である私らの考える

印象です。 

 ということは、当市においても一定の影響はあ

るというふうに思ったのですが、先ほど課長のほ

うからは、そういうようなことは影響はないとい

うような答弁があったかというふうに思うのです

が、そういうふうに受けとめてよろしいのでしょ

うか。 

○林幸一財政課長 先ほどの答弁の繰り返しとな

りますけれども、地方財政対策におきましての一

般財源総額も同水準確保されているということで

理解しておりますので、そういったところも踏ま

えまして、社会保障費に関しましても、まだ財政

スキームが変わるというお話も聞いておりません

ので、先ほど答弁したようなことで影響はないの

ではないかと理解しております。 

○松浦敏司委員 それは財政課長が言うのですか

らそうなのかもしれませんが、ちょっと私は受け

とめ方は違います。 

 次に移ります。 

○井戸達也委員長 松浦委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

午後２時03分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時16分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 松浦委員の質疑を続行します。 

 松浦委員。 

○松浦敏司委員 次に、地方交付税について伺い

たいと思いますが、昨年の予算では63億3,100万

円、新年度予算では64億9,400万円と。１億6,300

万円という相当思い切った増額がなされておりま

して、これはこれだけ思い切った形での予算が組

まれるということは、それなりの根拠があってふ

やしたのだろうと。あくまでも予算ですからね。

それにしても、結構金額としては大きくふえてい

るのかなというふうに思うので、その辺につい

て、増額した要因について伺いたいと思います。 

○林幸一財政課長 ふえた要因としましては二つ

ございます。 

 まず１点目についてでございますが、本来地方

交付税は地方交付税として交付されればよろしい

ところなのですけれども、近年は国の地方交付税

特別会計において財源が不足していることから、

その総額を臨時財政対策債として当該地方公共団

体が発行する手法がとられております。本来の地

方交付税が予算科目上、地方交付税と臨時財政対

策債に分かれて計上されていることになってお

り、平成31年度は臨時財政対策債の発行額が平成

30年度よりも18.3％少なくなることが示されてお

ります。このことから臨時財政対策債が大きく減

少し、その分地方交付税がふえております。 

 ２点目といたしまして、個別団体の地方交付税

を予算として推計するに当たりまして、地方財政

計画を初めとする、さまざまな国の資料で示され

ている全国の伸び率などにより推計することとな

ります。このことから毎年予算と算定結果に乖離

が生じておりますけれども、平成30年度の当初予

算と算定に生じたプラス8,000万円の乖離を平成

31年度予算に反映させたことが、対前年度費が増

額となった要因でございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味でいうと、これは
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全国的にもそういったことになるのか。つまり臨

時財政対策債について、これまでと違った形にな

るわけで、その減った分は地方交付税という形で

やるという点では、これは網走だけの問題ではな

いのだろうというふうに思うのですが、その辺は

どのようになるのでしょう。 

○林幸一財政課長 臨時財政対策債の算出に当た

りましては、これは網走市だけではなくて全国一

律の算出になると思いますので、そういった意味

でいえば網走市と同様の傾向にあるのかなと思い

ます。 

○松浦敏司委員 わかりました。ふえた要因がわ

かれば、それはそれで問題はないのだろうという

ふうに思います。 

 次に、これまでも毎回質問してきましたけれど

も、トップランナー方式というのがありまして、

当時の野田総務大臣は、窓口業務を2019年度から

トップランナー方式に導入することも視野に検討

すると、一昨年の２月の経済財政諮問会議で表明

しましたけれども、現在このトップランナー方式

というのはどのようになっているのか、状況につ

いて伺います。 

○林幸一財政課長 トップランナー方式の現状に

つきましては、総務省発出の予算編成表の留意事

項の中で、平成31年度におきましては、平成28年

度に導入した16業務のうち２業務及び平成29年度

に導入した２業務について、３年目または４年目

の見直しを実施するとともに、本庁舎清掃などの

９業務について、引き続き小規模団体において民

間委託などが進んでいない状況を踏まえて、算定

されることとなっているということで示されてお

ります。 

 なお、窓口業務の委託につきましては、地方独

立法人の活用や標準委託仕様書などの拡充、全国

展開などの取り組みを強化し、その状況を踏まえ

てトップランナー方式の導入を検討することと

し、31年度においては導入しないとされていると

ころでございます。 

 また、地方財政計画におきましては、トップラ

ンナー方式に着目した減額は行わないこととされ

ておりまして、31年度においては新たに生じる影

響額については、地域課題などに対応するための

地方単独事業に要する経費のとおりに充当された

ということでございます。 

○松浦敏司委員 私はそもそもこのトップラン

ナー方式というのは、地方交付税の本来の筋から

いうと間違いだと。いわゆる行革を推進させるた

めにこういうことを競わせるということ自体、地

方交付税の趣旨からいうと全く間違っていると、

こんなふうにも思っているものです。 

 そこで、そもそもいわゆる地方交付税というの

は、財政担当課長としてはどういう理由から交付

されているのか、その点について基本的な地方交

付税についての考え方を伺います。 

○林幸一財政課長 地方交付税につきましては、

いわゆる歳入、歳出がございまして、歳入と歳出

のどちらの比率が大きいかと。簡単に言います

と、歳出のほうが大きければ歳入が足りないとい

う状況になりますので、その分を全国一律国民が

平均的なサービスを受けられるようにという制度

だと理解しております。 

○松浦敏司委員 そのとおりだと思います。でな

いと地方自治体は運営できないですからね。た

だ、東京都とか一定の裕福な地方団体は不交付団

体というふうになりますけれども、やはりどんな

に小さくてもどんなに大きくても、やはり国民が

基本的には平等な形で暮らせるように、そういう

意味で地方自治体においても力の弱いところはそ

の分は、足りない分は国が責任負ってそれは交付

税として措置をすると。このことによって最低限

度の自治体としての役割を果たすことができる

と。そういう意味でいうと、このトップランナー

方式というのはやっぱりおかしいというふうに私

は思います。 

 次に移ります。 

 地方消費税についてであります。 

 予算説明書の14ページに、上段のほうにありま

すけれども、安倍政権はことし10月から消費税

10％を実施するということで、新年度予算も組ま

れておりますし、それを受けて、当市でもプレミ

アムつき商品券の発行をするというような補正予

算も組まれたところです。 

 予算書を見ますと、地方消費税では昨年が７億

9,795万円、新年度では７億8,390万円の予算と

なっております。つまり前年度よりも1,400万円

減額されたことになっておりますが、これはなぜ

このような予算になったのか伺います。 

○林幸一財政課長 地方消費税交付金の予算計上

につきましては、国から基準財政収入額の推計に

かかる留意事項としまして示された増減率を乗じ
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て積算した額を計上しております。 

 また、消費税及び地方消費税の税率改定につき

ましては、税務署で国に納付された後、地方消費

税分が都道府県に払い込まれ、その後市町村へ地

方消費税交付金として交付されることとなってお

りますので、新たな消費税及び地方消費税の税率

が適用された税が、市町村へ交付金として交付さ

れるまで半年ほどかかりますことから、平成31年

度中の影響はないものでございます。 

 ちなみに、消費税率を算出するに当たりまして

は、平成30年度の基準財政収入額に地財計画の増

減率を乗じて見積もることとなっておりまして、

網走市の場合は0.99を乗じて算出するということ

になっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 この地方消費税が私は現時点では上げてはなら

ないと思いますし、その意味ではこの数字が変わ

らないように今後努力したいというふうに思いま

す。 

 次に、市税について伺います。 

 歳入の市税、市民税を見ますと、前年度23億

3,941万円、新年度では23億8,493万円で、4,552

万円の増となっております。内訳で個人の市民税

が前年度より4,077万円の増となって、20億4,760

万円となっておりますが、予算上増額した要因と

いうのはどういうことなのか伺います。 

○伊倉直樹税務課長 31年度の予算額の増収の要

因でございますが、まず課税の面では建設業及び

製造業を初めといたしまして、全般的に給与所

得、給与収入が前年度に比べて伸びていること

と、一次産業の中の漁業も水揚げ高が堅調に推移

したことを要因としております。 

 また徴収の面でも、現年度課税で前年度より

0.2％の収納率の増加を見込んでいると、この二

つが主な要因となっております。 

○松浦敏司委員 漁業が非常に安定しているとい

うふうなのはいいいことだというふうに思います

し、ただたまたま漁業でいいますと、漁獲量は

減っているけれども価格がたまたまよかったとい

うようなことも、これまでの状況にはあるのだろ

うというふうには思います。それがいつまで続く

かというのはなかなかわからないところでありま

すけれども、あとは農業も比較的安定はしている

ということであります。 

 それはそれで、個人の分についてはわかりまし

たけれども、次に法人の関係でいうと、前年より

475万円の増ということ、微増になるのかという

ふうに思うのですが、３億3,731万円となってお

ります。これについても要因について伺います。 

○伊倉直樹税務課長 法人市民税の関係でござい

ますが、法人市民税に関しましては、一部の業種

で今年度の上期におきまして減収というのを見込

んでいるというふうに聞いておりますが、そのほ

か全般的に堅調には推移しているということを見

込みまして、当初予算ベースでは微増ということ

で考えております。 

 また、先ほどの個人市民税同様、徴収の面で

も、法人市民税に関して前年より0.1％の収納率

の増加を見込んでいると、この二つの要因によっ

て微増というふうに考えております。 

○松浦敏司委員 増を見込んでいるという点では

それはわかるのですけれども、あくまでもこれは

予算でありますから、これまでの決算のベースで

いうと、どんなふうな状況になっていたのでしょ

う。 

○伊倉直樹税務課長 まず市民税の関係で、一応

個人市民税と法人市民税を分けるということでよ

ろしいでしょうか。 

 まず個人市民税の関係ですが、直近の３年間で

お示しをいたしますと、個人市民税の現年ベース

になりますが、予算額、平成28年度は18億8,700

万円に対しまして決算額は19億9,280万円で、差

し引き１億578万円の増。29年度につきまして

は、予算額19億5,930万円に対しまして決算額19

億7,860万円で、1,930万円の増。30年度につきま

しては、こちらは見込みになりますが、予算額に

つきましては19億8,630万円に対しまして、決算

見込みといたしまして、現時点での話になります

が20億1,260万円で、2,630万円の増という状況を

見込んでおります。 

 また、法人市民税の関係でございますが、こち

らは現年過年度ベースになりますけれども、28年

度の予算額は２億9,400万円に対しまして決算額

が３億5,600万円、差し引きプラスの6,200万円。

29年度は予算額３億2,670万円に対しまして決算

額３億4,600万円、差し引き1,930万円。30年度の

見込みになりますが、こちらは予算額３億3,140

万円に対しまして、決算見込みで３億6,660万円

で、差し引き約3,520万円を見込んでいるところ

でございます。 
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○松浦敏司委員 そうすると、これまでの３年間

を見ると、予算額よりも３年とも決算としては増

額になっているというふうになっているというこ

とでありまして、そうすると平成31年度について

も、そういう一定の見通しに立っているというふ

うに考えてよろしいのでしょうか。 

○伊倉直樹税務課長 31年度の予算につきまして

も従来も同様なのですけれども、予算の積算に当

たりましては、各当該年度の予算の決算見込みを

立てまして、そこから例えば個人の市民税に関し

てですが、個人、市内の企業さんの協力をいただ

きながら給与の実態調査を行わせてもらったりと

か、あと公務員の給与の動向調査とか、そういっ

たものも参考にしながら予算を見積もっていると

いうことで、特に変わったという形ではないので

すけれども。 

あと法人市民税に関しましても、ここというの

はなかなか景気の影響を非常に受けやすいという

ことで、正直読みにくい部分というのはございま

す。ただ、あらゆる情報を得ながら、例えば上場

企業などでは、上期とかの部分での決算見込みの

状況とかというのを公表しておりますので、そう

いったものとかというのも参考にしながらやって

おりますので、今回につきましてもそのような、

31年度につきましても同様な形で積算をしており

ます。 

○松浦敏司委員 予算どおり入ってもらわないの

もこれまた困りますから、それは予算を上回って

入るというのは大いに結構なことだというふうに

思います。わかりました。 

 次に、固定資産税について伺います。 

 前年度より1,577万円の増ということで、16億

8,282万円となっております。 

 課税標準額として、土地、家屋、償却資産など

が出ておりますけれども、この増額の要因につい

て伺います。 

○伊倉直樹税務課長 交付金と都市計画税を除く

固定資産税の関係でございますけれども、固定資

産税に関しましては、31年度につきましては地価

下落等の影響によりまして、土地の評価額という

のが下がっております。また、ここ数年見られま

した大規模な設備投資はなかったということで、

マイナスの要因というのが続いていたのですけれ

ども、家屋に関しましては新増築の件数が前年よ

りプラスを見込んだことによりまして、当初予算

ベースでは前年比で1.0％のプラスを見込んでい

るということになります。 

 また、先ほどもお話ししましたが、徴収の面で

も現年で0.2％ほどの収納率の増加を見込んでい

るということが、前年に比べて予算の増額という

ことの要因でございます。 

○松浦敏司委員 さきの補正予算の中でも住宅

の、いわゆる省エネの住宅の建設が予定よりあっ

て補正を組むというようなこともありましたか

ら、そういう意味でもそういった新しい家屋とい

うのがふえているという要因でありますので、そ

れはよく理解いたしました。 

 次に移ります。 

 マイナンバーについてでありますが、マイナン

バー制度運用事業補助金ということで、若干他の

委員との重複する部分もあるとは思うのですが、

ちょっと伺いたいのは、予算として239万1,000円

とあります。個人番号カード交付事業補助金とし

て289万6,000円とありますが、この事業の内容に

ついて伺います。 

○干場正博情報政策課長 まずマイナンバー制度

運用事業補助金のほうでございますけれども、先

ほどの説明と重複いたしますけれども、マイナン

バーの運用に係る中央のシステムと市のシステム

を連携する中間サーバーの負担金でございまし

て、地方公共団体情報システム機構に対しまし

て、平成30年度につきましては約500万円を負担

いたします。その500万円の負担のうち、現在使

用しているシステムの経費といたしまして275万

円、次期システムに係る設計構築費として約225

万円となっておりまして、その設計構築費、次期

システムに係る設計構築費につきましては全額国

費補助となっておりますので、歳入のほうで予算

化しているものでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで先ほどのお話ですと、マイナンバーの発

行状況というのは11.2というようなことだったか

というふうに思います。 

 そこで伺いたいのですが、マイナンバーを取得

している人たち、いろいろな人たちはいるのだろ

うと思うのですけれども、主にどういった層の人

たちが取得しているか、その辺はわかりますか。 

○江口優一戸籍保険課長 マイナンバーカードの

保有者の年齢別の割合でございますが、19歳以下

が155人で４％となっております。20代、30代の
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方が 494人で 14％、 40代、 50代の方が 907人で

25％、60歳以上の方が2,087人で57％となってお

ります。 

○松浦敏司委員 意外と若い人たちがいるなとい

うのと、60歳以上の方が57％ということで、これ

もひとつ驚いたのと、ただ今実は75歳を超えると

免許証をできるだけ返納しましょうというよう

な、そういう動きが強まっています。事故も多い

ということもあります。きょうのニュースでも73

歳の人が店に突っ込んだというようなニュースも

見ましたけれども、そういう意味では、実は結構

高齢者の中で免許証を返納すると、実は自分を証

明するものは写真入りでは保険証ぐらいしかない

というようなことで、そういう意味でこれを申請

する人がいるのかなというふうには思うのですけ

れども、一方では国でもくろんでいるといいます

か、国の考えとしてはこのマイナンバー制度が

もっと普及して、医療や買い物などにも使えるよ

うにというようなこともあるようですけれども、

ただなかなかこれは国民的には受け入れられてい

ないのだろうなというふうに思うのです。全国的

にも同じような普及状況だというふうに言われて

おりますけれども、ちなみに聞きますけれども、

住基カードというのは以前ありましたけれども、

住基カードはどれぐらい普及になったのでしょう

か。 

○江口優一戸籍保険課長 住基カードの普及率で

ございますが、こちらはマイナンバーカードが始

まりまして、住基カード自体は今現在廃止してお

りますけれども、平成27年度の普及率でございま

すけれども、全国で5.53％、全道で3.99％、網走

市は4.33％となっております。 

○松浦敏司委員 住基カードよりは相当いいとい

うふうには思うのですけれども、まだまだ国が

思っているような普及状況にはなっていないとい

うことがわかりました。 

 ちょっと平成30年度と比べると、大きく違いが

あると思うのですが、その辺についてはどういう

状況なのか伺います。 

○江口優一戸籍保険課長 今の予算の話につきま

しては、個人番号カード交付事業補助金及びその

交付事業に関してのことだと思いますけれども、

平成30年度の当初予算につきましては、国の予算

をもとに各市町村の補助金額を算定しておりまし

た。でも実際には、最終的に確定するのは、地方

公共団体情報システム機構が実際に運用にかかる

経費を市町村で割ることになりまして、実際には

約300万円ぐらいの補助金額になります。平成30

年度につきましては、当初予算で740万円ほど見

込んでおりましたが、実績で300万円ということ

になりましたので、実際に当初予算との乖離が大

きいということで、平成31年度につきましては、

過去の実績額をもとに予算のほうを計上させてい

ただいております。 

○松浦敏司委員 ちょっとその前に聞くのを忘れ

てしまったのですけれども、55ページにあります

個人番号カード交付事業の中で、304万7,000円と

あるのですが、この交付事業というふうにあるの

ですが、この事業の中身がちょっとよくわからな

いので、それ説明していただきたいと思います。 

○江口優一戸籍保険課長 個人番号カード交付事

業についてでございますが、個人番号カードを市

民の方が来庁されて個人番号カードをつくりたい

というふうに申請されて、それは当課の担当窓口

で対応しておりますけれども、実際に個人番号

カードを製造、発行しているのは、地方公共団体

情報システム機構というところに事務を委任して

おります。その委任交付金として300万円を予算

化しております。また事務消耗品で２万円、郵送

代等の役務費で２万7,000円、合計が304万7,000

円を個人番号カード交付事業の歳出として予算計

上しております。 

 この歳出の財源としまして、個人番号カード交

付事業費補助金289万6,000円、個人番号カード交

付事務費補助金4万7,000円。あと個人番号カード

を再発行する場合には、補助対象外となりますの

で、手数料収入として10万4,000円、合計304万

7,000円を歳入予算として計上しております。 

 実際に確定した補助金額がそのまま地方公共団

体情報システム機構への委託費という形で歳出す

る形となっております。 

○松浦敏司委員 そういう意味では独自の事業

云々というような中身ではないというふうに捉え

ました。わかりました。 

 次に、防災・減災についてであります。 

 47ページに土砂災害ハザードマップ作成事業と

いうことで、56万2,000円計上しております。こ

の事業の内容について、まず伺いたい思います。 

○石井公晶総務防災課参事 土砂災害ハザード

マップ作成事業についてでございますが、この事
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業は北海道が土砂災害防止法により指定する土砂

災害警戒区域、また土砂災害特別警戒区域につい

てハザードマップを作成し地域住民に配付する、

法に基づく事業でございます。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 それで、このハザードマップを作成して市民に

配付することになると思うのですが、それは全市

民に配付して周知するということになるのでしょ

うか。 

○石井公晶総務防災課参事 配付の対象について

でございますが、この特別区域等の区域指定を

行った箇所の対象の地権者の方だとか住民の方に

対して説明会を行い、ハザードマップをその後配

付するというような形で対応しております。 

○松浦敏司委員 それは対象区域の市民にだけ、

このハザードマップを配るというふうなことで捉

えていいのですか。 

○石井公晶総務防災課参事 対象区域に土地をお

持ちの方だとかお住まいの方、あるいは町内会長

だとかにも周知はしておるところでございます。 

○松浦敏司委員 ただ、どうなのかなと。土砂災

害というのは、その家だけで済まないと。例えば

そこにはいろいろな市民が動きますから、そうい

う中でやっぱり市民がどの地域が危険なのかとい

うのは承知していないと、私はよくないのだろう

というふうに思います。自分の家にだけ住んでい

るわけではありませんから、いろいろな友達や何

かがたまたまそういった危険な地域に住んでいる

となれば、そこに行ったりもするわけですから、

そのことを理解していないとだめだというふうに

私は思うのです。そういう意味では、基本的には

全市民に配付する必要があるのではないかという

ふうに思うのですが、その辺での見解を伺いま

す。 

○石井公晶総務防災課参事 このハザードマップ

につきましては、データを作成する形で市のホー

ムページにも掲載をさせていただいているところ

でございます。また、このマップの部分につきま

しては、将来的には防災ガイドブックという形

で、それに反映する形で全戸配付というようなこ

とも予定をしておるところでございます。 

○松浦敏司委員 とりあえずは対象者のところに

やって、今後は市民的に知らせるというのであれ

ば結構かと思います。 

 それで、網走の地形というのはどうしてもそう

いう危険区域、急斜面のところがあって、その隙

間を縫うかのように家屋を建てざるを得ないよう

な状況なところがたくさん実際にはあるというこ

とで、私も相談を受けることがあります。危険な

区域、レッドゾーンだとか、あるいはイエロー

ゾーンだとかと言われても、では自分はどうした

らいいのだと、どこに行けばいいのだというふう

に言われて、それも確かにそうなのですね。そう

いう意味では、そういったことも今後考えていか

ないと、危険ですよというふうに知らせるだけで

本当にいいのかという、そういう問題も実はある

のだと。その辺、ぜひ認識してほしいと思うので

すが、今後のことですよ、どうしていくかという

点で検討していくべきだというふうに思うのです

が、いかがでしょう。 

○石井公晶総務防災課参事 この事業で作成した

マップを活用するような形で、例えば防災訓練の

中で図上訓練を行うなど、そういった形で市民啓

発を行っていけるような形も考えていきたいとい

うふうに思っております。 

○松浦敏司委員 それも大事なのですけれども、

人によっては住みかえということも考えている人

も実はいるのですね。そういった意味でも、やは

りその地域の人たちと行政との意見交流といいま

すか、大いに市民の声を聞く必要があると。それ

は今後別な機会にしたいと思うのですけれども、

あともう１点。土砂災害でありますから、当然土

砂災害になる前段というのは大雨とか洪水だとか

というような、そういうのがあるのだろうという

ことで、通常の生活の中ではなかなか土砂災害と

いうのは余りないのだろうと思います。そういう

状況の中で、私も一度端野で講演を聞いたことが

あるのですけれども、タイムラインの位置づけに

ついて、どのような認識を持っているか伺いま

す。 

○石井公晶総務防災課参事 タイムラインによる

防災についてでございますが、近年台風の影響に

よる風水害や急速に発達した低気圧による暴風雪

災害など、これらは当市にとっても防災対策上の

課題となっておりまして、事前の防災対策を進め

られる、このタイムラインというものが有効であ

るということは認識しているところでございま

す。 

○松浦敏司委員 ぜひこのタイムラインについて

は、非常に大事なものだというふうに思いますの
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で、これは今後しっかり防災対策においては位置

づけをしてほしいというふうに、これはとりあえ

ずきょうは要望しておきます。 

 次に、市庁舎建設にかかわってであります。 

 各会派の代表質問でも出されましたし、前段で

の当委員会の中でも意見が多く出されました。 

 私も一個人、あるいは市民から聞いた声をぜひ

届けたいということで、あえて質問するわけです

けれども、この問題は非常に市民の関心が高いで

す。選挙を目前にしてますから、私たちは当然地

域で訪問活動もしているわけですけれども、よく

聞かれる話題の一つでもあります。中にはなぜラ

ルズ跡地なのだと、津波が来たときにはどうする

のだという声。それから冬に地震が来て津波が来

たら、手がつけられないだろうというふうな不安

の声。そして安全性という点でいえば、やっぱり

安全性とか危機管理、こういったことを考えたと

きには、やはり高台地区がいいのだろうというよ

うな声もよく聞かれます。 

 今後市民の声をたくさん聞きながら、最終的な

判断というのは今後なのだと。あくまでも今回は

市としての当面の考え方としては、ラルズ跡地と

いうふうになったのだろうというふうに思うので

すが、その点で今後の市としての考え方、丁寧な

説明も含めて、市としての見解を伺いたいと思い

ます。 

○北村幸彦企画総務部参事 市庁舎の建設位置に

つきましては、これまでも説明したとおり、金市

館ビル跡地周辺地が適地とした市の考えをお示し

したところでございます。 

 新年度につきましては、市庁舎建設に当たりま

して、基本構想の策定に取りかかりたいと考えて

おります。この基本構想の策定に当たりまして

は、市民各層からの意見を幅広くお聞きし、反映

していくことが重要と考えております。住民懇談

会や市民アンケートなどで市民の御意見をお聞き

しながら、市民公募を初め学識経験者、各種団体

からの推薦者などで構成する検討委員会を設置

し、協議検討していくことと考えております。 

 また、今年度市でまとめました公共施設耐震化

対策報告におけます庁舎の位置の市の考え方など

も、丁寧に市民の皆様に御説明し、合意形成を

図っていきたいと考えております。 

○松浦敏司委員 それは大変大事なことだという

ふうに思います。 

 それでもう１点、私ふと気がついたといいます

か、先日潮見市営住宅の建てかえ計画というのが

出されまして、そのときにふと思って、こういう

ところに市有地がたくさんあったという点で、幾

つか以前の候補地として除雪センターのところと

か挙がっていましたけれども、そういう意味では

潮見の市営住宅の跡地というのも、非常にいい候

補地の一つだなと。比較的土地が広い、高い。交

通の便もバスをしっかり運行すれば、問題がない

のかななどというふうにも、ふと思ったのです

が、そこは検討の中には一切入らなかったという

ふうに考えてよろしいのでしょうか。 

○北村幸彦企画総務部参事 候補地の選定に当た

りまして、高台地区含めまして５カ所を比較検討

した状況でございます。潮見の公営住宅につきま

しては、敷地とかが広くて活用できれば非常に、

そういうところもうちの検討の中に入っておりま

して、潮見団地につきましては、現状建てかえを

進めておりまして、今後建てかえが済んでから入

居者の転居、その後解体がございます。現在考え

ております財源としまして、公共施設等適正管理

事業債がございますが、これが時限措置がござい

まして、潮見団地につきましては、この事業債を

活用するにはちょっと間に合わないかなという考

えでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。ふと思ったもの

ですから。 

 次に移ります。 

 議案第12号、13号にかかわって質問したいと思

います。 

 なかなか難しい、ただ読んだだけではよくわか

らないというのが、私の率直な感想です。趣旨と

して、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律が施行されたことに伴い、会計年度任用

職員制度が導入され、運用等に関する制度の明確

化が図られたこと等を踏まえて条例改正をすると

いうようなことでありましたが。とはいっても、

一体どういうふうに変わるのかということがよく

わからない。市民にも説明ができないものですか

ら、まずわかるように説明していただきたいと思

います。 

○小松広典職員課長 会計年度任用職員制度につ

いてでございますけれども、地方公共団体の臨時

非常勤職員については、従来制度が不明確であ

り、地方公共団体によって取り扱いがまちまちで
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ありました。 

 今般地方公務員法と地方自治法の一部改正によ

り、会計年度任用職員制度が設けられ、統一的な

取り扱いとなるものでございます。 

 当市においても、嘱託職員、臨時職員、パート

職員が、平成32年度から会計年度任用職員制度に

移行することとなるものでございます。 

 会計年度任用職員制度の内容につきましては、

一会計年度を超えない範囲内で置かれる一般職の

非常勤の職、勤務形態としては、常勤職員と同じ

勤務時間のフルタイムとそれよりも勤務時間が短

いパートタイムの２種類となります。 

 採用は公募により競争、または選考により採用

することとし、勤務成績による更新は２回を限度

とするものでございます。 

 また地方公務員法が適用されることから、服

務、懲戒については常勤職員と同様となりまし

て、給料、報酬につきましてはその職務内容及び

職務経験を考慮して、フルタイム職員について定

めまして、パートタイム職員の報酬につきまして

はフルタイムの勤務時間比例により算出すること

とするものでございます。 

 手当につきましては、時間外勤務手当、通勤手

当、期末手当を支給することとしまして、フルタ

イムの会計年度任用職員には退職手当を支給する

ものでございます。 

 健康保険などの各種社会保障につきましては、

それぞれの加入要件に応じて加入するものでござ

います。 

 また、今回、全国的に統一的な取り扱いとなる

ことから、改正法の附帯決議を踏まえまして、経

過措置として嘱託職員が引き続き会計年度任用職

員として任用された場合で、その給料月額が施行

日前日の賃金月額に達しない場合には、その差額

を給料として支給するものを規定するものでござ

います。 

 以上でございます。 

○松浦敏司委員 つまり、これまでは嘱託を初め

いろいろ職種があったけれども、２種類にすると

いうことで理解しました。 

 それで、そういう意味では、これまで比較的処

遇が余りよくなかったパートの人たちも一定の処

遇改善になるというふうに私は捉えたのですが、

そんなふうに捉えてよろしいですか。 

○小松広典職員課長 そのとおりでございます。 

○松浦敏司委員 それで、これまで嘱託は別とし

て、特に臨時職員とかパートの人たちでいうと、

連休が続くと非常に困っているという声を聞きま

す。ことしでいうと、実は５月の連休というのは

多いところでは10連休というふうになると。そう

なると実はこういう人たちはこれまでは相当大

変、収入が激減しますから、そういうことがあっ

たのですけれども、その点では今回の改正によっ

て何か変わるのでしょうか。 

○小松広典職員課長 そこにつきましては、支援

に必要な勤務時間、勤務期間ということで設定さ

せていただくものではございますけれども、極端

に短時間ですとか、短期間というものでなけれ

ば、基本的に月給制を取り入れようとしておりま

すので、そういう形でいけば平準化されるように

なると思います。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、これまでと

は大きく変わるというふうに理解して、より安定

的な形に改善されるのだというふうにも理解しま

したので、わかりました。 

 以上で終わります。 

○井戸達也委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午後３時04分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時13分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

質疑を続行します。 

佐々木委員。 

○佐々木玲子委員 では、３点ほど質問をさせて

いただきます。 

 まず予算書の47ページ、防災諸費ですけれど

も、この中の防災備品整備事業、これはこれまで

もほかの皆さんの質問がありましたので、概要等

については理解をさせていただきました。 

 １点お伺いしたいのは、この備蓄品の中で昨年

私、定例会で液体ミルクの備蓄をという提案をさ

せていただいた折に、答弁としては賞味期限が短

いものなので、流通先等との連携等を図りながら

様子を見たいというような答弁だったと記憶して

おります。 

 そこで今ことしになりまして、２社で液体ミル

クの発売がちょうど始まったという報道もありま

した。一つは江崎グリコが紙パック入りのものを

発売しました。これは賞味期限が半年、そして明
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治は賞味期限が１年のもの、これはスチール缶に

入ったものだそうです。そうなりますと、１年の

賞味期限のものであれば備蓄しておくこともいい

のではないかなと思います。そういう点でのお考

えはいかがでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 防災備蓄品整備事業

での液体ミルクの備蓄についてでございますが、

液体ミルクは今委員のほうから御案内もありまし

たが、保存期間が６カ月もしくは１年ということ

で、ただ常温で保存が可能であり、湯に溶かす手

間もなく利便が高いものだということでは認識し

てはいるのですが、市が備蓄を行っていくにはや

はり更新コストを含めた管理方法が課題になって

いくと考えてございます。 

 今御案内のとおり、国内メーカーの製品が今月

から店頭での販売が開始されたと報道がありまし

たけれども、まずどのような商品なのかを実際に

確認することがまず必要になってくるのかなと考

えておりまして、当面は市内事業者との協定によ

る流通備蓄での対応を検討していきたいというふ

うに考えてございます。 

○佐々木玲子委員 やはりどういうものかわから

ないと、これは本当に私も同意見でございまし

て、そこは私も理解できるところです。 

 そこでもう１点考えられることとしては、この

液体ミルクがわからないのは私たちも一緒で、で

はそれをお使いになられるお子さんをお持ちのお

母様たちとか御家庭の人も不安だと思います。も

し備蓄したとしても不安で、例えば熊本地震のと

きもフィンランドからせっかく救援物資が届いた

にもかかわらず、うまく利用されなかったという

お話が報道されておりました。去年の胆振東部の

ときも同じで、なかなかうまく活用されなかっ

た。そういう点では、今製品を確認するというこ

とも含めて、例えば全備蓄、全避難所の備蓄では

なく１カ所モデルケースとして、例えばやってみ

て、そしてその備蓄したものが賞味期限が切れる

あたりを見込んで、乳幼児健診等でお母様たちと

かに試飲をしてもらうとか、どんなものか見てい

ただいて、無駄にならないようにやっていくとい

うようなことを取り組んでみてはどうかと思うの

ですが、その辺はいかがでしょうか。 

○石井公晶総務防災課参事 先ほどの答弁の繰り

返しになりますが、まずは実際に商品のほうを確

認させていただいた上で、有効なものだというこ

とであれば市のほうでも検討はするのですが、こ

の液体ミルクにつきましては、夜間や外出時の授

乳など母親の育児負担の軽減が図れ、日常的な

ニーズが想定されることですから、商品の紹介と

合わせて使った分を買い足すローリングストック

という手法による、これは自助の取り組みという

ことにはなりますが、各家庭での備蓄のほうにつ

いても啓発なども検討していきたいというふうに

考えてございます。 

○佐々木玲子委員 今のところ、そのようなやり

方が妥当なのかなと思います。これからしっかり

とこの液体ミルクについては、いずれは備蓄して

いくというようなことで考えていただければなと

思って、この質問は終わらせていただきます。 

 その次に、予算書49ページの広報あばしり作成

配布事業なのですが、これはせんだって一般市民

の方から、網走市の広報誌は非常に立派な紙質を

使って本当に立派過ぎるのではないかと。札幌か

らＵターンされた方で、札幌市においては、再生

紙でもっと品質がよくなく見える。もっと低価格

でできるものでやってると思うので、網走市は財

政が厳しい中で、そこまで広報誌に費用をかける

必要はないのではないかという御質問をいただき

ました。 

 そこで、実際に広報誌の配布に関する経費とい

うのはどのようになっているか、お伺いしたいと

思います。 

○秋葉孝博企画調整課長 広報あばしり作成配布

事業についてでございますが、事業費が2,173万

3,000円で、この内訳で広報誌の作成経費が1,454

万2,000円、それから配布の経費が714万3,000円

になります。毎月１万8,900部を作成しておりま

して、１ページ当たり税別ですが５万1,000円と

いう単価になっております。 

 現在使用している紙ですが、古紙配分約50％の

表面につや加工したものを使用しております。表

面加工あるかないかによって、紙単価の差は現在

ございません。現在この当市におきましては、こ

の用紙が最も安価となっております。特徴としま

しては、発色がよく印刷の乾き、こういうものも

つや加工しているもの、してないざらざらの紙で

すとなかなか印刷が乾きにくいといった、向かな

い点がございます。 

 実際古紙100％に変えた場合の試算ですが、１

枚当たり30銭から50銭高くなりまして、年間で70
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万円から120万円ほど高くなることが見込まれて

います。 

 札幌の用紙につきましては、ちょっと調べてみ

ましたら、古紙が70％の配合のもので特注品を

使っているということです。ですから、札幌市は

その広報誌のためだけに別途紙の製作自体も発注

しているということで、この70％のものを、逆に

特別注文になりますので当然高くなりますし、市

としましては、現状のとおりが最も安く利用しや

すいものというふうに認識しております。 

○佐々木玲子委員 やはり私も市民の方から御意

見いただいたときに、果たして材質だけとかで安

いとか高いと判断できるものかなと、調べてお答

えしますと言っておいたのですが、やはり今お話

伺うと、例えば網走の人口規模と札幌の人口規模

では莫大な差がありますし、印刷技術とかそうい

う紙一つとっても取り寄せられるルートも違うで

しょうし、いろいろな形でうちとしては本当に最

低限の費用でできるように工夫をしているという

ふうに理解をしたいと思いますが、それでよかっ

たでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 委員おっしゃるとおり

でございます。引き続き、ものも変わっていきま

すので、総合的に判断してまいりたいと考えてお

ります。 

○佐々木玲子委員 わかりました。そのように御

説明をしたいと思います。 

 ただ一つだけ気にかかるのは、やはり市民の皆

さんが、その方もおっしゃっておりましたが、そ

れだけせっかく市民のために大切な情報をたくさ

ん載せている広報誌が、チラシと一緒に片づけて

しまわれる方がまだまだいらっしゃるという点

で、この広報誌をもっと皆さんに活用していただ

いて、自分たちの生活に密着した情報がたくさん

あるというものを、きちっと１カ月間保管してい

ただいて見ていただけるように、ぜひこれからま

た今おっしゃったようなことも含めて、工夫をし

て、皆さんに大切な情報が届くように工夫をして

いただきたいということを申し上げまして、この

質問については終わらせていただきます。 

 最後になります。 

 市民活動センター管理運営事業ですが、これに

ついては、まずこの市民活動のセンターがことし

８月ですか、センターそのものを老朽化に伴って

廃止をするというお話を伺いまして、正直なとこ

ろ一生懸命、そして来館者がどんどん減っている

ということで、活動センターは建物はなくてもい

いのではないかというようなお話もされていまし

た。それでこのセンターそのものも建物は廃止す

るということで、ちょっと私としては市民活動に

対する、これまでの皆さんの活動してこられた方

が本当に残念がっておりますし、これからどうな

るのかという不安を非常に持っていらっしゃいま

す。この件に関して、これから活動センターにお

いて活動してきた内容、また御協力いただいた市

民の皆さん方に対して、これからどうなるのかと

いうところを詳しくちょっとお知らせいただきた

いと思いますが。 

○田邊雄三市民活動推進課長 施設の老朽化、利

用状況、あと今後の推進方針などから、拠点型が

難しくなってきたため、ことしの８月で市民活動

センターを廃止にする方針としているところであ

ります。 

 他市の市民活動センターは団体の活動場所とな

る会議室の貸し館も兼ね、利用団体の活動拠点の

ほか、情報提供発信支援、あとセミナー等の開催

などの機能を持っているところであります。 

 当市は施設機能はありませんけれども、情報提

供等の機能を有していることから、廃止後は市民

活動推進課のほうでそのことを担っていくと。あ

とボランティアセンターが、社協のボランティア

センターが併設されていますことから、そこの部

分につきましては、社会福祉協議会が福祉セン

ターで担っていくこととしております。 

 平成15年に市民活動センター設置しましたけれ

ども、いろいろな状況の中でこういう結論に至っ

たというところでございます。 

○佐々木玲子委員 先ほど私申し上げました、大

体活動してこられた方々のお声とかさまざま、昨

年何回か意見交換会等を設けて、皆さんのお声も

聞いたというふうにも聞いております。そういう

中で、もう一つだけ気になる点は、市民活動推進

課がこの活動センターの事業を担っていくという

ところはわかりましたが、やはり拠点というもの

も、来館者が減っているとはいえ、その中で福祉

的な意味合いも含めて、また市民活動としての意

味を含めての来館者というのは、一定程度定着を

していると私は感じております。この方たちがや

はりこれからいろいろな出前講座のようにいろい

ろなところへ、こちらから出張していって活動す
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るということでやっていきたいということではあ

りますけれども、これまでせっかく丸15年間です

か、いろいろな形で努力してこられた方たちが、

これからまた若い人にもつないでいこうという思

いで、いろいろな思いで活動してきているという

ことも私は認識をしておりますので、何らかの形

で拠点というのはやはり、今すぐ無理だとして

も、これからの方向性の中でやはり市民活動とい

うのは、これまで市としても皆さんに市民協働参

画のまちづくりという形で、少しでも市民の皆さ

んに協働参加していただこうというのが、大きな

一つの目標になっていたと思いますから、やはり

拠点がなくなってしまうというところについて

は、どうしても私としてはちょっと納得しがたい

のですが、その辺については何かお考えおありで

しょうか。 

○田邊雄三市民活動推進課長 平成15年に設置を

しましたけれども、その前まではなかったわけ

で、必要でなかったということではなくて、いろ

いろな状況ですとか、タイミングもあって開設を

されたというところになります。 

 市民活動の推進について必要なことは、今後も

状況が変わってきますけれども、どのような形態

になるかは別にして、活動の場の確保などを含め

検討していくことは続けてまいりたいと思ってお

ります。 

○佐々木玲子委員 ぜひこれから庁舎の建設も控

えてますし、さまざま遊休施設もまだ多少残って

いますし、さまざまな検討をしながら、また拠点

での市民活動というものも推進していく必要があ

ると思いますので、今答弁を求めるのは無理だと

思いますが、これからの大事な検討課題として受

けとめていただけたらと思います。 

 私の質問は、以上で終わらせていただきます。 

○井戸達也委員長 次、金兵委員。 

○金兵智則委員 大分後半になってまいりました

ので、重なっているところは割愛していきたいと

思います。 

 ２点お伺いさせていただきたいというふうに思

います。 

 １点目、出会い創出支援事業です。先ほどの答

弁もありました。数が30年度ゼロ件だったので、

予算額も減らしましたよということでありまし

た。使用範囲も拡大していきたいという答弁でし

たけれども、今までの要綱では先ほど言った料理

教室などはやることができなかったのでしょう

か。 

○秋葉孝博企画調整課長 補助要綱に目的が、先

ほど私申し上げたのは、いわゆる婚活、募集自体

がやはりそういうふうにイメージを受けるという

ことで、例えばの例でお話をさせていただきまし

た。料理教室がだめということではないです。 

○金兵智則委員 そうしたら今までも例えば料理

教室、例えばで出たので例えばで使わせてもらい

ますけれども、男女合わせて、男女で料理をつく

りましょうというような形であれば、今までもそ

れはできていたということなのですよね。 

○秋葉孝博企画調整課長 具体的な提案は私のほ

うは聞いておりませんが、そういう活動でも構わ

ないです。 

○金兵智則委員 例えばで出ていたので例えばで

使わせてもらったのですけれども、であるなら

ば、今後はもうちょっと使いやすいような形で男

女にこだわらず、こだわらないとでもそういうも

のにはならないので、どういったイメージなの

か。多分今までの要綱でも男女で料理教室という

のだったらできたのだと思うのです。でもそこを

もうちょっと広げるというのは、どういったもの

なのか、ちょっといまひとつ見えてこないのです

けれども、どういうことかなと思います。 

○秋葉孝博企画調整課長 募集の状況なのですけ

れども、一般的に男性何名募集ですとか、女性何

名というような、こうしたイベントにつきますと

どうしても婚活イベントですから、明らかにわか

るというようなお知らせかと思います。 

 私一例として申し上げているのは、男女、男性

何名、女性何名と、独身ですとか、そうした記述

がなくても結果的にそういうものにつながるよう

なことができないのか。これは実際相談を受けて

いるようなお話もありますので、その中でどんな

ことができるのか、具体的な例までまだ積み上

がっている状況ではございませんので、その辺を

緩和しながら企画できればというふうに考えてお

ります。 

○金兵智則委員 なかなか難しいですね。その記

載がなければ男性ばっかり、女性ばっかりのイベ

ントには多分使えなくなるというような形になる

と思いますので、その辺は難しいのかなと。その

辺はこれから相談もあるということですので、い

ろいろやっていっていただきたいなと思いますけ
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れども、実際やられてくれた方々の話を聞くと、

事務作業というのがやっぱり大変で、10万円補助

していただけるのだけれども、例えば事務作業の

軽減のために人を雇うだとか、外注するだとか

と、そういったお金にはちょっと使えなかったの

で、全部自分らでやらなければいけないというよ

うな形のお話を伺ったのですけれども。そういっ

たものにも使えるような形というのが、イベント

をやってくれる人がふえる可能性も出てくるのか

なというふうに思いますけれども、その辺につい

ていかがですか。 

○秋葉孝博企画調整課長 個別に御相談いただけ

れば、どのようなケースがあったか、私のほうで

把握しておりませんけれども、人を雇う、人件費

というのは給料ですけれども、こういうものは補

助の対象になっていないです。ただ例えば謝礼で

すとか報酬等であれば、補助の対象経費になりま

すので、またやっていただけるようなことがあれ

ば、その辺事前に御相談いただければなと思いま

す。 

○金兵智則委員 今までやっていてくれた方々か

ら聞いた話なので、できればそういった方々から

直接お話を聞いてほしかったなというふうに思い

ますけれども、今後の方々には最初からという

か、こういった形でという形で相談があるような

状況ができたらいいなというふうには思いますの

で、今後推移は見ていきたいなと思うのですけれ

ども、この出会い創出支援事業、代表質問のほう

でもありましたけれども、総合戦略の見直しとい

うのがかかってくるのかなというふうには思いま

すが、それの一つになっていたものですよね。そ

れが３件から２件に、もう既にちょっと後退とい

うイメージができてしまうのですけれども、見直

しをしていく中で、これが外れていくからとかそ

ういうことではないのかもしれないですけれど

も、若干見る感じ後退していっているようなイ

メージがどうしても見えてしまうということにつ

いてはどうなのかなと思います。見解を伺いたい

と思います。 

○秋葉孝博企画調整課長 前段お話をさせて、予

算額も減額しているということで、なかなか取り

組めない、ことしについては実績についてはゼロ

ということは、これ事実でございますので、ただ

それを諦める、やらないということではなくて、

何とか続けながらそうした目標は達成していきた

いというふうに考えております。 

○金兵智則委員 予算計上はされているので、や

らないということではないのだと思うのですけれ

ども、見た感じそういうふうに見えてしまうとこ

ろがあるというところがあるので、頑張っていた

だきたいなというふうに思います。 

 次に、防災についてお伺いします。 

 地域防災訓練事業についてお伺いをしたいとい

うふうに思います。これも他の委員のほうから説

明があって、平成22年からずっと続いている事業

ですということでありました。31年度、次年度に

ついては、地域防災訓練事業については、避難所

運営研修事業と一緒になったのでということで、

今年度ですか、今年度でいうと避難所運営研修事

業ＨＵＧのほうが20万1,000円、防災訓練事業が

８万円だったので、合わせて28万1,000円、同額

の計上という形でよかったのかなというふうに思

いますけれども、海岸町、向陽方面で避難訓練と

いうことは今協議をしているということでありま

したけれども、その避難所運営研修事業その他、

その28万1,000円のこの予算の中で、どんなこと

をやるのか、そのほかにと言えばいいのでしょう

かね。その辺の予算の使い方について、改めてお

伺いしたいというふうに思います。 

○石井公晶総務防災課参事 地域防災訓練事業に

おける事業内容についてでございますが、この訓

練につきましては、海岸町地区の住民の方が避難

をして向陽の方が避難所で受け入れるというよう

な形の訓練も、先ほどの御説明のとおり想定をし

ているところでございますが、訓練の際に生じる

会場の使用料だとか、あとは訓練の際に加入が必

要になる保険料など、あと訓練に使用する資料代

の印刷だとか、そういった経費について、この予

算額の中で対応してまいりたいというふうに考え

てございます。 

○金兵智則委員 わかりました。ということは、

海岸町の方が向陽に避難する避難訓練をするの

に、今まででいうと例えば８万円の避難訓練事業

の予算に、避難所運営ゲームの20万円で受け入れ

のほうの避難所の運営のほうの訓練をするという

ようなイメージなのですかね。多分今年度でいう

と、避難所運営ゲームの研修、多分何回か、７回

ぐらいでしたかね、やられて、そのほかにも避難

訓練のほうの予算で、避難訓練の事業が行われて

いたのかどうかちょっとわからないのですけれど
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も、このマックスの中でそのほかにはする予定は

なかったということですか。 

○石井公晶総務防災課参事 訓練に使用する機材

だとか、資材の部分につきましては備蓄している

ものだとか、既に研修で使っているようなものは

備品としてあるものがありますので、そういうも

のを活用しながら、できるだけ経費を使わない形

で今後も実施していきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○金兵智則委員 ごめんなさい。では今年度ＨＵ

Ｇの研修って何回されていたのですか。 

○石井公晶総務防災課参事 今年度につきまして

は、学校でＨＵＧをやる形で進めた部分と、あと

地域の会館を使って研修を行う形で、合計３回ほ

ど訓練を実施させていただいてます。 

○金兵智則委員 その３回が避難所運営研修事業

20万1,000円の予算の中で行われていたと思うの

ですけれども、それと今年度なのですけれども、

地域防災訓練事業８万円でどのようなことが行わ

れたのかお伺いしたいと思います。 

○石井公晶総務防災課参事 ＨＵＧを使った研修

を行ったのですが、その後学校に実際に備蓄をし

ている備蓄品の取り扱いの説明会などを、市の職

員が講師となって、実際にそういう使い方を勉強

していただくというようなこともあわせて、その

研修の中で実施させていただいております。 

○金兵智則委員 今御説明いただいたその研修の

説明会が、８万円の予算で行われた事業だったと

いうことでよかったですね。 

○石井公晶総務防災課参事 そちらについては、

避難所運営研修事業の中で対応させていただいて

いる部分でございます。 

○金兵智則委員 なので、であれば地域防災訓練

事業、今年度は何をされていたのか、お伺いした

かったのですけれども。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後３時39分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時40分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

○石井公晶総務防災課参事 会場の使用料などが

あるのですが、実際には避難所運営研修事業のほ

うを先に執行するような形で、こちらの事業につ

いてはまだ未執行というような形になってござい

ます。 

○金兵智則委員 であるなら、今年度はＨＵＧを

中心に訓練を行っていたということで、避難訓練

がどこかでやられていたわけではなかったという

ような状況なのだと思います。それで、次年度に

ついては、それを合算した上で避難所運営と避難

訓練をやった大がかり、大がかりなのかちょっと

まだ見えてこないのですけれども、海岸町の人が

向陽に逃げる、避難するということをやられるの

だなということで、理解をさせていただきたいと

いうふうに思いますけれども。 

 先ほど来、ラジオの話が出てました。配った後

にラジオのテストというのか、訓練というのか、

そういうのがあるのかなと思いましたら、Ｊア

ラートを使ったりだとか、市独自でやるというよ

うな話の中に、避難訓練にラジオを活用するとい

うような、先ほど答弁もあったのですけれども、

それはどういうことなのかなということを御説明

いただきたいなというふうに思います。 

○石井公晶総務防災課参事 この緊急告知防災ラ

ジオを活用した防災訓練のことは、先ほど答弁の

中でお話をしましたが、例えばそういう防災訓練

を開始する前に消防のサイレンだとかを避難の合

図というような形で、これまでの訓練の中でも活

用している例がございまして、そういった形でラ

ジオから緊急情報を流して、これは訓練ですとい

う形の説明にはなると思うのですが、そういうも

のを実際に体験してもらう中で、実効性の高い訓

練を実施していきたいなというふうに考えている

ところで、そういうことで答弁させていただきま

した。 

○金兵智則委員 訓練をラジオに使っていきたい

ということでありました。 

 先ほど来、ラジオの話もずっとさせていただい

てましたけれども、新たな情報伝達の手段だとい

うことだったのですけれども、この7,400万円を

使って7,000台だというところの理解がいまひと

つ最後までつかめなかったというところでありま

す。 

 75歳以上の方とその他町内会や民生委員、避難

所、避難行動要支援者の方々を含めて、そして70

歳から74歳への希望者の方の1,708台まで含めて

6,825台ということで7,000台なのだというような

話でした。その中で、では70歳から74歳までの方

の分があるなら、最初から70歳以上にしたらいい
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のではないかというような話もありましたけれど

も、それがなぜ7,000台なのかというところが

はっきり見えてなかったというのがあります。そ

れについて、もう一度答弁をいただきたいなとい

うふうに思います。 

○石井公晶総務防災課参事 こちらの緊急告知防

災ラジオの整備に際しましては、先ほども答弁の

中で説明をさせていただきましたが、財源として

有利な起債を活用する予定でおります。それの時

限が一応平成31年度ということになっておりまし

て、そうした中で75歳以上の方に対応するという

ことは原則として、携帯だとかスマートフォンの

利用が少ないということを勘案しながら判断をし

ところなのですが、先ほど言ったとおり、財源の

時限が決まっているものの中で、できるだけラジ

オをたくさん購入をしたいという部分がありまし

て、そうした中で、この事業は継続的に行ってい

く部分ではあるのですけれども、70歳から74歳の

方につきましても将来的には貸与の対象になって

くるという部分がございますので、そういった方

たちの分もあらかじめ整備をかけておきたいとい

うふうなことから、この方たちの部分も整備を行

うということで、ただ75歳以上の世代の方に比べ

まして70歳から74歳の方につきましては、このラ

ジオ以外に、例えば御家族の方に情報を得られる

方がいるだとか、あとは御自身が携帯だとかス

マートフォンを持っているということで、まだラ

ジオはなくても大丈夫だよというような方も中に

はおられるかなというふうに想定をさせていただ

きまして、そうした方につきましては、自分はラ

ジオが必要だという方には希望を出していただき

まして貸与をするというような形で考えておると

ころで、7,000台という整備台数というふうなこ

とになったところでございます。 

○金兵智則委員 新たな情報手段としてラジオが

いいのではないかという話の中で、有利な起債が

あったと。それで、携帯やインターネットからの

情報収集を苦手な世代が高齢者の方々なのだと。

ただ70歳から74歳はまだ大丈夫なところもあるの

ではないかなというところで、75歳で区切ったと

いうところなのだと思います。70歳から74歳もこ

れから年を、75歳を超えたら貸し出すということ

ですので、それらの分も含めて整備をするといっ

た中で、7,000台になったというようなことで理

解をしたいなというふうに思うのですけれども。

それであるならもう１点、今65歳ぐらいの方も10

年たてば75歳になるわけで、その方々の分は今の

ところない状況になります。今7,000台をまず整

備してみようということだったと思うのですけれ

ども、今後その7,000台が例えば全世帯に向け

て、情報のツールとして、網走市としてはそうい

う方向に進んでいきますよという考え方なのか、

その辺についてお伺いしたいというふうに思いま

す。 

○岩永雅浩企画総務部長 考え方については、今

金兵委員からお話のあったとおりでございます。

今後につきましては、今参事からもお話ししたと

おり、今後５年間について用意した分がございま

すので、そこの分を有利な起債で用意をしておい

て、５年間の分は担保したと。その後にもなりま

すけれども、その５年間の推移がどうなるかとい

うところを見ながら判断しなければいけませんけ

れども、比較的今の60代については、スマート

フォンであったり携帯については、比較的日常的

に使われているのではないかという所見を持って

おりますので、５年後についてはこの５年間の状

況を見ながら判断をしていきたいというふうに考

えてます。 

○金兵智則委員 理解をさせていただきます。

7,000台で５年で状況を見ながら、まず情報手段

の一つとしてこれでやっていこうということだっ

たと思います。 

 決して私どもの会派、これが反対と言っている

わけではなくて、どうしてそこになったのかがわ

からない。大きな金額になりますので、そこにつ

いてはしっかりと理解はしたいなということでや

らせていただきました。 

 最後に、古都委員のほうからも管理の話があり

ましたけれども、なかなか大変なことなのではな

いかな。多分備品という扱いになりますので、な

くなったり何かがしないように対応していきたい

というふうに思うというようなこともあったと思

いますけれども、管理は大変だと思いますが頑

張っていただきたいというふうに思います。 

 多分確認作業なども出てくるのかなというふう

に思いますが、その辺について見解をお伺いした

いというふうに思います。 

○石井公晶総務防災課参事 先ほどの答弁の中

で、貸与の方法について御説明をさせていただい

てますが、ラジオについては管理番号だとかを付
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して、貸与する際にはその番号を明示した貸与を

申し込んでいただくというような書類も提出いた

だくような形を考えておりまして、台帳をつくっ

て、それで管理をしていくということでは考えて

おりますので、どこへ行ったかわからないという

ようなことがないように管理をしていきたいとい

うふうには考えてございます。 

○金兵智則委員 7,000台ということで、なかな

か大変な作業になると思いますけれども、とりあ

えず始めてみるということですので、いい結果が

得られるような方向に進んでいっていただけたら

なというふうに思います。 

 以上です。終わります。 

○井戸達也委員長 次、立崎委員。 

○立崎聡一委員 予算説明書50ページの市民活動

推進事業の中で、集会施設設置改修事業の内容を

お聞きしたいと思います。 

○田邊雄三市民活動推進課長 集会施設設置改修

事業についてでありますけれども、町内会所有の

集会施設の改修について、工事費の２分の１の補

助、また地域から要望の多いＬＥＤ化については

町内会の維持費、管理費の負担軽減をするため、

平成33年度までの実施分について、２灯式の１個

当たり補助率を５分の４にして１万5,000円を上

限として、平成31年度より補助することとしてお

ります。 

 平成31年度の改修については６施設予定してお

りまして、施設の主な内容につきましては駒場東

町内会館の窓枠及びサッシの交換、補助金は18万

5,000円。潮見ヶ丘集会所、床改修及びＬＥＤ化

で補助金は16万1,000円。天都山丸善会館、ＬＥ

Ｄ化で補助金７万7,000円。北浜はまなす会館、

外壁塗装工事で補助金は23万4,000円。実豊研修

センター、外壁及び屋根塗装工事で補助金は45万

9,000円。山里会館、屋根塗装工事で補助金は15

万8,000円。合計127万4,000円の補助金を予定し

まして、町内会負担を合わせますと総工事費は

253万円となります。 

○立崎聡一委員 平成33年までの間に各それぞれ

の施設の手直し、補修事業ということなのです

が、地域のコミュニティーの場としても大変必要

なことだと思いますので、そこはきちんと続けて

いって対応していっていただきたいなというのが

まずひとつあります。 

 それから、防災という意味で各委員からそれぞ

れ質問がございました。それはまず避難所という

指定を受けているか、受けていないかを別にして

も、避難するに値する場所であるというふうに僕

らも認識しておりますので、昨年の９月６日のブ

ラックアウトのときにも、実は避難して、最初は

避難しているわけではないのですけれども、ただ

電気が使えなくて水が出なくて、そこに給水車を

回していただいただとか、その地域の拠点になる

場所でもありますので、もちろんそのほかにもい

ろいろ使い道はあると思いますので、引き続きお

願いしたいなというふうに思います。 

 それともう１点、今度は庁舎建てかえのほうな

のですけれども、委員会のほうでいろいろ説明を

いただきました。そして、原課としての方向性と

いう形で、場所のほうもある程度説明は受けたと

いうふうに感じております。ただ、先ほど松浦委

員がお話あったように、私もいろいろな方から、

庁舎建てかえの話については御質問をいただきま

す。やはり一番皆さん心配されているのは、防災

の機能というか、防災の部分について。というの

は、やはり３.11、３月11日の東北の大震災の映

像、ここ数日間ずっと流れているので、やはりそ

れは嫌でも気にはなるのではないかなというふう

に思います。 

 そこで、その部分について改めて伺いたいなと

思うのですけれども、当然新庁舎の建設について

は、いろいろな機能面ですとか、それから交通の

面ですとか、当然防災の面も入っていると思うの

ですけれども、その辺についてはどのようにお考

えになっているのか、お聞きしたいと思います。 

○北村幸彦企画総務部参事 庁舎の建てかえ場所

につきましては、市の考えといたしまして、金市

館ビル跡地周辺敷地を適地とした考えをお示しの

あったところでございます。 

 当然この場所につきましては、海抜５メートル

ということもございまして、現状の津波ハザード

マップでは浸水想定区域ではないものの、想定を

超えたときの対策は当然必要になってくるかと思

います。 

 こちらのほうには、中心市街地ということで、

業務施設も集積しておりますし、住んでいる方も

いらっしゃいます。津波が起きた場合の津波の避

難ビルという位置づけも当然必要になってくるの

ではないかなと思っております。 

 今後につきましては、市の考えであります今申
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し上げました適地とした考え方を、市民の皆様に

検討状況なども丁寧に御説明した中で、建設場所

を初め規模や機能などについても御意見をいただ

きながら、基本構想の策定を進めていきたいと考

えております。 

○立崎聡一委員 丁寧な説明は本当に重要だと思

いますので、きちんとしていただきたいなという

ふうに思います。 

 今回一定の方向性が示されたということで、完

全に決定ではないとは思うのですけれども、その

辺きちんとしていただきたいなというふうに思い

ます。 

 それで、今機能性とかというお話が出ました。

その中で、最近は防災は忘れたころにやってくる

ではなくて、防災はいつかやってくるというか、

いつでもやってくるというような感覚だと思いま

す。というのは、津波だけではなくて豪雨災害も

含めて、それから北海道ですから吹雪の災害も含

めていろいろあると思うのです。そういったとき

に、今度災害時のエネルギー、要するにこの間の

9.6のとき、ブラックアウトのときにやはり停電

というのがすごく皆様生活に困った、それからお

仕事に困った。市民生活に多大な影響を与えたと

いうことで、その辺のエネルギーに関しては、原

課としてはどういうような方法をもって、今後対

応していくのかという考えがあればお示しいただ

きたいと思います。 

○北村幸彦企画総務部参事 災害時におけるエネ

ルギーの考え方ですが、現在のところ明確な考え

は持っていない状況でございます。 

 ただ、昨年の５月に国土交通省で取りまとめま

した防災拠点等となる建物、建築物に係ります機

能継続ガイドラインというものが取りまとめられ

まして、こちらの内容につきましては、大地震時

に倒壊、崩壊しないという建築基準法が要求する

最低基準がございますけれども、それにとどまら

ず機能を維持できるための必要な基本的な事項と

いうものが、考え方が示されております。 

 庁舎建設に当たりましては、このようなガイド

ラインも参考にしながら取り進めたいと考えてお

ります。 

○立崎聡一委員 その辺はきちんと対応していた

だきたいなと思います。 

 終わります。 

○井戸達也委員長 次、平賀委員。 

○平賀貴幸委員 それでは質問をさせていただき

ます。 

 最初に、市民活動センター管理運営事業につい

て、先ほども質疑がありましたが、ここから伺っ

ていきたいと思います。 

 わからないところをまず聞いていきますけれど

も、通常こういうものを廃止するのは、年度が

ちょうど区切りなのかなと思いますけれども、今

回８月というふうに先ほど答弁ありましたけれど

も、８月までどんなことをするのでしょうか。 

○田邊雄三市民活動推進課長 まず８月までにし

たことにつきましては、この議会終了後、市の広

報誌等周知を図るのに必要な期間という状況で、

８月末を設定をいたしました。 

 また８月まで何をやるのかというところにつき

ましては、市民活動センターにつきましては、ボ

ランティアセンター等市民活動の事業をやってお

りまして、８月まではボランティアセンターの機

能もあそこに残しつつ、社会福祉協議会の福祉セ

ンターに移行する準備を進めていく。事業につき

ましては、通年を通して市民活動推進課がやって

いくということで、そういう計画で進めていく予

定でございます。 

○平賀貴幸委員 理解をいたしました。 

 建物については廃止するということで伺ってい

るのですけれども、その後の跡地、解体するだと

か何か決まっているのでしょうか、現状では。 

○田邊雄三市民活動推進課長 廃止後については

まだ何も決まっておりません。 

○平賀貴幸委員 そこは理解させていただきまし

た。今後検討されると思いますので、そこは状況

を見ていきたいというふうに思います。 

 ところで伺いますけれども、この市民活動セン

ターについては設置条例がないわけです。市民活

動についてはいろいろなところに市の文書には書

かれているのですけれども、条例がないので明確

ないろいろ位置づけがどうなるのかなというのが

一番の心配なところだというふうに思います。 

 ところで伺いますが、ボランティアセンターと

して私は優秀なところだったと思いますけれど

も、市民活動センターとしては課題があるのだと

いうことをずっと設置以来言い続けていて、なく

なってしまうというところでいろいろな思いがあ

りますけれども、果たして市民活動というのは網

走市において活性化したのか、あるいは活性化し
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ているのか、どう捉えたらよろしいのでしょう

か。 

○田邊雄三市民活動推進課長 市民活動センター

はボランティア、市民活動の事業等を行いまし

て、さまざまな方がかかわってきたところにあり

ます。そうした中で、そこの事業に参加した方々

にはそれぞれ体験や気づきがあったもの、その後

活動に生かしてもらっているというふうに感じて

おります。 

 平成29年度に実施しましたアンケートでも、各

団体の活動状況は何かしらの課題はあるものの、

約９割の団体からは活発な状況にあるという回答

があることから、一定程度の活性化にはつながっ

ているものと考えております。 

○平賀貴幸委員 一定程度のというところだとい

うふうに私も思いますが、やはりボランティアセ

ンターとしての機能はいいところだったと思うの

ですけれども、それ以外の部分について、私はな

かなか理想と現実のギャップというのは埋まらな

いまま廃止に至るなというふうに思うところであ

ります。 

そこはそうはいっても廃止になりますから、こ

れからだというふうに思いますけれども、市とし

ては共同の手引きを使って、市の職員の皆さんが

市民活動団体と協働するための指針というか、手

がかりはお持ちなのだというふうに思いますけれ

ども、指針だったかな。指針をお持ちであるので

すけれども、一方市民側には手引きがないという

状態で今はあるわけです。拠点がなくなる、設置

条例もない、そういう状況の中で、市民の皆さん

は何を手がかりに市民活動、今後さらに新たな取

り組み含めて取り組んでいったらいいというふう

にお考えでしょうか。 

○田邊雄三市民活動推進課長 今後の市民活動の

取り組みですけれども、職員については市民活動

の推進の指針を作成しまして、協働というものが

どういうものであるのか、まずは職員が知って、

各種事業に当たって職員が協働というものを理解

することによって、市民の方々との協働の事業を

していこうということをまず念頭に置いておりま

す。 

 その次に来るのはやはりお知らせ、手引き等も

あるかと思いますけれども、今は地域に職員が出

て、そこの課題を見える化して、各課がいろいろ

かかわって協働につなげていくというところをま

ず先に行うため、今のところすぐに手引き等々を

作成する予定はございません。 

○平賀貴幸委員 理解はさせていただきたいと思

いますが、前大場市長の時代にこれは設置された

ものでありまして、網走市が協働のまちづくりを

していくのだというシンボルでありましたし、象

徴であったというふうに思います。よりどころ

だったのですけれども、それがなくなるというの

は、私は大きなことだなというふうに思うのです

けれども、今後何らかのよりどころなり、しっか

りとした根拠なりを、私はつくっていく必要があ

ると思うのですけれども、それについて今の時点

ではどう考えていらっしゃるのか、ちょっとよく

わからないのですね、今の御答弁ですと。どのよ

うにお考えなのか、見解を伺いたいと思います。 

○田邊雄三市民活動推進課長 今後の市民活動の

推進に当たってのことだと思いますけれども、必

要な機能が、市民活動センターのあったときから

そうですけれども、交流ネットワーク機能、コー

ディネートと協働支援機能、情報収集提供発信機

能、市民活動の窓口相談・支援機能、市民活動に

関するセミナー講座機能、これらを市民活動セン

ターでやってきたわけですけれども、老朽化等に

より施設はありませんけれども、この機能をしっ

かりと今後やっていくということは変わりません

ので、それを続けていきたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 市民活動に対する条例をしっか

りつくっていく、あるいは市民活動の手引きのよ

うなものをつくってやはり市民に配布していく。

私はやっぱりこういったことが今後必要になるだ

ろうなというふうに、今の御答弁を聞いていて思

いました。 

 現状ではこれ以上議論してもなかなか難しいと

思いますので、この程度にさせていただきます

が、そこをしっかりと示していくことで、網走市

は市民活動をしっかり取り組んでいくのだという

ことをできるだけ早く示していかないと、市民活

動について余り取り組む意思がないというような

ことを、受けとめかねないものだということだけ

は申し上げておきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 続いて、代表質問でも伺いましたけれども、や

はり人口の減少を食いとめるためには、若者の定

着率を向上させていくということが大変大事だと

いうふうに思います。 
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 それで伺いたいのですけれども、今年度の予算

いろいろ見てみたのですけれども、若者の定着率

向上につながる事業というのはどの事業になる

か、ちょっといまひとつわからないのですけれど

も、予算全体を通してどういう考え方なのか含め

て御答弁いただければと思います。よろしくお願

いします。 

○秋葉孝博企画調整課長 若者の定着ということ

で間接的な事業もありますので、個別に列挙はこ

の場ではなかなか難しいですけれども、例えばこ

とし新規事業で観光商工部で上げましたバスの運

転手の免許を取得するまでの間、事業主に対し

て、事業主も支援をするのですけれども、それに

対して市も支援をすると。高卒ではバスの運転手

はなれませんので、その取る期間について市もあ

わせて補助をすると。事業主がそういった免許の

取得の際まで雇い入れて、そういう資格を取るこ

とに取り組むということが前提なのですが、そう

したことについては若い者の人材育成、定着につ

ながるような事業だというふうに認識をしており

ます。 

○平賀貴幸委員 社会人をどちらかというと意識

されたというところだというふうには理解はでき

なくもないのですけれども、少しいろいろ考えな

ければいけないなと思います。 

 代表質問の答弁では、教育委員会のほうからオ

ホーツク教育局の意見交換で、高校での網走市に

対するさまざまな取り組みについては共有化をす

るのだという御答弁があったところであります。 

 一方、先ほど来の質疑を伺っていると、日体大

特別支援学校についてはいろいろな形で支援をし

ていって、まちづくりとのかかわりを強めようと

いう意思がはっきり見えるのですね、予算的に

も。東京農大についても、存続を含めて危機状況

にあるというところで取り上げられているという

ことも答弁の中でわかったのですよ。 

 でもそうなると、私は網走市内にある道立校で

すけれども、高校だって同じような状況にあるの

ではないかなと。だけれども予算がそこについて

は見えてこないというのは、果たしてどうなのだ

ろうというふうにも感じるのですけれども、その

辺についての所感はいかがでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 これは基本的には道立

高校ですので、そこに対して市が何らかの大きな

支援をするということはなかなか政策的には成り

立たないのかなと。ただ、今年度については定時

制の交通手段の事業として予算を組んだところで

す。 

 例を挙げさせていただきますと、高校との連携

というのは結構桂陽さんについても南高さんにつ

いても、社会教育ですとか、国内交流、国際交流

も含めまして、さまざまな事業の中で行われてお

りますので、なかなか南高に対して何、あるいは

桂陽高校に対して何というのはなかなか予算的に

は構築しづらいという面がございます。 

○平賀貴幸委員 一方で、本当に高校含めて危機

的状況だと感じている自治体は、予算措置をして

やっているところもあるわけです。先ほどの答弁

だと、現状の東京農業大学が危機的状況だという

ことであれば、高校も同じような状況だと私は、

はずだと思うのですけれども、そのレベルには

至ってないという認識だということでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 今のところ道立高校に

つきましては、危機的な状況ではないという認識

でございます。 

○平賀貴幸委員 私はそこはもう少し危機感を持

たなければいけないのだと思います。 

 確実に人口減少はあるわけで、これから人口の

推移は予測されている中で、そう遠くないうちに

危機的状況になるのですよね。それをそのままに

今現状でしているということだというふうに私は

思わざるを得ませんので、今回予算措置がないこ

とも含めて、それは個別の学校に対する予算措置

が難しいということも理解できなくはないのです

けれども、もう少しやはりここは人口の定着率を

上げていく、若い世代の定着率を上げていくとい

う意味で、もう少し意を用いた事業を進めていっ

ていただきたいというふうに思いますが、見解は

いかがでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 学校と高校との連携と

いうのはそれぞれの各課に予算がありますので、

その中で学校の魅力を高める取り組みというのは

既にされていると、今現在もしているという認識

です。 

 私が申し上げたのは、一般的に高校の存続につ

いて、よくあるのが通学の補助ですとか給付措

置、例えば研修の旅費ですとか、そこまでの状況

にないという意味合いで申し上げさせていただき

ました。 

○平賀貴幸委員 一般的によくある支援の仕方な
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のですけれども、それ以外にも支援の仕方はたく

さんあると思います。学校と地域が結びつくため

の予算を措置するような自治体もありますので、

いろいろな角度でそこは研究をしていただきたい

というふうに思いますが、次の質問のほうにまず

は移らせていただきます。 

 続いて、指定管理者制度について伺いたいと思

います。 

 代表質問でも市長から答弁がありましたので、

ここは方向性については、それほど会派の考え方

とそごはないというふうに思っているところで

す。ここも教育委員会からの答弁ということで、

施設の使用料、子供たち、中学生以下の使用料に

ついての答弁をいただいたところであります。 

 歳入については、中学生以下で合わせると436

万6,000円ほどあるのだということがわかりまし

た。使用料金全体の13.7％が子供たちからいただ

いている歳入に当たるのだなということもわかり

ました。 

 また一方で、土日利用、学校利用などがあるの

で、子供たちの利用は実質77％は無料になってい

て、23％が有料だということもわかったところで

す。 

 教育委員会としては、ここはいろいろ検討して

いきたいという答弁でしたけれども、財政なの

か、企画なのか、これはちょっとわかりません

が、市長部局としてはこの状況についてはどのよ

うに評価されているのでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 施設の使用に当たって

の原則的な考え方が、直営施設であろうと指定管

理者制度問わず、まず施設を利用する方としない

方、この費用負担のバランスというのはとる必要

があると認識しております。 

 現状、子供の施設の無料化というのは全庁的な

中では検討をしておりません。一方で、子育て世

代の支援としましては、これまで市では医療費の

助成やスポーツ、音楽に取り組む子供たちへの支

援、乳幼児への生活応援、子供たちの居場所づく

りなどに取り組んでまいりました。 

 今年度につきましては、病後児保育、それから

僻地保育所の通園バスの無料化、それから国の制

度ですが、幼保の無償化にも取り組んでいるとこ

ろでございます。引き続き、充実には努めてまい

りたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 方向感については、私たちも理

解をさせていただいているところであります。 

 ただ一方で、教育委員会からは考え方について

答弁ありましたけれども、市長部局からはなかっ

たので、改めてそこは伺いたいのですけれども、

やはり子供のこの施設の利用料無料化は、私ども

はやはり進めていく価値が十分あるものだという

ふうに思うわけですあります。 

ふるさと寄附を活用しながらということでやる

ということに、もしやるとすればなるのだろうな

と思いますが、これから子供たちも残念ながらま

だ減少を続けていくのであれば、ここの部分の歳

入も減っていくわけです。ここをしっかりと支え

ていくことで、子育ての支援さらに網走もやるの

だということを、やはり子供たちを含めて実感し

てもらうことが必要だと思うのですね。今の子育

て支援は保護者の方々は実感しているのですよ。 

ところが、子供たち自身は実感できないです。

これは直接子供たちが自分たちの暮らしを支援し

てくれるということを実感してくれることになり

ますので、今までと私は違った視点での支援策に

なると思いますし、代表質問でも申し上げました

が、やはり人の動きが活発化になりますので、経

済的な部分でもプラスになる要素があると思いま

すけれども、この辺について市長部局はどのよう

な見解をお持ちでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 繰り返しになります

が、子育て支援につきましては、その充実に努め

てまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 ここは鋭意検討をいただきたい

としか言えないのだなというふうに思いますが、

今後も引き続き取り組んでいきたいというふうに

思います。 

 次に職員の皆さんのことについて、何点か伺っ

ていきたいと思います。 

 これまで財政再建に取り組む中で、新規採用を

控えるなど、さまざまな形での取り組みをされて

おりました。前市長の時代には途中までは高卒の

方を採用しないようなこと、途中から再開される

ことになりましたけれども、そんなこともありま

したけれども、現状は職員構成というのはどのよ

うになっているのでしょうか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後４時18分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時28分 再開 
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○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

平賀委員の質疑の答弁から。 

職員課長。 

○小松広典職員課長 網走市の職員の年代別の構

成割合でございますが、パーセンテージになりま

すけれども、10代が３％、20代が19％、30代が

21％、40代が34％、50代が22％、60代が１％と

なっております。 

○平賀貴幸委員 年齢構成は理解をさせていただ

きました。いろいろな形での是正も含めて図られ

ているのだなというのは感じるところでありま

す。 

 次に、そういった行革の影響で、職員の全体数

が抑制されてきたということもあると思います

し、また給料自体の減額などもあったということ

もあって、いろいろな形での職員のモチベーショ

ンの低下というのはやはりあるのではないかなと

いうことは常に心配しているところです。またそ

こに加えて、代表質問でも申し上げましたけれど

も、国を中心に行政不信があったり、網走市にお

いてもやっぱり残念な事態があったこともあっ

て、いろいろな形での職員の皆さんの意識という

か、モチベーションの低下というのはやっぱり心

配しなければいけないのだろうなというふうに

思っているところですけれども、その辺について

市の認識はどのようにお持ちでしょうか。 

○小松広典職員課長 職員のモチベーションの向

上のための取り組みについてでございますけれど

も、仕事を通じてモチベーションを上げていくと

いう方法につきましては、人事評価の面談を通じ

ましてコミュニケーションを深めるよう取り組ん

でいるところでございます。 

 また、職場の雰囲気の醸成にも当然意を用いて

まいりたいところでございますけれども、階層別

で行っています研修内で、モチベーション向上の

ためのセクションを設けるなど工夫してまいりた

いところで、また研修による能力開発の促進や習

得した知識能力がより有効に業務に生かせるよ

う、適材適所の人事配置も必要であると考えてい

るところでございます。 

○平賀貴幸委員 そうはいっても、中途で離職さ

れている方がやっぱり増加する傾向、これは網走

だけの問題ではないですけれども、そういうもの

があったりして心配しなければいけないなという

ふうに思うところですけれども、新しい人事の評

価の仕方も含めて、効果を上げていくことをそこ

は期待をしていくしかないのかなと思いますが、

意を用いていただければというふうに思います。 

 一方で職員の採用についての考え方について伺

いますけれども、基本的にはどのような方針を

持って、どのような考え方で採用について当たら

れているのか、伺いたいと思います。 

○小松広典職員課長 当市の職員採用につきまし

ては、一次試験において基礎知識試験、それから

面接試験、作文試験。二次試験においては面接に

より行っております。 

 基礎知識試験につきましては、基本的な本人の

知識をはかるものでございまして、面接につきま

しては相対によって自分の意思ですとか、相手の

言っていることの認識という部分で、コミュニ

ケーション能力という部分ではかっているという

部分でございます。作文につきましては文字によ

る伝達、人へ伝えるという能力の実証をはかって

いるものとして、採用試験を行っているところで

ございます。 

 また、一次試験においては、面接官、異なる面

接官において面接試験を２回行うなどのコミュニ

ケーション能力の測定については、考えてやって

いるところでございます。 

○平賀貴幸委員 道の職員の採用などにおいて

は、採用されたのだけれども結局採用に至る前に

辞退するような方もいらっしゃるというと聞きま

す。そんな話もありますけれども、網走において

はそういった傾向は見られないというふうに思っ

ていていいでしょうか。 

○小松広典職員課長 当市の採用試験においての

採用辞退でございますけれども、実際ないわけで

はないのですが、北海道のように６割ですとか、

そのような数字には当然そこまでもいきません

し、せいぜい一、二名というような感覚でおりま

す。 

○平賀貴幸委員 一、二名といえ、そういうのも

あるということはまた改めてわかりましたが、そ

れほど目立ったものではないということも理解を

させていただきました。なかなか人の確保含めて

いろいろ御苦労あるというふうに思います。 

 一方で、これまで網走市役所は、恐らく関係団

体だとか補助団体だとか含めてだと思いますけれ

ども、特別職あるいは職員、我々市議会議員を含
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めて、縁故採用なものは控えてきたのだというふ

うに思います。そういう経過があったと思います

けれども、現在の考え方についてはどのようにお

考えでしょうか。 

○小松広典職員課長 当市の職員採用につきまし

ては、能力の実証により行っているところでござ

います。 

 また、当市以外の団体においても、それぞれ適

切に採用事務を行っているものと考えているとこ

ろでございます。 

○平賀貴幸委員 そういったことが採用としてな

いということが望ましいと思いますので、あえて

質問させていただきました。 

 一方で、女性のやはり登用というのも大切なこ

とだというふうに思います。まず女性職員の採用

状況、たしかこれ目標も含めてあったと思います

けれども、どのようになっているのか伺いたいと

思います。 

○小松広典職員課長 直近３年の採用状況、男女

の数になりますけれども、平成30年度につきまし

ては19名のうち８名が女性、それから平成29年度

につきましては15人のうち３名が女性、28年度に

つきましては19名のうち11名が女性というような

状況になっております。 

○平賀貴幸委員 ばらつきはあるもののできるだ

け多く採用しようとする跡が見えるのかなという

ふうには思いますけれども、一方で管理職の登用

状況、あるいは方針などがありましたらお示しい

ただきたいと思います。 

○小松広典職員課長 女性職員の管理職登用につ

いてでございますけれども、管理職の登用に当

たっては男女の差別を行うことなく、職員個人の

能力や適性などを総合的に判断し登用していると

ころで、これは従来から考え方を変えているもの

ではございません。 

○平賀貴幸委員 今後もできるだけ管理職含めた

登用を進めていただきたいと思いますが、実現に

向けた方策、お考えあれば伺いたいと思います。 

○小松広典職員課長 女性職員の管理職登用につ

きましては、もともと高い年齢層で女性職員の構

成比率が少ない状況にあるということがございま

して、少しずつではありますが、年代は少し上

がってきているような状況ではございます。 

 一方で、女性職員の構成比率を上げるために

は、やはり女性の採用試験の受験者数の増加は

やっぱり欠かせない要素ということになると思い

ます。優秀な女性に受験していただけるよう募集

要綱にも次世代育成に注力している旨をうたって

いるとか、また女性だけではなくて子育て全般

に、子育て世代全般に世代の働きやすい環境も要

素として考えているところでございます。 

 次世代育成に係る制度周知や職場の雰囲気の醸

成に、意を用いてまいりたいと思います。 

○平賀貴幸委員 後ほど庁舎の建てかえの質問も

触れますけれども、女性にとっても働きやすい庁

舎づくりとは多分大事なことだと思いますので、

そこは庁舎を建てかえるときにも、ぜひ意を用い

ていただきたいなというふうに思いますが、女性

のところからＬＧＢＴｓ、多様な性についての質

問を少しさせていただきたいと思います。 

 これも代表質問でも御答弁はありました。多様

な性に対する言及や記載は条例等には、網走市に

はないというふうに答弁があったというふうに理

解しておりますけれども、それで間違いなかった

かどうか、まず確認させていただきたいと思いま

す。 

○秋葉孝博企画調整課長 人権の尊重という言葉

は当然ありますが、委員おっしゃった今のＬＧＢ

Ｔｓといった記載についてはございません。 

○平賀貴幸委員 確認をさせていただいたのです

けれども、市からの答弁ですと、現時点でＬＧＢ

Ｔｓに関する相談はございませんが、今後市民か

ら相談や声が寄せられたら慎重に検討したいとい

うことでありました。それをひっくり返すと、今

のところそういった声は市には届いていないとい

うふうに認識しているということでよろしいので

しょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 市のほうではさまざま

な形で相談業務を行っておりますが、こうした中

では、そうした案件についてお聞きしたことはな

いということで認識をしております。 

○平賀貴幸委員 実は議会にはたしか３度だと思

いますけれども、陳情が寄せられております。そ

の審議の際には、副市長以下職員の管理職の方々

もいらっしゃいましたけれども、採択されなかっ

た陳情あるいは請願というのは、市民の声ではな

い。あるいは市民の声として届かないものという

ふうに認識されるというふうに考えていいので

しょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 私が申し上げたのは市
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のさまざまな相談業務の中で、そうしたことは私

のほうには届いていないということを申し上げま

した。 

○平賀貴幸委員 ということは、別の角度では届

いているということで理解してよろしいのでしょ

うか。 

○秋葉孝博企画調整課長 そうした請願が議会に

出されているというのは、認識しております。 

○平賀貴幸委員 ということは、声は届いていな

いというわけではないのだと、私は思うのですけ

れども、そこをどう受けとめながらやっていくの

かなというふうに、改めてそこはちょっと疑問に

思います。それでちょっと伺ってみますけれど

も、委員会の審議の中には、ＬＧＢＴ関連の諸政

策の制度化は表現の自由や思想信条の自由を害す

るおそれというような発言があったり、推し進め

ることで何らかの課題を生じさせる懸念があると

いうような発言もありましたが、網走市としては

こういった考え方には立っていないということを

まず確認させていただきたいのですけれども、い

かがでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 それにつきましては、

委員会の議員さんの意見の討論だと思いますの

で、私のほうからはコメントは差し控えたいと思

います。 

○平賀貴幸委員 代表質問による答弁ですと、そ

ういう考えではないので、そこは改めてそこに寄

り添って質問していかなければいけないなという

ことで理解をさせていただきますが、一方で東京

オリンピックがこれから行われます。オリンピズ

ムの基本原則の６というのがございまして、ここ

にはオリンピック憲章の定める権利及び自由は人

権、肌の色、性別、性的志向、言語、宗教、政治

的またはその他などもろもろ書いてあって、こう

いったものの差別を受けることなく確実に享受さ

れなければならないという位置づけになっている

のです。これを受けて実は東京都は条例を改正し

て、このＬＧＢＴｓなどの多様な性について、

しっかりと位置づけていくということを取り組ん

でいるということは御承知のとおりだと思いま

す。 

 一方で、網走市にはそういった記述がないとい

う、代表質問の答弁と今のやりとりの中なのです

けれども、網走市は東京オリンピックの関係で

は、韓国あるいはオーストラリアのホストタウン

の指定を受けるということになります。確かにこ

この部分について、ここは要件に入ってないかも

しれませんが、このオリンピズムの基本原則を重

視するのだとすれば、やはりここはしっかりと位

置づけるべきなのではないかなと、私は思いま

す。少なくても、相談があれば対応しますという

対応ではなくて、こちらから何らかの形で啓蒙な

り啓発なり、情報発信なり情報提供なり、してい

かなければいけない課題になるのは、私は間違い

ないと思うのですけれども、今のやりとりや代表

質問の答弁ですと、あくまでも網走市の姿勢は受

け身なのです。果たしてそれでいいのかというふ

うに思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 委員おっしゃるとおり

オリンピックのお話も承知しております。こうい

う都会、大都会ではなくても地方都市で果たして

何ができるかというのが、そこが慎重な対応が必

要だと感じております。 

 例えばですが、パートナーシップ制度というの

を導入するとしたときに、どうやってその方たち

のプライバシーを守ることができるのかですと

か、多目的トイレを使って、そういう方が利用で

きるようにするですとか、そうしたことがこのま

ちの規模で果たして可能なのかなというのが、今

非常にそうした点で十分に慎重な対応が必要だと

いうふうに感じております。 

○平賀貴幸委員 申しわけないのですけれども全

然理解できないのですけれども、隣の北見市では

もう既に踏み込んで言及して取り組みされていま

すよね。御存じですよね。網走と確かに人口規模

は違いますけれども、それほど大きな環境の差は

私はないのだというふうに思います。それなのに

網走はなぜか慎重だということなのですけれど

も、ならば今そういった慎重の理由も含めて情報

発信するということをしなければいけないのでは

ないでしょうか。 

 情報発信や情報提供に対して、市がちゅうちょ

する理由が全く理解できないのですけれども、そ

の辺いかがでしょうか。 

○秋葉孝博企画調整課長 繰り返しになります

が、慎重な対応が必要だというふうな認識でござ

います。 

○平賀貴幸委員 それがなぜなのかということな

のです。必要な情報を伝えていくのは行政として

やっぱりやらなければいけないことだと思いま
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す。もちろん何らかの制度変更なり対策をすると

いうことに対しては慎重だということは、理解で

きなくはないのですけれども、情報発信、こうい

うことがあるのですということの情報発信すらし

ないというのは、それは慎重ではないんじゃない

ですかね。少なく見積もっても、最も少ない推測

値でも人口の３％ですから、網走だと約1,000人

ぐらいはそういった方々がいらっしゃるというこ

とを推計できるのですよね。せめてそういった情

報を含めて、いろいろな形で情報発信していくべ

きなのだと思います。それが各種条例等に位置づ

けられてないから、なかなかできてないのだと思

うのですけれども、私は位置づけしなくても必要

な情報発信は、これはやっていかなければいけな

い課題ですし、やらなければいけないことだと思

うのですけれども、それでもなお情報発信ですら

慎重でなければならない理由をわかりやすく御解

説ください。 

○秋葉孝博企画調整課長 ＬＧＢＴｓにつきまし

ては、私のほうで担当しているのは男女共同参画

プランというのを持っております。ここではひゅ

～らということで、男女の平等について特集記事

を出しております。私が申し上げているのは、Ｌ

ＧＢＴｓに対してどのような周知がいいのかも、

私どもは正直言って承知しておりませんので、そ

うした男女共同参画の委員の皆さんと、このテー

マについて意見交換をしたいというふうに思って

おります。 

○平賀貴幸委員 せめて情報発信なり、啓発な

り、市民の皆さんにこういう課題があるというこ

とを知らせるということは、やはりやらねばなら

ないのですから、ぜひとも今年度中に実施される

ことを、そこは求めたいというふうに思います。 

 続いて、庁舎の建てかえについて伺います。 

 基本構想もありますので、端的に幾つかまず伺

いたいのですけれども、先ほどの質疑の中で、コ

ンサルのほうに750万円の予算措置がということ

で説明があったところですけれども、率直に伺い

ますけれども、どうやってつくったらいいですか

ということを、その750万円で入札して決めてい

くのでしょうか。市としての方向感はこんな方向

感ですというのを示しながらやっていくのでしょ

うか。どんな感じになるのでしょう。 

○北村幸彦企画総務部参事 先ほど古都委員の御

質問のときにもお答えしましたけれども、基本構

想策定に当たりましては、コンサルタントに業務

委託をする予定でございます。発注に当たりまし

ては、公募型のプロポーザル方式ということで、

この中では、提案の中では、市民参画の手法と

か、網走の特性に合ったような、テーマに沿った

作文などを提出していただく中で選定したいと考

えております。 

○平賀貴幸委員 比較的白地に近いものの状態で

出すのだなというイメージを抱いたところですけ

れども、網走市の今の市役所の場所をわかりやす

く言いあらわすと、手続や届出をする場所だと思

うのですよね。それ以外の目的ではなかなかい

らっしゃらない場所なのだろうなというふうに思

うのですけれども、新しい市役所もそういう場所

をつくるというイメージなのでしょうか。 

○北村幸彦企画総務部参事 新庁舎の建設につき

ましては、これからの検討になりますけれども、

どのような機能、規模、そういうものを検討して

いかなければならないと考えております。 

 その中で、今回市がお示ししました中心市街地

の金市舘ビル跡地周辺敷地につきましては、中心

市街地の活性化という観点もございまして、市庁

舎が移転することによりまして、職員並びに来庁

者の増ということで、経済の波及効果も期待して

いるところでございます。 

○平賀貴幸委員 基本構想ができてから議論する

よりもやっぱりできる前にしっかり議論しなけれ

ばいけないと思うので、ここの場でやらせていた

だくのですけれども、今の答弁もそうですし、代

表質問もそうなのですけれども、来る人がふえ

て、それから働く人がふえれば中心市街地は活性

化するのではないかなと。言い方を変えるとです

よ、人がたくさんいれば活性化してしまうのでは

ないかなという考え方に聞こえるのですよね。私

はそうではあってはいけないのだと思うのです。

やはりこの庁舎は人が行きたいな、集まりたいな

という目的のある場所にしていただくことが最も

中心市街地の活性化にとっては望ましいと思うの

です。人が集まる場所ではなくて、手続や届出を

する場所のバージョンアップにならないでほしい

と思うのですよね。その辺についての考え方を一

定程度持ちながら、私はコンサルタントに対し

て、入札するならやるべきではないかなと思って

いるのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○北村幸彦企画総務部参事 庁舎の基本構想の策
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定につきましては、策定の支援業務、あくまでも

支援ということで業務委託をするものでございま

して、その構想そのものを策定をコンサルにはお

任せするものではなくて、あくまでも市民を主体

とした市民の意見を反映させたものにしたいと考

えております。 

○平賀貴幸委員 そうすると、コンサルタントと

いうのは本当にいるのだろうかなという疑問はひ

とつ持つのですけれども、そうはいってもいろい

ろな課題がありますから、必要なのだろうとはそ

こは思います。思いますが、比重はあくまでもコ

ンサルタントのものよりも市民の皆さんの意見に

対する比重を重く置くというふうに構想は、そこ

を力点をきちんと置いてつくっていくのだという

ふうに理解してよろしいということですか。 

○北村幸彦企画総務部参事 今委員のおっしゃっ

たとおり、市民の意見を十分に反映したものにし

たいと考えておりますけれども、時間の制約とか

財政の制約、場所の制約、さまざまな制約の調整

がございますので、その辺も調整しながら取り進

めたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 そうすると、どうしても流氷館

のことが頭にどうしても浮かんでならないのです

よね。たくさん市民の皆さんから意見いただきま

した。議会でも相当議論しました。しかし、でき

上がったものはもとの流氷館のバージョンアップ

なのですよね、正直。あれを見て、我々は残念な

気持ちを持ったことはやっぱり忘れないのですけ

れども。このままだと、網走の市役所もそうなる

のではないかなという心配を持っているのは、多

分私だけではないのだと思います。 

 たくさんの市民の皆さんがせっかくこの機会に

市役所を建てかえるのだから、もっといいまちに

したいという思いを持っていらっしゃるのですよ

ね。時間的制約、よくわかります。よくわかりま

すが、先ほど申し上げたとおり、今の市役所の

バージョンアップを行うのではないのだという方

針で市が臨んでいただければ、その時間の制約は

クリアできるのではないでしょうか。そういった

考え方を一定程度持つべきだと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

○川田昌弘副市長 新年度から基本構想の策定に

入るわけですけれども、その中の議論の一つは今

言った機能の観点、それから当然財政の観点、位

置の観点、それから規模の観点とか、さまざまあ

ります。今これから基本構想という一番基本とな

る構想を立てていくに当たって、市民の皆さんか

ら構成する検討委員会で構想をつくると。そこは

ある程度白紙の状態で諮問していくのかなという

ふうな考えでいます。 

 ただ、そこですっかりでき上がるということで

はなくて、そこをまたさらにいろいろな団体の、

個別の団体、例えば町内会の皆さんどうなのだろ

うとか、各団体がまたそれぞれいるわけですか

ら、その構成メンバーでない団体もあるわけです

から、そこは一つ一つ御意見を伺いながら決めて

いくのだろうと。そこには非常に時間をかけよう

と思ってます。１年半程度はかかるのではないか

と。そこでコンセプトなり規模なり、機能なりを

しっかり議論をして、次の基本設計あるいは実施

設計に向かっていくという流れになりますので、

実際その着手までには３年程度の時間がかかるの

ではないかというふうなことも考えておりますの

で、しっかり基本構想をいろいろ市民の皆さんと

議論しながらつくり上げていきたいという考えで

います。 

○平賀貴幸委員 決して庁舎の建てかえに反対を

しようとかそういうことではないです。少しでも

いいものをつくっていって、網走のまちづくりが

前に進んでいくことというのは、共通の多分認識

だと思うのですよね。その際の手法だとか、手順

だとかさまざまな方法感の問題なのだろうなとい

うふうに、私は思っています。 

 繰り返しますが、現状の市役所が新しくなって

大きくなって立派になってバージョンアップした

ということには、私はならないでほしいです。そ

ういう形になると、残念ながら思っていたほど、

中心市街地の活性化は進まないのだろうなという

ふうに思います。 

 代表質問でも申し上げましたが、本来であれ

ば、中心市街地の活性化計画とあわせて庁舎の建

てかえが進んでいくのが、もっとも望ましいと思

います。代表質問では、現状ではそこは難しいと

いう答弁があったところでありますけれども、建

物がいって滞在人口や来る方がふえる、来庁者が

ふえるので、結果的に中心市街地が活性化すると

いう形ではなくて、中心市街地自体をどうするの

だという考え方も含めて、この基本構想の策定に

は進めていかなければいけないというふうに思う

のですけれども、当然その辺についても強く意を
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用いていくというふうに考えてよろしいのでしょ

うか。 

○川田昌弘副市長 中心市街地活性化基本計画と

いう、いわゆる中心市街地のグランドデザイン的

な計画というのは、当然考えなくてはならないで

すけれども、私も昔それを担当してずっと検討し

てきました。私の時代では、基本構想までつくっ

たということです。基本構想の中のやれる事業は

どんどんやっていきましょうということで、まち

なか居住であるとか、空き店舗の対策だとか、い

ろいろ制度を進めてまいりました。ただ、中心市

街地活性化計画というのは、いわゆる官の部分だ

けで成り立つものでは当然ないわけで、そこには

民間の力を入れて、全体のグランドデザインをど

うするのという議論が必ず出てきます。そうした

中で、民間でそのエリアで具体的な事業がないと

計画に乗せて、その計画をもって国に支援を要請

していくという、そこが非常に今の網走の状況で

は、民の部分の事業の組み立てというのが非常に

難しかったということがあります。 

 ですから、中心市街地活性化基本計画というの

はつくっておりませんが、ただ基本構想で言って

きたまちなか居住だとか、空き店舗対策だとか、

もうやっていることはずっとやってきているわけ

ですから、そこはひとつそういう方法でも、いわ

ゆる全体の将来性を見てやれるわけですから、そ

こは中心市街地活性化基本計画の策定にこだわる

ことはなく、当然民間の事業が出てきてそれに何

らかの支援制度があるということになれば、計画

をつくってそれを国に要望していくということは

十分考えられますけれども、今の時点で計画あり

きで進むというのはなかなか、玉の問題があると

いうことで、そこは今現在は活性化基本計画の策

定までには至っていないという状況であります。 

○平賀貴幸委員 その辺の当時の現状との違いは

まちづくり会社があるということを含めて、いろ

いろあるのだと思いますが、すぐそれをつくるの

は難しいということも、私も理解できないわけで

はありません。ただ、そこにも意を用いながら市

役所の庁舎の移転、建てかえはやはりやっていか

なければいけないのだと思います。 

 決して中心市街地活性化計画を必ずつくるよう

にしてはどうですかというふうに申し上げている

わけではありません。しっかりとそこに意を用い

ながらやっていくという意識を強く持っていくこ

とが大事だと思うのですけれども、その辺につい

ての考え方は伺ったのですけれども、いかがで

しょうか。 

○川田昌弘副市長 そういった中心市街地の全体

のグランドデザインを考えながら、庁舎というこ

とに対して取り組んでいきたいというふうに考え

てます。 

○平賀貴幸委員 一定程度の理解はさせていただ

きました。 

 基本構想はこれからつくられますので、市民の

皆さんの意見をできるだけ取り入れたものを、予

算の範囲と時間的制約の中で、最大限いいものに

していただきたいというふうに思いますし、これ

がきっかけに、網走のまちづくりが大きく前に進

んだと言われるようなものができてくださること

を望んで、私の質問を終わらせていただきます。 

○井戸達也委員長 次、ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で本日の日程であります一般会

計の歳入のうち一般財源となる歳入と一般会計の

歳出のうち議会費、総務費、消防費、公債費、諸

支出金、予備費及びその特定財源に関する歳入及

び関連議案３件の細部質疑を終了いたしました。 

 本日はこれで散会とします。 

再開は、明日午前10時としますから、参集願い

ます。 

 大変お疲れさまでした。 

 

午後４時59分 散会 

───────────────────────── 


